
１．医療法改正について

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案の概要

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、効率的かつ質の高い医療提供体制を
構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医
療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行う。

１．新たな基金の創設と医療・介護の連携強化（地域介護施設整備促進法等関係）

①都道府県の事業計画に記載した医療・介護の事業（病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進等）のため、

消費税増収分を活用した新たな基金を都道府県に設置

②医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が基本的な方針を策定

２．地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保（医療法関係）
①医療機関が都道府県知事に病床の医療機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）等を報告し、都道府県は、それをもとに
地域医療構想（ビジョン）（地域の医療提供体制の将来のあるべき姿）を医療計画において策定

②医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付け

３．地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化（介護保険法関係）

①在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、予防給付(訪問介護・通所介護)を地域支援事業に移行し、

多様化 ※地域支援事業：介護保険財源で市町村が取り組む事業

②特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化

③低所得者の保険料軽減を拡充

④一定以上の所得のある利用者の自己負担を２割へ引上げ（ただし、一般の世帯の月額上限は据え置き）

⑤低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加

４．その他

①診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行う看護師の研修制度を新設

②医療事故に係る調査の仕組みを位置づけ

③医療法人社団と医療法人財団の合併、持分なし医療法人への移行促進策を措置

④介護人材確保対策の検討（介護福祉士の資格取得方法見直しの施行時期を27年度から28年度に延期）

公布日。ただし、医療法関係は平成26年10月以降、介護保険法関係は平成27年４月以降など、順次施行。

概 要

趣 旨

施行期日（予定）



○ 団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医師・看護師等の医療従事者の
確保・勤務環境の改善、地域包括ケアシステムの構築、といった「医療・介護サービスの提供体制の改革」が急務の課題。

○ このため、医療法等の改正による制度面での対応に併せ、消費税増収分を財源として活用し、医療・介護サービスの提供体制改革を推進す
るための新たな財政支援制度を創設する。

○ 各都道府県に消費税増収分を財源として活用した基金をつくり、各都道府県が作成した計画に基づき事業実施。

◇ 「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」を改正し、法律上の根拠を設ける。

◇ この制度はまず医療を対象として平成26年度より実施し、介護については平成27年度から実施。病床の機能分化・連携については、平成26年度は回復
期病床への転換等現状でも必要なもののみ対象とし、平成27年度からの地域医療構想（ビジョン）の策定後に更なる拡充を検討。

都道府県

基金

事 業 者 等

市町村

交付

申請 交付

①病床の機能分化・連携
③医療従事者等の確保・養成

国

消費税財源活用

交付都道府県計画
提出

【新たな財政支援制度の仕組み（案）】

申請 交付

１ 病床の機能分化・連携のために必要な事業

（１）地域医療構想（ビジョン）の達成に向けた医療機関の施設・設備の
整備を推進するための事業 等

２ 在宅医療・介護サービスの充実のために必要な事業

（１）在宅医療（歯科・薬局を含む）を推進するための事業

（２）介護サービスの施設・設備の整備を推進するための事業 等

３ 医療従事者等の確保・養成のための事業

（１）医師確保のための事業

（２）看護職員の確保のための事業

（３）介護従事者の確保のための事業

（４）医療・介護従事者の勤務環境改善のための事業 等

②在宅医療の推進・介護サービスの充実

交付

②在宅医療の推進
・介護サービスの充実

市町村
計画提出

申請

新たな財政支援制度の対象事業（案）

①国は、法律に基づく基本的な方針を策定し、対象事業を明確化。

②都道府県は、計画を厚生労働省に提出。
③国・都道府県・市町村が基本的な方針・計画策定に当たって公正性及び透明
性を確保するため、関係者による協議の仕組みを設ける。
※国が策定する基本的な方針や交付要綱の中で、都道府県に対して官民に公平に配
分することを求める旨を記載するなどの対応を行う予定。（公正性及び透明性の確保）

地域にとって必要な事業に適切かつ公平に配分される仕組み（案）

医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度

■国と都道府県の負担割合は、２／３：１／３

平成26年度
：公費で904億円

（機能が
見えにくい）

医療機能
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（A病棟）
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医療機能の現状と
今後の方向を報告

都
道
府
県

病床機能報告制度と地域医療構想（ビジョン）の策定

○ 病床機能報告制度（平成26年度～）
医療機関が、その有する病床において担っている医療機能の現状と今後の方向を選択し、病棟単位で、都

道府県に報告する制度を設け、医療機関の自主的な取組みを進める。

○ 地域医療構想（ビジョン）の策定（平成27年度～）
都道府県は、地域の医療需要の将来推計や報告された情報等を活用して、二次医療圏等ごとの各医療機
能の将来の必要量を含め、その地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進する
ための地域医療のビジョンを策定し、医療計画に新たに盛り込み、さらなる機能分化を推進。
国は、都道府県における地域医療構想（ビジョン）策定のためのガイドラインを策定する（平成26年度～）。

医療機能の報告等を活用し、地域医療構想（ビ
ジョン）を策定し、更なる機能分化を推進

（地域医療構想（ビジョン）の内容）

１．２０２５年の医療需要
入院・外来別・疾患別患者数 等

２．２０２５年に目指すべき医療提供体制
・二次医療圏等（在宅医療・地域包括ケアについては市町村）
ごとの医療機能別の必要量

３．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

医療従事者の確保・養成等



地域医療構想（ビジョン）を実現する仕組み

（１）「協議の場」の設置
○ 都道府県は、地域医療構想の実現について、医療関係者、医療保険者等の関係者との協議を行う「協議の場」を設置。
医療機関相互の協議により、地域医療構想を推進していくが、協議だけでは進まない場合には、都道府県知事が以下の措置を講
ずることができることとする。

（２）都道府県知事が講ずることができる措置
① 病院の新規開設・増床への対応
○ 都道府県知事は、開設許可の際に、不足している医療機能を担うという条件を付けることができることとする。

② 既存医療機関による医療機能の転換への対応
［医療機関が過剰な医療機能に転換しようとする場合］
○ 都道府県知事は、医療機関に対して医療審議会での説明等を求めることができることとし、転換にやむを得ない事情がないと
認める時は、医療審議会の意見を聴いて、転換の中止を要請（公的医療機関等には命令）することができることとする。

［「協議の場」の協議が調わず、自主的な取組みだけでは機能分化・連携が進まない場合］
○ 都道府県知事は、医療審議会の意見を聴いて、不足している医療機能に係る医療を提供すること等を要請（公的医療機関等に
は指示）することができることとする。

③ 稼働していない病床の削減の要請
○ 医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、都道府県知事は公的医療機関等以外の医療機関に対して、医
療審議会の意見を聴いて、稼働していない病床の削減を要請することができることとする。
※ 現行の医療法上、公的医療機関等に対しては、都道府県知事が稼働していない病床の削減を命令することができることとなっている。

【医療機関が上記の要請又は命令・指示に従わない場合の措置】
○ 医療機関が上記の要請に従わない場合は、都道府県知事が勧告を行う。当該勧告にも従わない場合や、公的医療機関が上記
の命令・指示に従わない場合には、現行の医療法上の措置（管理者の変更命令や公的医療機関への運営の指示等）に加えて、
以下の措置を講ずることができることとする。
イ 医療機関名の公表
ロ 各種補助金の交付対象や福祉医療機構の融資対象からの除外
ハ 地域医療支援病院・特定機能病院の不承認・承認の取消し

○予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移行（２９年度末ま

で）。財源構成は給付と同じ（国、都道府県、市町村、1号保険料、２号保険料）。

○既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支援（高齢者の状

態像等に応じたケアマネジメント）。高齢者は支え手側に回ることも。

○総合事業の事業費の上限は、事業への移行分を賄えるように見直し。

○国は、指針（ガイドライン）を策定し、市町村による事業の円滑な実施を支援。

予防給付の見直しと地域支援事業の充実

・住民主体で参加しやすく、地域に根ざした介護予防活動の推進
・元気な時からの切れ目ない介護予防の継続
・リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取組
・見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の推進

・住民主体のサービ
ス利用の拡充
・認定に至らない
高齢者の増加
・重度化予防の推進

・専門的なサービスを必要とする人に
は専門的サービスの提供
（専門サービスにふさわしい単価）

・支援する側とされる側という画一的
な関係性ではなく、サービスを利用
しながら地域とのつながりを維持で
きる

・能力に応じた柔軟な支援により、
介護サービスからの自立意欲が向上

・多様なニーズに対
するサービスの拡
がりにより、在宅生
活の安心確保

予防給付
（全国一律の基準）

地域支援事業

移行

移行

・多様な担い手による多様なサービス
（多様な単価、住民主体による低廉な
単価の設定、単価が低い場合には
利用料も低減）

同時に実現

サービスの充実

費用の効率化

訪問介護
ＮＰＯ、民間事業者等による掃除・洗濯等の
生活支援サービス

住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支
援サービス

既存の訪問介護事業所による身体介護・生
活援助の訪問介護

通所介護

既存の通所介護事業所による機能訓練等
の通所介護

ＮＰＯ、民間事業者等によるﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝ、住民主体の運動・交流の場

リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等関与
する教室

＜地域支援事業の充実＞

①生活支援・介護予防の充実

②在宅医療・
介護連携の推進

③認知症施策
の推進

④地域ケア会議
の推進



〔見直し案〕

○ 原則、特養への新規入所者を要介護度３以上の高齢者に限定し、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施
設としての機能に重点化【既入所者は除く】

○ 他方で、軽度（要介護１・２）の要介護者について、やむを得ない事情により、特養以外での生活が著しく困難であ
ると認められる場合には、市町村の関与の下、特例的に、入所を認める
【 参考：要介護１・２であっても特養への入所が必要と考えられる場合（詳細については今後検討） 】

知的障害・精神障害等も伴って、地域での安定した生活を続けることが困難
家族等による虐待が深刻であり、心身の安全・安心の確保が不可欠
認知症高齢者であり、常時の適切な見守り・介護が必要

特別養護老人ホームの重点化
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要介護度別の特養入所者の割合

（３．３５）

（３．８９）

【参考】
平成23年度における
特養の新規入所者

※全体の約14万人
のうち要介護１・２は
約１．６万人

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ （平均要介護度）

要介護１～２ 要介護３ 要介護４～５ 計

全体 １３.２
（３１.２％）

１１.０
（２６.２％）

１７．９
（４２.４％）

４２．１
（１００％）

うち在宅の方 ７.７
（１８.２％）

５.４
（１２.９％）

６．７
（１６.０％）

１９．９
（４７.２％）

（単位：万人）特養の入所申込者の状況

※各都道府県で把握している特別養護老人ホームの入所申込者の状況を集計したもの。 （平成２１年１２月集計。調査時点は都道府県によって異なる。）

≪ 施設数： ７，８３１施設 サービス受給者数：５１．１万人 （平成２５年８月） ≫

（65歳以上全体の約３割）

（保険料
基準額×）

0.5

0.75
1.0

1.25

1.5 （65歳以上全体の約７割）

第5段階 第6段階

月4,972円
（第５期の全国平均額）

第4段階0.3

0.7

〔見直し案〕
給付費の５割の公費とは別枠で公費を投入し、

低所得の高齢者の保険料の軽減を強化。
（公費負担割合 国１／２、都道府県１／４、市町村１／４）

平成27年度（第６期介護保険事業計画）から実施。

収入第1段階
生活保護被保護
者、世帯全員が市
町村民税非課税
の老齢福祉年金
受給者等

第2段階
世帯全員が市町
村民税非課税か
つ本人年金収入
等80万円以下等

第3段階
世帯全員が市町
村民税非課税か
つ本人年金収入
１２０万円超等

第4段階
本人が市町村民税
非課税（世帯に課税
者がいる）

第5段階
市町村民税課税かつ
合計所得金額190万
円未満

第6段階
市町村民税課税かつ
合計所得金額190万
円以上

第1段階 第2段階
特例
第3段階

第3段階

市町村民税
世帯全員が非課税

市町村民税本人が非課税
世帯に課税者がいる

市町村民税 本人が課税

特例
第4段階

更なる保険料軽減を行い、その軽減分を公費により補填。
（2015年度時点で最大1,300億円の公費投入）

特例第3段階
（保険者判断で
設定可能）

世帯全員が非課税
かつ本人年金収入
等80万円超120万円
以下

特例第4段階
（保険者判断で
設定可能）

本人が非課税かつ
本人年金収入等80
万円以下

第１・第２段階 0.5 → 0.3

特例第３段階 0.75 → 0.5

第３段階 0.75 → 0.7

27年度～現行

低所得者の一号保険料の軽減強化



○ 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるため、これまで一律１割に据え置いている利用者負
担について、相対的に負担能力のある一定以上の所得の方の自己負担割合を２割とする。ただし、月額上限があるため、
見直し対象の全員の負担が2倍になるわけではない。

○ 自己負担２割とする水準は、モデル年金や平均的消費支出の水準を上回り、かつ負担可能な水準として、被保険者の
上位２０％に該当する合計所得金額１６０万円以上の者（単身で年金収入のみの場合、280万円以上）を予定（政令事項）

○ 利用者の所得分布は、被保険者全体の所得分布と比較して低いため、被保険者の上位２０％に相当する基準を設定し
たとしても、実際に影響を受けるのは、在宅サービスの利用者のうち15％程度、特養入所者の５％程度と推計。

自己負担限度額（高額介護サービス費）のうち、医療保険の現役並み所得に
相当する者のみ引上げ

負担割合の引き上げ

負担上限の引き上げ

年金収入

介護保険料
が第６段階
３１０万円

合計所得金額

住民税
非課税
１５５万円

160 190

200100 300 400

自己負担２割とする水準（単身で年金収入のみの場合）

モデル年金
(厚生年金)
１９８万円

（案）被保険者の
上位２０％
２８０万円

医療保険の
現役並み所得
３８３万円

一定以上所得者の利用者負担の見直し

自己負担限度額（月額）

一般 37,200円（世帯）

市町村民税世帯非課税等 24,600円（世帯）

年金収入80万円以下等 15,000円（個人）

現役並み
所得相当

44,400円

一般 37,200円

〈見直し案〉

自己負担限度額
（現行／世帯単位）

現役並み所得者
80,100＋医療費1％
（多数該当：44,400円）

一般 44,400円

市町村民税非課税等 24,600円

年金収入80万円以下等 15.000円

参考：医療保険の70歳以上の高額療養費の限度額

〈現行〉

※年金収入の場合：合計所得金額＝年金収入額－公的年金等控除（基本的に120万円）

平均的消費支出
（無職高齢者単身世帯）

１７０万円

補足給付の見直し （資産等の勘案）

預貯金等

非課税年金収入

一定額超の預貯金等（単身では1000万円超、夫婦世帯では2000万円超程度を想定）がある
場合には、対象外。 →本人の申告で判定。金融機関への照会、不正受給に対するペナ
ルティ（加算金）を設ける

補足給付の支給段階の判定に当たり、非課税年金（遺族年金・障害年金）も勘案する

○ 施設入所等にかかる費用のうち、食費及び居住費は本人の自己負担が原則となっているが、住民税非課税世帯である入居者については、そ

の申請に基づき、補足給付を支給し負担を軽減。

○ 福祉的な性格や経過的な性格を有する制度であり、預貯金を保有するにもかかわらず、保険料を財源とした給付が行われることは不公平であ

ることから、資産を勘案する等の見直しを行う。

居住費

食費

１割負担
1.5 1.5 2.5 2.8 0.9 1.2 

2.0 
4.2 

2.5 2.5 

4.0 

6.0 

第1段階 第2段階 第3段階 第4段階

8.5万円

＜現在の補足給付と施設利用者負担＞

【補足給付】
居住費：2.0万円
食 費：2.2万円

【補足給付】
居住費：3.5万円
食 費：3.0万円

【補足給付】
居住費：3.5万円
食 費：3.3万円

13万円～5.2万円

第1段階 ・生活保護受給者
・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者

第2段階 ・市町村民税世帯非課税であって、
課税年金収入額＋合計所得金額が80万円以下

第3段階 ・市町村民税世帯非課税であって、
利用者負担第２段階該当者以外

第4段階
～

・市町村民税本人非課税・世帯課税
・市町村民税本人課税者

4.9万円

負
担
軽
減
の
対
象

＜見直し案＞

※ ユニット型個室の例

配偶者の所得 施設入所に際して世帯分離が行われることが多いが、配偶者の所得は、世帯分離後も勘
案することとし、配偶者が課税されている場合は、補足給付の対象外

（※）認定者数：１０３万人、給付費：２８４４億円［平成２３年度］



特定行為に係る看護師の研修制度について

医師又は歯科医師が患者
を特定した上で、看護師
に手順書※により特定行
為を実施するよう指示

○2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、その都度、医
師又は歯科医師の判断を仰がず、手順書により、一定の診療の補助（特定行為：例えば、脱水時の点滴（脱水の程度の判
断と輸液による補正）など）を行う看護師を養成し、確保していく必要がある。

○このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、
今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的である。

『患者の病状の範囲』
の確認を行う

病状の

範囲内

看護師が手順書に定めら
れた『診療の補助の内容』
を実施

看護師が医師又
は歯科医師に
結果を報告

病状の範囲外
医師又は歯科医師に
指示を求める

特定行為に係る研修の対象となる場合

研修修了者の把握については、厚生労働省が指定研修機関から研修修了者名簿の提出を受ける（省令で規定することを想定）。

制度創設の必要性

指定研修修了者の把握方法

※手順書：医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として作成する文書であって、看護師に診療の補助を行わせる『患者
の病状の範囲』及び『診療の補助の内容』その他の事項が定められているもの。
現行と同様、医師又は歯科医師の指示の下に、手順書によらないで看護師が特定行為を行うことに制限は生じない。
本制度を導入した場合でも、患者の病状や看護師の能力を勘案し、医師又は歯科医師が直接対応するか、どのような指示により看護師に診療の補助
を行わせるかの判断は医師又は歯科医師が行うことに変わりはない。

医療機関（病院・診療所・助産所）

第三者機関
調査の流れ

全医療機関共通
の調査の流れ

医療事故に係る調査の仕組み

○ 医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関（医療事故調査・支援セ
ンター）が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組み等を、医療法に位置づけ、医
療の安全を確保する。

○ 対象となる医療事故は、医療機関に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又
は死産であって、当該医療機関の管理者がその死亡又は死産を予期しなかったものとする。

調査の流れ：
■ 対象となる医療事故が発生した場合、医療機関は、第三者機関への報告（①）、必要な調査の実施（②）、 調査結

果について遺族への説明及び第三者機関（※）への報告（③）を行う。

■ 第三者機関は、医療機関が行った調査結果の報告に係る整理・分析（④）を行い、医療事故の再発の防止に関する

普及啓発を行う。

■ 医療機関又は遺族から調査の依頼（⑤）があったものについて、第三者機関が調査（⑥）を行い、その結果を
医療機関及び遺族への報告（⑦）を行う。

※（1）医療機関への支援、（2）院内調査結果の整理・分析、（3）遺族又は医療機関からの求めに応じて行う調査の実施、（4）再発の防止に関する

普及啓発、（5）医療事故に係る調査に携わる者への研修等を適切かつ確実に行う新たな民間組織を指定する。

（注２）第三者機関への調査の依頼は、院内調査の結果が得られる前に行われる場合もある。

②院内調査

③報告

第三者機関
（医療事故調査・支援センター）

④収集した情報の整理・分析

①報告

⑤依頼⑤依頼

必要な支援

必要な情報の提供・支援

支援団体
⑦報告

⑥ 調 査

③説明

（注１）支援団体については、実務上厚生労働省に登録するとともに、委託を受けて第三者機関の業務の一部を行う。

再発の防止に関する普及啓発等



地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための
関係法律の整備等に関する法律案について（資料）

地域における医療・介護の総合的な確保を図るための改革

改革の目的： 今回の医療・介護の改革は、プログラム法の規定に基づき、高度急性期から在宅医療・介護までの一連のサービスを
地域において総合的に確保することで地域における適切な医療・介護サービスの提供体制を実現し、患者の早期の社
会復帰を進め、住み慣れた地域での継続的な生活を可能とすること

■医療及び介護サービスの整合的な計画の策定と、医療・介護を対象とした新たな財政支援制度
・都道府県が策定する医療計画と介護保険事業計画を、一体的・強い整合性を持った形で策定（両者を包括する基本的な方針）
・消費税増収分を活用した新たな財政支援制度（各都道府県に基金を設置）を法定化（医療・介護とも対象）

■地域での効率的・質の高い医療の確保
○病床の機能分化・連携
・ 各医療機関が医療機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）を
都道府県に報告

・ 都道府県は、報告制度等を活用し、各医療機能の必要量等を含む
地域の医療提供体制の将来のあるべき姿(地域医療構想（ビジョン）)を策定

・ 地域医療構想（ビジョン）は、医療機関の自主的な取組と医療機関相互の
協議により推進することを基本。なお、医療機関相互の協議の合意
に従わない医療機関が現れた場合等には必要な対処措置を講ずる

○有床診療所等の役割の位置づけ
・ 病床機能報告制度及び地域医療構想（ビジョン）の導入を踏まえ、国、
地方公共団体、病院、国民（患者）と併せ、有床診療所の役割・責務に
ついて、医療法に位置づける。

○在宅医療の推進、介護との連携

■地域包括ケアシステムの構築
○地域支援事業の充実
①在宅医療・介護連携の推進 ②認知症施策の推進
③地域ケア会議の推進 ④生活支援サービスの充実・強化
*前回改正による24時間対応の定期巡回サービスをはじめ、介護サービ

スの充実・普及を推進

○全国一律の予防給付（訪問介護・通所介護）を市町村が
取り組む地域支援事業に移行し、多様化

○特別養護老人ホームの「新規」入所者を、原則、要介護３
以上に重点化 *要介護1・2でも一定の場合には入所可能

■持続可能な介護保険制度
の構築 （費用負担の公平化）

○低所得者の保険料の軽減割合を
拡大
*給付費の５割の公費に加えて別枠で公費を
投入し、低所得者の保険料の軽減割合を拡
大

○一定以上の所得のある利用者の
自己負担を引上げ

○低所得の施設利用者の食費・居住
費を補填する「補足給付」の要件に
資産などを追加

■医療・介護従事者の確保
○医師確保支援を行う地域医療支援セン

ターの機能の位置づけ

○看護師等免許保持者に対して、ナースセ
ンターへの届出制度を創設

○医療機関の勤務環境改善
*指針の策定、都道府県で取組を支援する仕組み

○臨床修練制度の高度な医療技術を有する
外国医師への拡充

○歯科技工士国家試験の全国統一化

○介護従事者の確保
*上記基金による対応、27年度介護報酬改
定で検討

効率的かつ質の高い医療提供体制の構築 地域包括ケアシステムの構築

サービス
の充実

基金

○介護従事者の確保

*上記基金による対応、27年度介護報酬改

定で検討

■地域での効率的・質の高い医療の確保
○医療事故にかかる調査の仕組みの位置づけ
○医療法人制度に係る見直し
・持ち分なし医療法人への移行促進策を創設（移行計画の策定等）
・医療法人社団と医療法人財団の合併を可能とする。

○臨床研究中核病院の位置づけ

■チーム医療の推進
○診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行

う看護師の研修制度を新設
○診療放射線技師、臨床検査技師、歯科衛生士の業務範囲又は

業務実施体制の見直し

サービス充実の
基盤制度の整備

計画



【特別養護老人ホーム・
老人保健施設】

【在宅介護サービス】

【急性期病院】

【高度急性期
病院】

【回復期病院】

・医師・看護師を多く配置

・質の高い医療と手厚い看
護により、早期に「急性期後
の病院」や「リハビリ病院」に
転院可能

・いつでも必要な場合に往診してくれる医
師が近くにいて、必要な訪問看護サービ
スを受けることができる。

在宅
医療

・サービス付き高齢者向け住宅
や有料老人ホームなど高齢者
が安心して暮らせる多様な住ま
い

老人クラブ・自治会・ボランティア・ＮＰＯ 等

【生活支援・介護予防】

・ボランティア、ＮＰＯ等の多様な主体による見守り、配食、
買い物支援等の生活支援サービスが充実
・社会参加が推進され地域での介護予防活動が充実

・２４時間対応の訪問介護・看
護サービス、小規模多機能型
居宅介護等により、高齢者の
在宅生活を支援

入院医療 介護

「地域包括ケアシステムの整備」
医療、介護、住まい、予防、生活支援サービ
スが身近な地域で包括的に確保される体制
を構築

連携強化

・病院の退院調整スタッフが連携先の
身近な病院を紹介
・自分で転院先を探す必要がない

【慢性期病院】

・身近なところで集中的なリハビ
リを受けることができる。

・早期の在宅復
帰、社会復帰が
可能

発症
住まい

（患者さん・家族）

・地域の拠点として在宅介護サービス等も積極的に展開

医療・介護サービスの提供体制改革後の姿（サービス提供体制から）

外来
医療

歯科
医療

薬局

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員その他の専門職（※）の積極的な関与のも
と、患者・利用者の視点に立って、サービス提供体制を構築する。

有床
診療所

※保健師、助産師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、
言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、社会福祉士、介護福祉士等

医療・介護サービスの提供体制の改革の趣旨

○ ２０２５年には団塊の世代が７５歳以上となり、３人に１人が６５歳以上、５人に１人が７５歳以上となります。今後、高
齢化が進むと医療や介護を必要とする方がますます増加しますが、現在の我が国の医療・介護サービスの提供体制の
ままでは十分対応できないと見込まれています。

○ 例えば、医療については、入院患者が増えると、救急患者の受入れを断る事例が増えるのではないか、退院して在
宅に帰りたいが往診してくれる医師が見つからないのではないかなどといった不安があります。

○ また、介護については、介護度が重度になったり、一人暮らしや老夫婦だけになっても、安心して暮らすことができる
か、在宅で暮らすことができなくなった時の施設が十分にあるか、認知症になっても地域で生活を続けていくことができ
るかなどといった不安があります。

○ このため、高度な急性期医療が必要な患者は、質の高い医療や手厚い看護が受けられ、リハビリが必要な患者は身
近な地域でリハビリが受けられるようにする必要があります。同時に、退院後の生活を支える在宅医療や介護サービス
を充実し、早期に在宅復帰や社会復帰ができるようにするとともに、生活支援や介護予防を充実させ、住み慣れた地域
で長く暮らすことができるようにする必要があります。

２０２５年を見据え、限られた医療・介護資源を有効に活用し、必要なサービスを確保していくため、こうした改革を早急
に実施することが不可欠です。

4,980 6,008 6,679 7,007 7,298 7,622 

5,403 
6,209 6,512 6,453 6,328 6,254 20.0 

23.1 24.9 25.7 26.6 28.0 

0.0

10.0

20.0

30.0

0

5,000

10,000

15,000

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年

世帯主が65歳以上の夫婦のみ世帯数
世帯主が65歳以上の単独世帯数
世帯主が６５歳以上の単独世帯と夫婦のみ世帯が全体に占める割合

（日常生活自立度Ⅱ以上の高齢者数の推計）

２０１０年：２８０万人２０１０年：２８０万人 ２０２５年：４７０万人２０２５年：４７０万人

認知症高齢者数の推計

世帯主が６５歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計今後の高齢化の見込み

2012年８月 2015年 2025年 2055年
65歳以上人口

（割合）
3,058万人
（24.0%）

3,395万人
（26.8%）

3,657万人
（30.3%）

3,626万人
（39.4%）

75歳以上人口
（割合）

1,511万人
（11.8%）

1,646万人
（13.0%）

2,179万人
（18.1%）

2,401万人
（26.1%）



施行期日 改正事項

①公布の日 ○診療放射線技師法（業務実施体制の見直し）

○社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律（介護福祉士の資格取得方法の見直しの期日の変更）

②平成２６年４月１日又は

この法律の公布の日の

いずれか遅い日

○地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律（厚生労働大臣による総合確保方針の策
定、基金による財政支援）

○医療法（総合確保方針に即した医療計画の作成）

○介護保険法（総合確保方針に即した介護保険事業計画等の作成）

③平成２６年１０月１日 ○医療法（病床機能報告制度の創設、在宅医療の推進、病院・有床診療所等の役割、勤務環境改善、地域医療支
援センターの機能の位置づけ、社団たる医療法人と財団たる医療法人の合併）

○外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律（臨床教授等の創設）

○良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律（持分なし医療法人への移行）

④平成２７年４月１日 ○医療法（地域医療構想の策定とその実現のために必要な措置、臨床研究中核病院）

○介護保険法（地域支援事業の充実、予防給付の見直し、特養の機能重点化、低所得者の保険料軽減の強化、介
護保険事業計画の見直し、サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用）

※なお、地域支援事業の充実のうち、在宅医療・介護連携の推進、生活支援サービスの充実・強化及び認知症施策の推進）は平成３０年４月、

予防給付の見直しは平成２９年４月までにすべての市町村で実施

○歯科衛生士法、診療放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律（業務範囲の拡大・業務実施体制の見直し）

○歯科技工士法（国が歯科技工士試験を実施）

⑤平成２７年８月１日 ○介護保険法（一定以上の所得のある利用者の自己負担の引上げ、補足給付の支給に資産等を勘案）

⑥平成２７年１０月１日 ○医療法（医療事故の調査に係る仕組み）

○看護師等の人材確保の促進に関する法律（看護師免許保持者等の届出制度）

○保健師助産師看護師法（看護師の特定行為の研修制度）

⑦平成２８年４月１日まで

の間にあって政令で定

める日

○介護保険法（地域密着型通所介護の創設）

⑧平成３０年４月１日 ○介護保険法（居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲）

主な施行期日について

○ 医療・介護サービスについては、２０２５年（平成３７年）に向け、 高度急性期から在宅医療・介護までの一連
のサービス提供体制の一体的な確保を行い、医療・介護の総合的な確保を図るため、以下の見直しを行う。

① 都道府県が策定する医療計画と介護保険事業支援計画を、一体的・強い整合性を持った形で策定

② 病床の機能分化・連携、医療従事者の確保・養成、在宅医療・介護の推進のため、消費税増収分を
活用した新たな財政支援制度（各都道府県に基金を設置）を法定化する。

①－１ 医療計画と介護保険事業支援計画を包括する基本的な方針を策定

①－２ 医療計画の策定サイクル（現在５年）の見直し
→平成30年度以降、介護と揃うよう６年に。在宅医療など介護と関係する部分は、

中間年（３年）で必要な見直し。

①－３ 医療計画での在宅医療、介護との連携に関する記載の充実
→医療計画に在宅医療の目標等を記載。市町村の介護保険事業計画に記載され

た在宅医療・介護の連携の推進に係る目標を達成できるよう、医療計画・地域医
療構想（ビジョン）においても、在宅医療の必要量の推計や、目標達成のための施
策等の推進体制について記載。

医療・介護サービス提供体制の一体的な確保について

＊地域介護・福祉空間整備交付金の根拠法である「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」
（「地域介護施設整備促進法」）を発展的に改組



○ 団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医師・看護師等の医療従事者の
確保・勤務環境の改善、地域包括ケアシステムの構築、といった「医療・介護サービスの提供体制の改革」が急務の課題。

○ このため、医療法等の改正による制度面での対応に併せ、消費税増収分を財源として活用し、医療・介護サービスの提供体制改革を推進す
るための新たな財政支援制度を創設する。

○ 各都道府県に消費税増収分を財源として活用した基金をつくり、各都道府県が作成した計画に基づき事業実施。

◇ 「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」を改正し、法律上の根拠を設ける。

◇ この制度はまず医療を対象として平成26年度より実施し、介護については平成27年度から実施。病床の機能分化・連携については、平成26年度は回復
期病床への転換等現状でも必要なもののみ対象とし、平成27年度からの地域医療構想（ビジョン）の策定後に更なる拡充を検討。

都道府県

基金

事 業 者 等

市町村

交付

申請 交付

①病床の機能分化・連携
③医療従事者等の確保・養成

国

消費税財源活用

交付都道府県計画
提出

【新たな財政支援制度の仕組み（案）】

申請 交付

１ 病床の機能分化・連携のために必要な事業

（１）地域医療構想（ビジョン）の達成に向けた医療機関の施設・設備の
整備を推進するための事業 等

２ 在宅医療・介護サービスの充実のために必要な事業

（１）在宅医療（歯科・薬局を含む）を推進するための事業

（２）介護サービスの施設・設備の整備を推進するための事業 等

３ 医療従事者等の確保・養成のための事業

（１）医師確保のための事業

（２）看護職員の確保のための事業

（３）介護従事者の確保のための事業

（４）医療・介護従事者の勤務環境改善のための事業 等

②在宅医療の推進・介護サービスの充実

交付

②在宅医療の推進
・介護サービスの充実

市町村
計画提出

申請

新たな財政支援制度の対象事業（案）

①国は、法律に基づく基本的な方針を策定し、対象事業を明確化。

②都道府県は、計画を厚生労働省に提出。
③国・都道府県・市町村が基本的な方針・計画策定に当たって公正性及び透明
性を確保するため、関係者による協議の仕組みを設ける。

※国が策定する基本的な方針や交付要綱の中で、都道府県に対して官民に公平に配
分することを求める旨を記載するなどの対応を行う予定。（公正性及び透明性の確保）

地域にとって必要な事業に適切かつ公平に配分される仕組み（案）

医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度

■国と都道府県の負担割合は、２／３：１／３

平成26年度
：公費で904億円

（機能が
見えにくい）

医療機能
を自主的に

選択

医
療
機
関

（A病棟）
急性期機能

（C病棟）
慢性期機能

（B病棟）
回復期機能

医療機能の現状と
今後の方向を報告

都
道
府
県

病床機能報告制度と地域医療構想（ビジョン）の策定

○ 病床機能報告制度（平成26年度～）
医療機関が、その有する病床において担っている医療機能の現状と今後の方向を選択し、病棟単位で、都

道府県に報告する制度を設け、医療機関の自主的な取組みを進める。

○ 地域医療構想（ビジョン）の策定（平成27年度～）
都道府県は、地域の医療需要の将来推計や報告された情報等を活用して、二次医療圏等ごとの各医療機

能の将来の必要量を含め、その地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進する
ための地域医療のビジョンを策定し、医療計画に新たに盛り込み、さらなる機能分化を推進。

国は、都道府県における地域医療構想（ビジョン）策定のためのガイドラインを策定する（平成26年度～）。

医療機能の報告等を活用し、地域医療構想（ビ
ジョン）を策定し、更なる機能分化を推進

（地域医療構想（ビジョン）の内容）

１．２０２５年の医療需要
入院・外来別・疾患別患者数 等

２．２０２５年に目指すべき医療提供体制
・二次医療圏等（在宅医療・地域包括ケアについては市町村）

ごとの医療機能別の必要量

３．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

医療従事者の確保・養成等



◎ 各医療機関（有床診療所を含む。）は病棟単位で（※）、以下の医療機能について、「現状」と「今後の方向」を、都道府県に報告
する。
※ 医療資源の効果的かつ効率的な活用を図る観点から医療機関内でも機能分化を推進するため、「報告は病棟単位を基本とする」とされている

（「一般病床の機能分化の推進についての整理」（平成24年６月急性期医療に関する作業グループ）。

◎ 医療機能の名称及び内容は以下のとおりとする。

（注） 一般病床及び療養病床について、上記の医療機能及び提供する医療の具体的内容に関する項目を報告することとする。

◎ 病棟が担う機能を上記の中からいずれか１つ選択して、報告することとするが、実際の病棟には、様々な病期の患者が入院して
いることから、提供している医療の内容が明らかとなるように具体的な報告事項を検討する。

◎ 医療機能を選択する際の判断基準は、病棟単位の医療の情報が不足している現段階では具体的な数値等を示すことは困難で
あるため、報告制度導入当初は、医療機関が、上記の各医療機能の定性的な基準を参考に医療機能を選択し、都道府県に報告

することとする。

医療機関が報告する医療機能

医療機能の名称 医療機能の内容

高度急性期機能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能

急性期機能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期機能

○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。

○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅
復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）。

慢性期機能
○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能

○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者
又は難病患者等を入院させる機能

医療機能の分化・連携に係る取組みの流れについて

【医療機関による自主的な機能分化・連携の推進】
・ 医療機能の現状と、地域ごとの将来の医療需要と各医療機能の必要
量が明らかになったことにより、将来の必要量の達成を目指して、医療機
関の自主的な取組みと医療機関相互の協議により機能分化・連携を推進

【病床機能報告制度の運用開始】（平成26年度～）

・医療機関が担っている医療機能を都道府県に報告（※）

【地域医療構想（ビジョン）の策定】（平成27年度～）

・都道府県において地域医療構想（ビジョン）の策定。

・地域の医療需要の将来推計や病床機能報告制度等により医療機関か
ら報告された情報等を活用し、二次医療圏等ごとに、各医療機能の
必要量（２０２５年時点）等を含む地域の医療提供体制の将来の目
指すべき姿を示す。

診療報酬と新たな財政支援の仕組み
による機能分化・連携の支援

【都道府県の役割の強化】
○ 医療機関や医療保険者等の関係者が参画し、

個々の医療機関の地域における機能分化・連携
について協議する「協議の場」の設置

○ 医療と介護の一体的推進のための医療計画の
役割強化（介護保険の計画との一体的な策定）

機能分化・連携を
実効的に推進

○ 病床機能報告制度の運用開始、地域医療構想（ビジョン）の策定及び都道府県の役割の強化等を
含めた医療機能分化・連携に係る取組みの流れを整理すると、以下のようになると考えられる。

※ 報告の基準は、当初は「定性的な基準」であるが、
報告内容を分析して、今後、「定量的な基準」を定める。

現行の医療法の規定により、案の作成時
に、診療又は調剤の学識経験者の団体の
意見を聴く。

現行の医療法の規定により、策定時に
医療審議会及び市町村の意見を聴く。
※意見聴取の対象に、保険者協議会を追加。



（１）「協議の場」の設置
○ 都道府県は、地域医療構想の実現について、医療関係者、医療保険者等の関係者との協議を行う「協議の場」を設置。

医療機関相互の協議により、地域医療構想を推進していくが、協議だけでは進まない場合には、都道府県知事が以下の措置を講
ずることができることとする。

（２）都道府県知事が講ずることができる措置
① 病院の新規開設・増床への対応
○ 都道府県知事は、開設許可の際に、不足している医療機能を担うという条件を付けることができることとする。

② 既存医療機関による医療機能の転換への対応
［医療機関が過剰な医療機能に転換しようとする場合］

○ 都道府県知事は、医療機関に対して医療審議会での説明等を求めることができることとし、転換にやむを得ない事情がないと
認める時は、医療審議会の意見を聴いて、転換の中止を要請（公的医療機関等には命令）することができることとする。

［「協議の場」の協議が調わず、自主的な取組みだけでは機能分化・連携が進まない場合］
○ 都道府県知事は、医療審議会の意見を聴いて、不足している医療機能に係る医療を提供すること等を要請（公的医療機関等に

は指示）することができることとする。

③ 稼働していない病床の削減の要請
○ 医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、都道府県知事は公的医療機関等以外の医療機関に対して、医

療審議会の意見を聴いて、稼働していない病床の削減を要請することができることとする。
※ 現行の医療法上、公的医療機関等に対しては、都道府県知事が稼働していない病床の削減を命令することができることとなっている。

【医療機関が上記の要請又は命令・指示に従わない場合の措置】
○ 医療機関が上記の要請に従わない場合は、都道府県知事が勧告を行う。当該勧告にも従わない場合や、公的医療機関が上記

の命令・指示に従わない場合には、現行の医療法上の措置（管理者の変更命令や公的医療機関への運営の指示等）に加えて、
以下の措置を講ずることができることとする。

イ 医療機関名の公表
ロ 各種補助金の交付対象や福祉医療機構の融資対象からの除外
ハ 地域医療支援病院・特定機能病院の不承認・承認の取消し

地域医療構想（ビジョン）を実現する仕組み

医 療 機 関（病院・診療所・助産所）

第三者機関
調査の流れ

全医療機関共通
の調査の流れ

医療事故に係る調査の仕組み

○ 医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関（医療事故調査・支援セ
ンター）が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組み等を、医療法に位置づけ、医
療の安全を確保する。

○ 対象となる医療事故は、医療機関に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又
は死産であって、当該医療機関の管理者がその死亡又は死産を予期しなかったものとする。

調査の流れ：
■ 対象となる医療事故が発生した場合、医療機関は、第三者機関への報告（①）、必要な調査の実施（②）、 調査結

果について遺族への説明及び第三者機関（※）への報告（③）を行う。

■ 第三者機関は、医療機関が行った調査結果の報告に係る整理・分析（④）を行い、医療事故の再発の防止に関する

普及啓発を行う。

■ 医療機関又は遺族から調査の依頼（⑤）があったものについて、第三者機関が調査（⑥）を行い、その結果を
医療機関及び遺族への報告（⑦）を行う。

※（1）医療機関への支援、（2）院内調査結果の整理・分析、（3）遺族又は医療機関からの求めに応じて行う調査の実施、（4）再発の防止に関する

普及啓発、（5）医療事故に係る調査に携わる者への研修等を適切かつ確実に行う新たな民間組織を指定する。

（注２）第三者機関への調査の依頼は、院内調査の結果が得られる前に行われる場合もある。

② 院内調査

③報告

第三者機関
（医療事故調査・支援センター）

④収集した情報の整理・分析

①報告

⑤依頼⑤依頼

必要な支援

必要な情報の提供・支援

支援団体
⑦報告

⑥ 調 査

③説明

（注１）支援団体については、実務上厚生労働省に登録するとともに、委託を受けて第三者機関の業務の一部を行う。

再発の防止に関する普及啓発等



医療法人の経営者の死亡により相続が発生することがあっても、相続税の支払いのための出資持分払戻などにより
医業継続が困難になるようなことなく、当該医療法人が引き続き地域医療の担い手として、住民に対し、医療を継続
して安定的に提供していけるようにするため、医療法人による任意の選択を前提としつつ、以下の移行促進策を講じ
ていく。

医療法人に関する制度に係る見直し

概要

・ 移行について計画的な取組を行う医療法人を、国が認定する仕組みを導入することとし、この仕組みを法律に位
置づける。（認定に当たっては、移行を検討する旨を記載するための定款変更、移行計画の作成などを要件とする。）

・ 認定を受けた医療法人に対する支援策
融資制度･･･出資持分の払戻に対する資金調達として、経営安定化資金を融資する。（福祉医療機構）
税制措置･･･移行期間中は相続税、贈与税を納税猶予し、持分なし医療法人へ移行した場合は猶予税額を免除する。

移行促進策

１．持分なし医療法人への移行促進策について

２．医療法人社団及び医療法人財団の合併について

医療法人の合併については、これまで社団同士、財団同士の合併は認めているものの、社団と財団の合併について
は認めていなかったところであるが、一般社団法人と一般財団法人の合併は法律上認められていることや、国や都道
府県に社団と財団の合併の可否について照会があることなどを踏まえて、今回、これを可能とする。

概要

合併前後の法人類型

合併前の法人類型 合併後の法人類型

社団 社団 社団

財団 財団 財団

社団 財団 社団又は財団

現行制度上可能。

今回、可能とするもの。

日本発の革新的医薬品・医療機器の開発などに必要となる質の高い臨床研究を推進するため、国際水準の臨床研究や医
師主導治験の中心的役割を担う病院を臨床研究中核病院として医療法上に位置づける。

※ 臨床研究は、医療行為を行いながら、医療における疾病の予防、診断並びに治療の方法の改善、疾病の原因及び
病態の理解に関する研究を同時に行うものであり、臨床研究の推進は、良質な医療の提供に資するものであるた
め、医療法の趣旨に合致する。

質の高い臨床研究を実施する病院を厚生労働大臣が臨床研究中核病院として承認し、名称を独占することで、

・ 臨床研究中核病院が、他の医療機関の臨床研究の実施をサポートし、また、共同研究を行う場合にあっては中核となって
臨床研究を実施することで、他の医療機関における臨床研究の質の向上が図られる

・ 臨床研究に参加を希望する患者が、質の高い臨床研究を行う病院を把握した上で当該病院へアクセスできるようになる
・ 患者を集約し、十分な管理体制の下で診療データの収集等を行うことで、臨床研究が集約的かつ効率的に行われるように

なる

ことにより、質の高い臨床研究を推進し、次世代のより良質な医療の提供を可能にする。

一定の基準を満たした病院について、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いた上で、臨床研究中核病院（仮称）
として承認する。

【承認基準の例】
・出口戦略を見据えた研究計画を企画・立案し、国際水準（ICHｰGCP準拠）の臨床研究を実施できること
・質の高い共同臨床研究を企画・立案し、他の医療機関と共同で実施できること
・他の医療機関が実施する臨床研究に対し、必要なサポートを行うことができること 等

臨床研究中核病院の医療法での位置づけについて

概要

目的

内容

※ なお、医学の教育又は研究のため特に必要があるときに、遺族の承諾を得た上で死体の全部又は一部を標本として保存できることを定め
た死体解剖保存法第１７条の規定に臨床研究中核病院を追加する。



特定行為に係る看護師の研修制度について

○2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科
医師の判断を待たずに、手順書により、 一定の診療の補助（例えば、脱水時の点滴（脱水の程度の判断と輸液による補正）
など）を行う看護師を養成し、確保していく必要がある。

○このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、
今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的である。

制度創設の必要性

医師又は歯科医師が患
者を特定した上で、看護
師に手順書注１）により特
定行為注２）を実施するよう
指示

『患者の病状の範囲』
の確認を行う

病状の

範囲内

看護師が手順書に定めら
れた『診療の補助の内容』
を実施

看護師が医師又
は歯科医師に
結果を報告

病状の範囲外
医師又は歯科医師に

指示を求める

特定行為に係る研修の対象となる場合

注１）手順書：医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として作成する文書であって、看護師に診療の補助を行わせる

『患者の病状の範囲』及び『診療の補助の内容』その他の事項が定められているもの。
注２）特定行為：診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技

能が特に必要とされるもの。
現行と同様、医師又は歯科医師の指示の下に、手順書によらないで看護師が特定行為を行うことに制限は生じない。
本制度を導入した場合でも、患者の病状や看護師の能力を勘案し、医師又は歯科医師が直接対応するか、どのような指示により看護師に診療の補助
を行わせるかの判断は医師又は歯科医師が行うことに変わりはない。

研修修了者の把握については、厚生労働省が指定研修機関から研修修了者名簿の提出を受ける（省令で規定することを想定）。

指定研修修了者の把握方法

（参考）指定研修機関を指定する際の特定行為区分と区分に含まれる行為のイメージ

※特定行為の内容については、法律案において審議の場を設置し、そこで検討した上で決定することとしており、以下の全てが特定行為
に含まれることが決定しているわけではない。

特定行為区分
（研修の最小単位）

特定行為区分に含まれる行為

経口・経鼻気管挿管チューブの位置調節
経口・経鼻気管挿管の実施

経口・経鼻気管挿管チューブの抜管

人工呼吸器モードの設定条件の変更

人工呼吸管理下の鎮静管理

人工呼吸器装着中の患者のウィーニングの実

施

NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）モード設定

条件の変更

気管カニューレの交換

直接動脈穿刺による採血

橈骨動脈ラインの確保

「一時的ペースメーカー」の操作・管理

「一時的ペースメーカーリード」の抜去

PCPS（経皮的心肺補助装置）等補助循環の

操作・管理

大動脈内バルーンパンピング離脱のための補

助頻度の調整

急性血液浄化に係る透析・透析濾過装置の操

作・管理

腹腔ドレーン抜去（腹腔穿刺後の抜針含む）

胸腔ドレーン抜去

胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設

定・変更

心囊ドレーン抜去

創部ドレーン抜去

硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与、投与量

の調整

循環器関連

ドレーン管理関連

呼吸器関連（気道確保に係

る行為）

呼吸器関連（人工呼吸療法

に係る行為）

動脈血液ガス分析関連

特定行為区分
（研修の最小単位）

特定行為区分に含まれる行為

褥瘡の血流のない壊死組織のシャープデブリードマン

創傷の陰圧閉鎖療法の実施

褥瘡・慢性創傷における腐骨除去

持続点滴投与中薬剤（降圧剤）の病態に応じた調整

持続点滴投与中薬剤（カテコラミン）の病態に応じた調

整

持続点滴投与中薬剤（利尿剤）の病態に応じた調整

持続点滴投与中薬剤（K、Cl、Na）の病態に応じた調整
持続点滴投与中薬剤（糖質輸液、電解質輸液）の病態に

応じた調整

血糖コントロールに係る薬剤
投与関連

病態に応じたインスリン投与量の調整

脱水の程度の判断と輸液による補正

持続点滴投与中薬剤（高カロリー輸液）の病態に応じた

調整

中心静脈カテーテルの抜去

PICC（末梢静脈挿入式静脈カテーテル）挿入

臨時薬剤（抗けいれん剤）の投与

臨時薬剤（抗精神病薬）の投与

臨時薬剤（抗不安薬）の投与

感染に係る薬剤投与関連 臨時薬剤（感染徴候時の薬剤）の投与

皮膚損傷に係る薬剤
投与関連

抗癌剤等の皮膚漏出時のステロイド薬の調整・局所注射

の実施

胃ろう・腸ろうチューブ、胃ろうボタンの交換

膀胱ろうカテーテルの交換

創傷管理関連

ろう孔管理関連

精神・神経症状に係る薬剤
投与関連

栄養・水分管理に係る薬剤
投与関連

栄養に係るカテーテル管理
関連

循環動態に係る薬剤投与関連

※研修機関は、上記の特定行為区分を研修の最小単位として指定するが、
研修機関によっては、特定行為の区分を２つ以上組み合わせて研修を行うことも
ありうる。



医療従事者の業務の範囲及び業務の実施体制の見直しについて

１．診療放射線技師の業務範囲の見直し

診療放射線技師が実施する検査に伴い必要となる造影剤の血管内投与等の行為について、診療の補助として医師の
指示を受けて行うものとして、業務範囲に追加する。また、診療放射線技師が、病院又は診療所以外の場所において、
健康診断として胸部Ｘ線撮影のみを行う場合に限り、医師又は歯科医師の立会いを求めないこととする。

２．臨床検査技師の業務範囲の見直し

インフルエンザの検査の際の鼻腔拭い液による検体採取等については、検査と一貫して行うことにより、高い精度
と迅速な処理が期待されることから、診療の補助として医師の具体的指示を受けて行うものとして、業務範囲に追加
する。

３．歯科衛生士の業務実施体制の見直し

保健所及び市町村保健センター等が実施する付着物等の除去やフッ化物塗布等の予防処置について、歯科衛生士が
歯科医師の「直接の」指導（立会い）の下に実施することとされているが、歯科医師の指導の下、歯科医師との緊密
な連携を図った上で歯科衛生士がこれらの行為を行うことを認める。

地域医療支援センターについて

○ 都道府県が、キャリア形成支援と一体となって医師不足の医療機関の医師確保の支援等を行う
地域医療支援センターの機能を医療法上位置づけ。

※ 都道府県を事業主体として平成23年度から設置し、運営費に対する補助を実施
（平成25年度予算9.6億円、30カ所 平成26年度政府予算案（新たな財政支援制度）公費904億円の内数）

※ 平成23年度以降、30道府県で合計1,069名の医師を各道府県内の医療機関へあっせん・派遣をするなどの実績を
上げている。（平成25年７月末時点）

・ 都道府県が責任を持って医師の地域偏在の解消に取組むコントロールタワーの確立。

・ 地域枠医師や地域医療支援センター自らが確保した医師などを活用しながら、キャリア形成支援と一体的に、地域の

医師不足病院の医師確保を支援。

・ 専任の実働部隊として、喫緊の課題である医師の地域偏在解消に取組む。
・ 設置場所 ：都道府県庁、大学病院、都道府県立病院、医師会 等

地域医療支援センターの目的と体制

・ 都道府県内の医師不足の状況を個々の病院レベルで分析し、優先的に支援すべき医療機関を判断。医師のキャリア形成

上の不安を解消しながら、大学などの関係者と地域医療対策協議会などにおいて調整の上、地域の医師不足病院の医師確保

を支援。

・ 医師を受入れる医療機関に対し、医師が意欲を持って着任可能な環境作りを指導・支援。また、公的補助金決定にも参画。

地域医療支援センターの役割



ナースセンター

届出データベース

離
職

総合的な復職支援、潜在化予防

ナースセンターの提供サービスの充実・改善
○メール等による情報提供など「求職者」になる前の段階から

の総合的な支援
○就職斡旋と復職研修の一体的実施など「ニーズに合っ

たきめ細やかな対応」
○ハローワークや地域の医療機関との連携等の支援体制強化

「届出」について一定範囲で努力義務化


ෟ
ऩ
୮


○ 都道府県ナースセンターが中心となって、看護職員の復職支援の強化を図るため

・ 看護師等免許保持者について一定の情報の届出制度を創設し、離職者の把握を徹底。

・ ナースセンターが、離職後も一定の「つながり」を確保し、求職者になる前の段階から効果

的・総合的な支援を実施できるようナースセンターの業務を充実・改善。

・ 支援体制を強化するための委託制度やその前提となる守秘義務規定等関連規定を整備。

看護職員の確保のための施策について

病院

医療機関の勤務環境改善について

○ 医療スタッフ全体の離職防止や医療の質の向上を図るため、国におけるガイドライン（指針）の策定等、各
医療機関がPDCAサイクルを活用して計画的に勤務環境改善に向けた取組を行うための仕組み（勤務環境改
善マネジメントシステム）を創設。

○ あわせて、国で指針を策定し、都道府県ごとに、こうした取組を行う医療機関に対する総合的な支援体制を
構築する。
※ 平成26年度政府予算案 ： 「新たな財政支援制度」公費904億円の内数＋労働保険特別会計2.2億円を計上

各医療機関の勤務環境改善に関する取組各医療機関の勤務環境改善に関する取組

取組の実施

更なる改善

定期的な評価

医療勤務環境改善支援センター
都道府県

Plan

Do

Check

Act

勤務環境改善マネジメントシステム

院内で、院長、各部
門責任者やスタッフ
が集まり協議

ワンストップの専門家による支援

計画策定
ガイドラインなどを

参考に改善計画を策定

現状の評価

課題の抽出

改善方針の決定改善方針の決定

・医療従事者の働き方・休み方の改善
多職種の役割分担・連携（チーム医療推進）
医師事務･看護業務補助者の導入
勤務シフトの工夫、短時間正職員の導入
休暇取得促進
子育て中・介護中の者に対する残業免除

・働きやすさ確保のための環境整備
院内保育所・休憩スペースなどの整備
患者からの暴力・ハラスメントへの組織的対応
医療スタッフのキャリア形成支援 など

※ 地域の関係団体と連携した支援
医師会・病院協会・看護協会・社会保険労務士会・医業

経営コンサルタント協会等

社会保険労務士、医業経営
コンサルタントなど



○ 現行は、医療研修を目的として来日した外国の医師に限って診療を行うことが認められているが、今後、
医療分野における国際交流が進む中で、例えば、高度な医療技術を有する外国の医師が、その技術を日本
の医師に対して教授するために来日するケースや、海外のトップクラスの研究者が、日本の研究者と共同し
て国際水準の臨床研究を実施するために来日するケースも想定される。

○ このため、教授・臨床研究を目的として来日する外国の医師について、当該外国の医師や受入病院が
一定の要件を満たす場合には、診療を行うことを容認することとする。具体的な要件については、教授・臨床
研究の安全かつ適切な実施を確保する観点から、以下のとおりとする。

○ この他、許可の有効期間の更新（２年→４年）を認めることや、手続・要件を簡素化するための所要の改正
を行う。

教授・臨床研究（新設） 臨床修練

外国における

臨床経験

・ 教授・臨床研究に関連する診療科・診療分野に
おける10年以上の診療経験があること

・ 教授・臨床研究の実施に必要な卓越した水準の

診療・研究能力を有するものと認められること

・ ３年以上の診療経験があること

受入病院の

基準

・ 大学病院、特定機能病院、国立高度専門医療

研究センター 等

・ 大学病院、臨床研修病院、その他の臨床研修病院

と同等の教育体制を有する病院

責任者の選任

・ 受入病院が実施責任者を選任
・ 実施責任者が計画書を作成。計画書に従って

適切に実施されるよう管理。

・ 受入病院が指導医を選任

・ 指導医が実地に指導監督

実施可能な

業務の範囲

・ 教授・臨床研究に関連する診療

（処方せんの交付を除く。）

・ 制限無し

（処方せんの交付を除く。）

外国医師の臨床修練制度の見直しについて

歯科技工士国家試験の全国統一化

歯科技工士国家試験を現在の歯科技工士の養成施設の所在地の都道府県知事が各々行うのではなく、国が

実施するよう改める。

【現状と課題】

○ 昭和57年の歯科技工士法の一部改正により、歯科技工士免許が都道府県知事免許から厚生大臣免許（現在は厚生労働大臣免
許）になったが、実技試験の実施の面から試験は当分の間、歯科技工士の養成施設の所在地の都道府県知事が行うこととされた。

○ 試験科目、試験時間、合格基準、試験の出題基準等の試験内容は「歯科技工士国家試験実施要綱」で厚生労働省が定めており、
試験形式等の詳細な事項に関しては、各都道府県知事が試験委員会を開催して試験問題を作成しているため、均てんな試験の実
施が望まれる。

○ 近年、インプラントやCAD/CAM等の精密な技術が必要とされる歯科技工物の需要が増加しているが、地域によってはこのような高
度な技術に係る試験問題を作成できる試験委員を確保し、出題することが困難な状況になっている。

改正の
方向性

【課題】

○ 歯科技工士国家試験の全国統一化に際しては、現行は各都道府県が行っている試験問題の作成、採点その他の試験の実施に関し
ての事務を、国が行う必要があるが、行政組織の拡大を図ることは、今般の行政改革の観点からは適当ではないと考えられる。

○ 歯科衛生士等については、試験の実施に関する事務、登録に関する事務等について、指定試験機関、指定登録機関において実施さ
れている。

厚生労働大臣が実施することされている歯科技工士国家試験を指定試験機関においても実施できるようにする。

また、歯科技工士の登録の実施等に関する事務を指定登録機関においても実施できるようにする。

改正の
方向性

１．歯科技工士国家試験の全国統一化

２．試験実施体制等



在宅医療・介護の連携の推進

市町村
（地域の現状把握・連絡調整等）

地域包括支援センター在宅医療連携拠点機能
（医師会等）

都道府県
（後方支援・広域調整等）

連携

○ 在宅医療・介護の連携推進についてはこれまでもモデル事業等を実施して一定の成果。それを踏まえ、介護保険法の中で
制度化し、全国的に取り組む。

○ 具体的には、介護保険法の地域支援事業に位置づけ、市町村が主体となり、地区医師会等と連携しつつ、取り組む。

（参考） 想定される取組の例
①地域の医療・福祉資源の把握及び活用 ・・・地域の医療機関等の分布を把握し、地図又はリスト化し、関係者に配布

②在宅医療・介護連携に関する会議への参加又は関係者の出席の仲介 ・・・関係者が集まる会議を開催し、地域の在宅医療・介護の課題を抽出し、解決策を検討

③在宅医療・介護連携に関する研修の実施 ・・・グループワーク等の多職種参加型の研修の実施

④24時間365日の在宅医療・介護提供体制の構築 ・・・主治医・副主治医による相互補完的な訪問診療の提供等の調整、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の推進

⑤地域包括支援センター・介護支援専門員等への支援 ・・・介護支援専門員等からの在宅医療・介護に係る総合的な問い合わせへの対応 等

○ 地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針に即して、国が定める医療計画の基本方針と介護保険
事業支援計画の基本指針を整合的なものとして策定。

○ 医療計画と介護保険事業支援計画の計画期間が揃うよう、平成30年度以降、医療計画の計画期間を６年に改め、在宅医療
など介護保険と関係する部分については、中間年（３年）で必要な見直しを行う。

○ 地域医療構想（ビジョン）の中で市町村等ごとの将来の在宅医療の必要量を示すとともに、在宅医療を担う医療機関や訪問
看護等の提供体制に係る目標や役割分担、在宅療養患者の病状の変化に応じた病床の確保のあり方等を医療計画に盛り込
む。

医療計画の見直しについて（医療法）

【基本的な考え方】

《これまでのケア》

認知症の人が行動・心理症状等により「危機」が発生
してからの「事後的な対応」が主眼。

《今後目指すべきケア》
「危機」の発生を防ぐ「早期・事前的な対応」 に基本を置く。

「認知症施策推進５か年計画」（平成24年9月厚生労働省公表）の概要

事項 ５か年計画での目標 備考

○標準的な認知症ケアパスの作成・普及
※ 「認知症ケアパス」（状態に応じた適切なサービス提供の流れ）

平成２７年度以降の介護保険事業計画に反映 平成25年度ケアパス指針作成

○「認知症初期集中支援チーム」の設置

※ 認知症の早期から家庭訪問を行い、認知症の人のア
セスメントや、家族の支援などを行うチーム

平成２６年度まで全国でモデル事業を実施
平成２７年度以降の制度化を検討

・平成25年度モデル事業14カ所
・平成26年度予算（案）では、

地域支援事業（任意事業）で
100カ所計上

○早期診断等を担う医療機関の数 平成２４年度～２９年度で約５００カ所整備 ・平成25年度約250カ所
・平成26年度予算（案）では

300カ所計上

○かかりつけ医認知症対応力向上研修の受講者数 平成２９年度末 ５０，０００人 平成24年度末 累計35,131人

○認知症サポート医養成研修の受講者数 平成２９年度末 ４，０００人 平成24年度末 累計2,680人

○「地域ケア会議」の普及・定着 平成２７年度以降 すべての市町村で実施

○認知症地域支援推進員の人数 平成２９年度末 ７００人 ・平成25年度約200カ所
・平成26年度予算（案）では

地域支援事業（任意事業）で
470カ所計上

○認知症サポーターの人数 平成２９年度末 ６００万人 平成25年9月末 累計447万人

○ 「認知症の人は、精神科病院や施設を利用せざるを得ない」という考え方を改め、｢認知症になっても本人の意思が尊重さ
れ、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けることができる社会」の実現を目指す。

○ この実現のため、新たな視点に立脚した施策の導入を積極的に進めることにより、これまでの「ケアの流れ」を変え、むしろ
逆の流れとする標準的な認知症ケアパス（状態に応じた適切なサービス提供の流れ）を構築することを、基本目標とする。

○ 認知症施策を推進するため、介護保険法の地域支援事業に位置づける（「認知症初期集中支援チーム」の設置、 認知症
地域支援推進員の設置など）。

認知症施策の推進



認知症専門医による指導の下（司令塔機能）に早期診断、早期対応に向けて以下の体制を地域包括支援センター等に整備
○認知症初期集中支援チーム－複数の専門職が認知症が疑われる人、認知症の人とその家族を訪問（アウトリーチ）し、認知症の専門医による鑑別診断等を

ふまえて、観察・評価を行い、本人や家族支援などの初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行う。

○認知症地域支援推進員 －認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、地域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業
所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う。

診断・指導

指導・助言

地域包括支援センター・認知症疾患医療センター等に設置

紹介

診断・指導

紹介

情報提供・相談

複数の専門職による個別の訪問支援
（受診勧奨や本人・家族へのサポート等）

（個別の訪問支援）

（専任の連携支援・相談等）

保健師・看護師等

連携

認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員について

認知症サポート医
である専門医（嘱託） ○ 専門的な鑑別診断

○ 定期的なアセスメント
○ 行動・心理症状外来対応
○ 地域連携

●認知症初期集中支援チーム
●専門医療機関（認知症疾患医療センター等）

●認知症地域支援推進員

地域の実態に応じた認知症施策の推進
（医療・介護・地域資源と専門相談等）

●かかりつけ医・歯科医

①訪問支援対象者の把握、②情報収集（本人の生活情報や家族の状況など）、③観察・評価（認知機能、生活機能、行動・心理症状、家族の介護負担度、身体の様子

のチェック）、④初回訪問時の支援（認知症への理解、専門的医療機関等の利用の説明、介護保険サービス利用の説明、本人・家族への心理的サポート）、

⑤専門医を含めたチーム員会議の開催（観察・評価内容の確認、支援の方針・内容・頻度等の検討）、⑥初期集中支援の実施（専門的医療機関等への受診勧奨、

本人への助言、身体を整えるケア、生活環境の改善など）、⑦引き継ぎ後のモニタリング

≪認知症初期集中支援チームの主な業務の流れ≫

指
導

助
言

相
談

情
報
提
供

医療系＋介護系職員（保健師、看護師、介護
福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等）

訪問担当者
相
談

情
報
提
供

指
導

助
言

近隣地域

本
人

家
族

訪問（観察・評価）

専門医

派遣

日常診療

診療

相談

○地域包括支援センターが開催
○個別ケース（困難事例等）の支援内容を通じた
①地域支援ネットワークの構築
②高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援
③地域課題の把握
などを行う。

地域づくり・資源開発

政策形成
介護保険事業計画等への位置づけなど

地域課題の把握

個別の
ケアマネジメント

≪主な構成員≫
自 治 体 職 員 、 包 括 職 員 、 ケ ア マ ネ
ジャー、介護事業者、民生委員、OT、
PT、ST、医師、歯科医師、薬剤師、
看護師、管理栄養士、歯科衛生士その
他必要に応じて参加

※直接サービス提供に当たらない専門
職種も参加

地域包括支援センター（※）レベルでの会議
（地域ケア個別会議）

市町村レベルの会議（地域ケア推進会議）

事例提供

支 援

サービス
担当者会議
（全てのケー
スについて、
多職種協働に
より適切なケ
アプランを検
討）

・地域包括支援センターの箇所数：4,328ヶ所（センター・ブランチ・サブセンター合計7,072ヶ所）（平成24年4月末現在）
・地域ケア会議は全国の保険者で約8割（1,202保険者）で実施（平成24年６月に調査実施）

在宅医療
連携拠点

医師会等関
係団体

医療関係専
門職等

○ 「地域ケア会議」（地域包括支援センター及び市町村レベルの会議）については、地域包括ケアシステムの実現の
ための有効なツールであり、更に取組を進めることが必要。

○ 具体的には、個別事例の検討を通じて、多職種協働によるケアマネジメント支援を行うとともに、地域のネット
ワーク構築につなげるなど、実効性あるものとして定着・普及させる。

○ このため、これまで通知に位置づけられていた地域ケア会議について、介護保険法で制度的に位置づける。

地域ケア会議の推進



地域住民の参加地域住民の参加

高齢者の社会参加生活支援サービス

生活支援の担い手
としての社会参加

○現役時代の能力を活かした活動
○興味関心がある活動
○新たにチャレンジする活動

・一般就労、起業
・趣味活動
・健康づくり活動、地域活動
・介護、福祉以外の
ボランティア活動 等

○ニーズに合った多様なサービス種別

○住民主体、NPO、民間企業等多様な
主体によるサービス提供

・地域サロンの開催
・見守り、安否確認
・外出支援
・買い物、調理、掃除などの家事支援
・介護者支援 等

バックアップ

バックアップ

都道府県等による後方支援体制の充実

市町村を核とした支援体制の充実・強化

○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加。ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、協同
組合等の多様な主体が生活支援サービスを提供することが必要。

○ 高齢者の介護予防が求められているが、社会参加・社会的役割を持つことが生きがいや介護予防につながる。
○ 多様な生活支援サービスが利用できるような地域づくりを市町村が支援することについて、制度的な位置づけの強化を図る。

具体的には、生活支援サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の地域資源の開発や
そのネットワーク化などを行う「生活支援サービスコーディネーター」の配置などについて、介護保険法の地域支援事業に位置
づける。

生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加

○予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移

行（２９年度末まで）。財源構成は給付と同じ（国、都道府県、市町村、1号保険料、２号保険料）。

○既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支

援。高齢者は支え手側に回ることも。

予防給付の見直しと生活支援サービスの充実

・住民主体で参加しやすく、地域に根ざした介護予防活動の推進
・元気な時からの切れ目ない介護予防の継続
・リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取組
・見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の推進

・住民主体のサービ
ス利用の拡充

・認定に至らない
高齢者の増加

・重度化予防の推進

・専門的なサービスを必要とする人に
は専門的サービスの提供
（専門サービスにふさわしい単価）

・支援する側とされる側という画一的
な関係性ではなく、サービスを利用
しながら地域とのつながりを維持で
きる

・能力に応じた柔軟な支援により、
介護サービスからの自立意欲が向上

・多様なニーズに対
するサービスの拡
がりにより、在宅生
活の安心確保

予防給付
（全国一律の基準）

地域支援事業

移行

移行

・多様な担い手による多様なサービス
（多様な単価、住民主体による低廉な

単価の設定、単価が低い場合には
利用料も低減）

同時に実現

サービスの充実

費用の効率化

訪問介護
ＮＰＯ、民間事業者等による掃除・洗濯等の
生活支援サービス

住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支
援サービス

既存の訪問介護事業所による身体介護・生
活援助の訪問介護

通所介護

既存の通所介護事業所による機能訓練等
の通所介護

ＮＰＯ、民間事業者等によるﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝ、住民主体の運動・交流の場

リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等関与
する教室

介護予防・生活支援の充実



訪問看護、福祉用具等
※全国一律の人員基準、運営基準
※訪問介護・通所介護は総合事業によ
るサービスへ移行

介護予防給付

介護予防・生活支援サービス事業対象者要 支 援 者

総 合 事 業

※チェックリストで判断

一般介護予 防事業（その他体操教室等の普及啓発等。全ての高齢者が対象。）

一般高齢者

市町村・地域包括支援センターがケアマネジメントを実施

新しい介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）
○ 介護保険制度の地域支援事業の枠組みの中で、平成２４年度に導入した介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）を発展的に見

直し。現在、事業実施が市町村の任意となっているが（※）、総合事業について必要な見直しを行った上で、平成２９年４月までに全ての

市町村で実施 （※）２４年度２７保険者が実施、２５年度は４４保険者が実施予定

○ サービスの種類・内容・人員基準・運営基準・単価等が全国一律となっている予防給付のうち、訪問介護・通所介護について、市町村が

地域の実情に応じ、住民主体の取組を含めた多様な主体による柔軟な取組により、効果的かつ効率的にサービスを提供できるよう、地域

支援事業の形式に見直す。（平成２９年度末には全て事業に移行）。

○ 総合事業の事業費の上限は、事業への移行分を賄えるように見直し。

○ 訪問介護・通所介護以外のサービス（訪問看護、福祉用具等）は、引き続き予防給付によるサービス提供を継続。

○ 地域包括支援センターによるケアマネジメントに基づき、総合事業のサービスと予防給付のサービス(要支援者)を組み合わせる。

○ 総合事業の実施に向け基盤整備を推進。

○ 国は、指針（ガイドライン）を策定し、市町村による事業の円滑な実施を支援。

介護予防・生活支援サービス事業
①訪問型・通所型サービス（運動・口腔・栄養改善事業等を含む）
②栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急時対応 等

※事業内容は、市町村の裁量を拡大、柔軟な人員基準・運営基準

３０’

総合事業へのサービス移行の推進等による費用の効率化（イメージ）

制度改正

２５’

２７’

３０’

予防給付

予防給付
介護予防事業

←

費
用
額

→

第６期計画期間中（平成２９年４
月まで）に、すべての市町村で、
総合事業を開始

予防給付
＋新しい総合事業

介護予防事業
（総合事業含む。）

総合事業へのサービス移行の推
進、介護予防の強化等

○ 総合事業への移行により住民主体の地域づくりを推進。住民主体のサービス利用を拡充し、効率的に事業実施。
○ 機能が強化された新しい総合事業を利用することで、支援を必要とする高齢者が要支援認定を受けなくても地域で暮ら

せる社会を実現。

○ リハ職等が積極的に関与しケアマネジメントを機能強化。重度化予防をこれまで以上に推進。

・ 中長期的には費用の伸びが、効率的なサービス提供を通
じて、後期高齢者の伸び(3～4%)程度となることを目安
として努力

・ 短期的には、生活支援・介護予防の基盤整備の支援充実
にあわせ、より大きな費用の効率化

・住民主体のサービス利用の拡充
・認定に至らない高齢者の増加
・重度化予防の推進

現
行
制
度
を
維
持
し
た
場
合

制
度
見
直
し
後
の
費
用



〔見直し案〕

○ 原則、特養への新規入所者を要介護度３以上の高齢者に限定し、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施
設としての機能に重点化【既入所者は除く】

○ 他方で、軽度（要介護１・２）の要介護者について、やむを得ない事情により、特養以外での生活が著しく困難であ
ると認められる場合には、市町村の関与の下、特例的に、入所を認める
【 参考：要介護１・２であっても特養への入所が必要と考えられる場合（詳細については今後検討） 】

知的障害・精神障害等も伴って、地域での安定した生活を続けることが困難
家族等による虐待が深刻であり、心身の安全・安心の確保が不可欠
認知症高齢者であり、常時の適切な見守り・介護が必要

特別養護老人ホームの重点化
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平成２３年

平成１２年

要介護度別の特養入所者の割合

（３．３５）

（３．８９）

【参考】
平成23年度における
特養の新規入所者

※全体の約14万人の
うち要介護１・２は約
１．６万人

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ （平均要介護度）

要介護１～２ 要介護３ 要介護４～５ 計

全体 １３.２
（３１.２％）

１１.０
（２６.２％）

１７．９
（４２.４％）

４２．１
（１００％）

うち在宅の方 ７.７
（１８.２％）

５.４
（１２.９％）

６．７
（１６.０％）

１９．９
（４７.２％）

（単位：万人）特養の入所申込者の状況

※各都道府県で把握している特別養護老人ホームの入所申込者の状況を集計したもの。 （ 平成２１年１２月集計。調査時点は都道府県によって異なる。）

≪ 施設数： ７，８３１施設 サービス受給者数：５１．１万人 （平成２５年８月） ≫

地域密着型通所介護

小規模多機能型居宅介護の
サテライト型事業所

見直し案

大規模型大規模型
【前年度1月当たり平均利用延人員数：750人超】

現行

通常規模型
【前年度1月当たり平均利用延人員数：300人超】

小規模型
【前年度1月当たり平均利用延人員数：300人以内】

都
道
府
県
が
指
定

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

(

市
町
村
が
指
定)

都
道
府
県
が
指
定

※地域密着型サービスとした場合の市町村の事務等
○事業所の指定・監督
○事業所指定、基準・報酬設定を行う際、住民、関係者からの意見聴取
○運営推進会議への参加 等

※地域密着型サービスは、市町村の判断で公募により事業者を指定できる。

通常規模型

（注）事業所規模は現在の取扱いを記載。

認知症対応型認知症対応型
市
町
村
が

指
定※

※地域密着型サービス

大規模型／通常規模型のサテライト型事業所

○ 増加する小規模の通所介護の事業所について、①地域との連携や運営の透明性を確保するため市町村が指
定・監督する地域密着型サービスへ移行、②経営の安定性の確保、サービスの質の向上のため、通所介護（大
規模型・通常規模型）や小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所へ移行。

小規模型通所介護の移行と居宅介護支援事業者の指定権限の移譲について

○ 現在、居宅介護支援事業者の指定は、事業所からの申請により、都道府県が行うこととなっているが、指定都

市・中核市以外の市町村にも指定権限を移譲する。（平成３０年度施行）
※ 大都市等の特例により、指定都市及び中核市については、居宅介護支援事業者の指定権限が移譲されている。



○ 介護保険においては、住所地の市町村が保険者となるのが原則だが、介護保険施設等の所在する市町村の財政に配
慮するため、特例として、入所者は入所前の市町村の被保険者となる仕組み（住所地特例）を設けている。

○ 現在、サービス付き高齢者向け住宅は有料老人ホームに該当しても特例の対象外だが、所在市町村の負担を考慮し、
その他の有料老人ホームとの均衡を踏まえ、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅についても、住
所地特例の対象とする。

○ 従来の住所地特例では、対象者が住所地の市町村の指定した地域密着型サービス及び地域支援事業を使えないとい
う課題があるが、住所地特例対象者に限り、住所地市町村の指定を受けた地域密着型サービスを使えるようにし、住
所地市町村の地域支援事業を利用できることとする（地域支援事業の費用負担は調整）。

サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用

＜現在の対象施設等＞
(1) 介護保険３施設
(2) 特定施設（地域密着型特定施設を除く。）

・有料老人ホーム
※特定施設入居者生活介護の指定を受けていない賃貸
借方式のサービス付き高齢者向け住宅は対象外。

・軽費老人ホーム
(3) 養護老人ホーム

Ａ町 Ｂ市

自宅 施設等

住所 Ｂ市
住民税 Ｂ市
行政サービス Ｂ市
介護保険の保険者 Ａ町
介護保険料 Ａ町
保険給付 Ａ町

＜制度概要＞

この除外規定を見直し、有料
老人ホームに該当するサービ
ス付き高齢者向け住宅を住所
地特例の対象とする

（65歳以上全体の約３割）

（保険料
基準額×）

0.5

0.75
1.0

1.25

1.5 （65歳以上全体の約７割）

第5段階 第6段階

月4,972円

（第５期の全国平均額）

第4段階0.3

0.7

〔見直し案〕
給付費の５割の公費とは別枠で公費を投入し、

低所得の高齢者の保険料の軽減を強化。
（公費負担割合 国１／２、都道府県１／４、市町村１／４）

平成27年度（第６期介護保険事業計画）から実施。

収入第1段階

生活保護被保護
者、世帯全員が市
町村民税非課税
の老齢福祉年金
受給者等

第2段階

世帯全員が市町
村民税非課税か
つ本人年金収入
等80万円以下等

第3段階

世帯全員が市町
村民税非課税か
つ本人年金収入
１２０万円超等

第4段階

本人が市町村民税
非課税（世帯に課税
者がいる）

第5段階

市町村民税課税かつ
合計所得金額190万
円未満

第6段階

市町村民税課税かつ
合計所得金額190万
円以上

第1段階 第2段階

特例
第3段階

第3段階

市町村民税
世帯全員が非課税

市町村民税本人が非課税
世帯に課税者がいる

市町村民税 本人が課税

特例
第4段階

更なる保険料軽減を行い、その軽減分を公費により補填。
（2015年度時点で最大1,300億円の公費投入）

特例第3段階

（保険者判断で
設定可能）

世帯全員が非課税
かつ本人年金収入
等80万円超120万円
以下

特例第4段階

（保険者判断で
設定可能）

本人が非課税かつ
本人年金収入等80
万円以下

第１・第２段階 0.5 → 0.3

特例第３段階 0.75 → 0.5

第３段階 0.75 → 0.7

27年度～現行

低所得者の一号保険料の軽減強化



○ 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるため、これまで一律１割に据え置いている利用者負
担について、相対的に負担能力のある一定以上の所得の方の自己負担割合を２割とする。ただし、月額上限があるため、
見直し対象の全員の負担が2倍になるわけではない。

○ 自己負担２割とする水準は、モデル年金や平均的消費支出の水準を上回り、かつ負担可能な水準として、被保険者の
上位２０％に該当する合計所得金額１６０万円以上の者（単身で年金収入のみの場合、280万円以上）を予定（政令事項）

○ 利用者の所得分布は、被保険者全体の所得分布と比較して低いため、被保険者の上位２０％に相当する基準を設定し
たとしても、実際に影響を受けるのは、在宅サービスの利用者のうち15％程度、特養入所者の５％程度と推計。

自己負担限度額（高額介護サービス費）のうち、医療保険の現役並み所得に
相当する者のみ引上げ

負担割合の引き上げ

負担上限の引き上げ

年金収入

介護保険料
が第６段階

３１０万円

合計所得金額

住民税
非課税
１５５万円

160 190

200100 300 400

自己負担２割とする水準（単身で年金収入のみの場合）

モデル年金
(厚生年金)
１９８万円

（案）被保険者の
上位２０％
２８０万円

医療保険の
現役並み所得
３８３万円

一定以上所得者の利用者負担の見直し

自己負担限度額（月額）

一般 37,200円（世帯）

市町村民税世帯非課税等 24,600円（世帯）

年金収入80万円以下等 15,000円（個人）

現役並み
所得相当

44,400円

一般 37,200円

〈見直し案〉

自己負担限度額
（現行／世帯単位）

現役並み所得者
80,100＋医療費1％

（多数該当：44,400円）

一般 44,400円

市町村民税非課税等 24,600円

年金収入80万円以下等 15.000円

参考：医療保険の70歳以上の高額療養費の限度額

〈現行〉

※年金収入の場合：合計所得金額＝年金収入額－公的年金等控除（基本的に120万円）

平均的消費支出
（無職高齢者単身世帯）

１７０万円

補足給付の見直し （資産等の勘案）

預貯金等

非課税年金収入

一定額超の預貯金等（単身では1000万円超、夫婦世帯では2000万円超程度を想定）がある
場合には、対象外。 →本人の申告で判定。金融機関への照会、不正受給に対するペナ
ルティ（加算金）を設ける

補足給付の支給段階の判定に当たり、非課税年金（遺族年金・障害年金）も勘案する

○ 施設入所等にかかる費用のうち、食費及び居住費は本人の自己負担が原則となっているが、住民税非課税世帯である入居者については、そ

の申請に基づき、補足給付を支給し負担を軽減。

○ 福祉的な性格や経過的な性格を有する制度であり、預貯金を保有するにもかかわらず、保険料を財源とした給付が行われることは不公平であ

ることから、資産を勘案する等の見直しを行う。

居住費

食費

１割負担
1.5 1.5 2.5 2.8 0.9 1.2 

2.0 
4.2 

2.5 2.5 

4.0 

6.0 

第1段階 第2段階 第3段階 第4段階

8.5万円

＜現在の補足給付と施設利用者負担＞

【補足給付】
居住費：2.0万円
食 費：2.2万円

【補足給付】
居住費：3.5万円
食 費：3.0万円

【補足給付】
居住費：3.5万円
食 費：3.3万円

13万円～5.2万円

第1段階
・生活保護受給者
・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者

第2段階
・市町村民税世帯非課税であって、
課税年金収入額＋合計所得金額が80万円以下

第3段階
・市町村民税世帯非課税であって、
利用者負担第２段階該当者以外

第4段階
～

・市町村民税本人非課税・世帯課税
・市町村民税本人課税者

4.9万円

負
担
軽
減
の
対
象

＜見直し案＞

※ ユニット型個室の例

配偶者の所得 施設入所に際して世帯分離が行われることが多いが、配偶者の所得は、世帯分離後も勘
案することとし、配偶者が課税されている場合は、補足給付の対象外

（※）認定者数：１０３万人、給付費：２８４４億円［平成２３年度］



介護人材の確保が困難な状況を踏まえ、介護福祉士の資格取得にかかる実務者研修の義務付け（実
務者ルート）及び国家試験の義務づけ（養成施設ルート）の施行時期を延期するとともに、介護人材の
確保のための方策についての検討を行うこととする。

現状と考え方

○ 平成１９年の制度改正により、資格取得方法の
見直しを実施。実務者研修の義務付け（実務者
ルート）及び国家試験の義務づけ（養成施設
ルート）が平成２７年度から施行予定。

○ しかし、依然、介護人材の確保が困難な状況
が続き、今後の経済状況の好転による他業種へ
の流出懸念が高まる中で、介護業界への入職意
欲を削がないようにし、幅広い方面から人材を
確保するための方策を講じる必要性が高まっ
ている。

今回の対応

以下の２点について、改正法案に盛り込

むこととする。

１ 介護人材の確保のための方策につ

いて、１年間をかけて、検討を行うこと

（検討規定）

２ 介護福祉士の資格取得方法の見直

しの施行時期を１年間延長すること

介護福祉士の資格取得方法の見直しの施行延期等について

【医療提供体制】患者（被保険者）

②受診・窓口負担

③診療

①保険料

⑤支払

④請求

・７５歳以上
１割負担
（現役並み所得者は３割負担）

・７０歳から７４歳
２割負担※
（現役並み所得者は３割負担）

・義務教育就学後から６９歳

３割負担

・義務教育就学前

２割負担

行政機関

国

都道府県

市町村

国民健康保険 1,881 約3,800万人

全国健康保険協会
管掌健康保険
（旧政管健保） １ 約3,500万人

組合管掌健康保険 1,443 約3,000万人

共済組合 85 約900万人

（保険者数） （加入者数）（主な制度名）

保険者

医師 303,268人

歯科医師 102,551人

薬剤師 280,052人

【医療保険制度】

※平成20年4月から、１割に据え置く

47 約1,400万人後期高齢者医療制度

医療費37.4兆円

保険料18.1兆円

患者負担4.8兆円

病院数： 8,565
（病床数：1,578,254）

診療所数： 100,152
（病床数：125,599）

歯科診療所数： 68,474

薬局数： 54,780
※数字は、平成22年10月1日時点

（出典：平成24年医療施設調査）

※薬局は、平成23年3月31日時点

（出典：平成23年度衛生行政報告例）

看護職員※ 1,537,813人
※医師・歯科医師・薬剤師数は平成24年12月31日時点

（平成24年医師・歯科医師・薬剤師調査）

※看護職員は平成24年における

厚生労働省医政局看護課集計

※看護職員：保健師、助産師、看護師、准看護師

公費負担

支援金

各保険者

※保険者数及び加入者数は平成24年3月末時点（速報値） （ただし、共済組合は平成23年3月末時点）

※加入者数は平成24年3月末時点（速報値）

我が国の医療提供体制の概要



○ 病院数は、平成２年（10,096）をピークに約15％減少｡有床診療所は大幅に減少する一方､無床診療所が増加｡

○ 病床数は、平成４年（1,686,696床）をピークに減少｡

医療施設数の推移 種類別病院病床数の推移

その他の病床

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

平成2 5 8 11 14 17 20 23 24

単位：万床

※その他の病床は、医療法改正により療養病床及び一般病床に区分

※感染症病床は記載を省略（平成24年は1,798床）

総数 1,578,254床

一般病床 898,166床

精神病床 342,194床

療養病床 328,888床

結核病床 7,208床
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

平成2 5 8 11 14 17 20 23 24

一般診療所 100,152

無床診療所 90,556

歯科診療所 68,474

有床診療所 9,596

病院 8,565

医療施設数及び病院病床数の出典：平成24年医療施設調査

※歯科診療所は有床・無床を含む

単位：万施設

医療施設数及び病床数の推移

141.5
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医師数 人口10万対（右軸）

(万人) (人)

昭和・・年 平成・年

0

(1982)                                               (2000) (2012)

+7.0
+5.9

+7.4

○ 近年、死亡等を除いても、医師数は4,000人程度、 毎年増加している。
（医師数） 平成14年 26.3万人 → 平成24年 30.3万人 （注） 従事医師数は、28.9万人

人口１０万対医師数の年次推移

（出典）医師・歯科医師・薬剤師調査
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3.6
3.7

3.8
3.8
3.9

4.0
4.1
4.1

4.8
6.1

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

チリ

トルコ

韓国

ポーランド

メキシコ

日本

カナダ

米国

スロベニア

ニュージーランド

アイルランド

ＯＥＣＤ加重平均

英国

ベルギー

ハンガリー

ルクセンブルク

オランダ

ＯＥＣＤ単純平均

エストニア

フィンランド

イスラエル

オーストラリア

スロバキア

フランス

デンマーク

アイスランド

チェコ

ノルウェー

スイス

ドイツ

スウェーデン

ポルトガル

スペイン

イタリア

オーストリア

ギリシャ

注１ 「OECD単純平均」とは、各国の人口1,000人当たり医師数の合計を国数で除した値
注２ 「OECD加重平均」とは、加盟国の全医師数を加盟国の全人口（各国における医師数掲載年と同一年の人口）で除した数に1,000を乗じた値
注３ スウェーデン、オランダ、日本は2010年の値、デンマークは2009年の値
注４ ギリシャ、フランス、スロバキア、フィンランド、オランダ、カナダ、トルコは研究機関等に勤務し臨床にあたらない医師を含み、ポルトガル・チリは資格を有しており現役で働いていない医師を含む
注５ フィンランド、英国、アイルランドは推計値 出典：OECD Health Data 2013

(人)

我が国の人口1,000人当たりの臨床医師数は2.2となっており、ＯＥＣＤ加盟国の中でも少ない。

人口１０００人当たり臨床医数の国際比較（２０１０年（平成２２年））

国名
平均在院

日数

人口千人
当たり
病床数

病床百床
当たり

臨床医師数

人口千人
当たり

臨床医師数

病床百床

当たり

臨床看護

職員数

人口千人
当たり

臨床看護
職員数

日本
３２．５
（18.2）

１３．６ １６．４ ２．２ ７４．３ １０．１

ドイツ
９．６
（7.3）

８．３ ４５．２ ３．７ １３６．７ １１．３

フランス
１２．７
（5.2）

６．４ ♯５０．９ ♯３．３ ♯１３１．５ ♯８．５

イギリス
７．７
（6.6）

３．０ ９１．８ ２．７ ３２４．７ ９．６

アメリカ
６．２
（5.4）

３．１ ７９．４ ２．４ ♯３５０．８ ♯１１．０

（出典）：「OECD Health Data ２０１２」
注１ 「人口千人当たり病床数」、「病床百床当たり臨床医師数」及び「病床百床当たり臨床看護職員数」について、アメリカは２００９年のデータ。
注２ 「♯」は実際に臨床にあたる職員に加え、研究機関等で勤務する職員を含む。
注３ 病床百床あたり臨床医師数ならびに臨床看護職員数は、総臨床医師数等を病床数で単純に割って百をかけた数値である。
注４ 平均在院日数のカッコ書きは、急性期病床（日本は一般病床）における平均在院日数である。

医療提供体制の各国比較（２０１０年）



○ 全国の医療施設（診療所・病院）に従事する「人口１０万対医師数」は２２６．５人で、前回に
比べ ７．５人増加している。

○ 都道府県別では、京都府が最も多く（２９６．７）、埼玉県が最も少ない（１４８．２）。

（出典）医師・歯科医師・薬剤師調査

148.2人

296.7人

都道府県別にみた人口10万対医師数（平成24年）
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8,280人
（昭和56～59年度）

7,625人
（平成15～19年度）

（人）

昭和57年
閣議決定

「医師については
全体として過剰を

招かないように配慮」

昭和48年
閣議決定

「無医大県解消構想」

平成25年度
8,991→9,041人
【50人増】

○医学部の入学定員を、過去最大規模まで増員。
（平成19年度7,625人→平成25年度9,041人（累計1,416人増））

7,793

8,486

8,923

8,846

昭和 平成

医学部入学定員の年次推移



診療科別医師数の推移（平成６年を1.0とした場合）

（出典）医師・歯科医師・薬剤師調査

○ 多くの診療科で医師は増加傾向にある。
○ 減少傾向にあった産婦人科・外科においても、増加傾向に転じている

医政局医事課作成

※内科１） ・・（平成８～18年）は内科、呼吸器科、循環器科、消化器科（胃腸科）、神経内科、アレルギー科、リウマチ科、心療内科
（平成２０～２４年）内科、呼吸器、循環器、消化器、腎臓、糖尿病、血液、感染症、アレルギー、リウマチ、心療内科、神経内科

※外科２） ・・（平成６～18年）外科、呼吸器外科、心臓血管外科、気管食道科、こう門科、小児外科
（平成２０～２４年）外科、呼吸器・心臓血管・乳腺・気管食道・消化器・肛門・小児外科
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○ 各都道府県が、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定。

○ 医療提供の量（病床数）を管理するとともに、質（医療連携・医療安全）を評価。

○ 医療機能の分化・連携（「医療連携」）を推進することにより、急性期から回復期、在宅療養に至るまで、地域全体で切れ目な

く必要な医療が提供される「地域完結型医療」を推進。

趣旨

○ 新たに精神疾患を加えた五疾病五事業（※）及び在宅医療に係る目標、医療連携体制及び住民への情報提供
推進策

○ 地域医療支援センターにおいて実施する事業等による医師、看護師等の医療従事者の確保

○ 医療の安全の確保 ○ 二次医療圏（※）、三次医療圏の設定 ○ 基準病床数の算定 等

平成２５年度からの医療計画における記載事項

※ 五疾病五事業･･･五つの疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患）と五つの事業（救急医療、災害時における医療、へき
地の医療、周産期医療、小児医療（小児救急医療を含む））をいう。災害時における医療は、東日本大震災の経緯を踏
まえて見直し。

【 医療連携体制の構築・明示 】

◇ 五疾病五事業ごとに、必要な医療機能（目標、医療機関に求められる事項等）と各医療機能を担う医療機関の名称を医療計
画に記載し、地域の医療連携体制を構築。

◇ 地域の医療連携体制を分かりやすく示すことにより、住民や患者が地域の医療機能を理解。

◇ 指標により、医療資源・医療連携等に関する現状を把握した上で課題の抽出、数値目標を設定、施策等の策定を
行い、その進捗状況等を評価し、見直しを行う（疾病・事業ごとのPDCAサイクルの推進）。

※ 国の指針において、一定の人口規模及び一定の患者流入・流出割合に基づく、二次医療圏の設定の考え方を明示し、見直しを促進。

医療計画制度について



病床数の算定に関する例外措置

① 救急医療のための病床や治験のための病床など、更なる整備が必要となる一定の病床については、

病床過剰地域であっても整備することができる特例を設定

② 一般住民に対する医療を行わない等の一定の病床は既存病床数に算定しない（病床数の補正）

病床の整備について、病床過剰地域（※）から非過剰地域へ誘導することを通じて、
病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保

※既存病床数が基準病床数（地域で必要とされる病床数）を超える地域

目的

○ 基準病床数を、全国統一の算定式により算定
※一般病床・療養病床は、二次医療圏ごとの性別・年齢階級別人口、病床利用率等から計算

精神病床は、都道府県の年齢階級別人口、１年以上継続して入院している割合、病床利用率等から計算

結核病床は、都道府県において結核の予防等を図るため必要な数を知事が定めている

感染症病床は、都道府県の特定感染症指定医療機関等の感染症病床の合計数を基準に知事が定めている

○ 都道府県知事は、既存病床数が基準病床数を超える地域（病床過剰地域）では、公的医療機
関等（地方公共団体・日赤等）の開設・増床を許可しないことができ、それ以外の医療機関の場
合は、勧告することができる

○ 都道府県知事は病床過剰地域において、公的医療機関等が、正当な理由がないのに、病床
に係る業務の全部又は一部を行っていないときは、病床数を削減する措置をとるよう命ずること
ができる

仕組み

基準病床数制度について

○ 更なる整備が必要となる一定の病床については、病床過剰地域であっても、都道府県は、
厚生労働大臣の同意を得た数を基準病床数に加えて、病院開設・増床の許可を行うことが
できる。具体的には、以下の通り。

① がん又は循環器疾患の専門病床

② 小児疾患専門病床

③ 周産期疾患に係る病床

④ 発達障害児の早期リハビリテーション等に係る病床

⑤ 救急医療に係る病床

⑥ 薬物(ｱﾙｺｰﾙその他)中毒性精神疾患、老人性精神疾患、小児精神疾患、合併症を伴う精神疾患に係る病床

⑦ 神経難病に係る病床

⑧ 緩和ケア病床

⑨ 開放型病床

⑩ 後天性免疫不全症候群に係る病床

⑪ 新興・再興感染症に係る病床

⑫ 治験に係る病床

⑬ 診療所の療養病床に係る病床

○ 急激な人口の増加が見込まれる、特定の疾患にり患する者が異常に多い等の場合につ
いては、都道府県は、厚生労働大臣の同意を得た数を基準病床数に加えることができる。

概要

基準病床数制度における特定の病床等に係る特例



いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス

（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域
包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。

○地域資源の発掘

○地域リーダー発掘

○住民互助の発掘

市町村における地域包括ケアシステム構築のプロセス（概念図）

地域の課題の把握と

社会資源の発掘

地域の関係者による
対応策の検討

対応策の

決定・実行

地域ケア会議の実施

地域包括支援センター等で個
別事例の検討を通じ地域の
ニーズや社会資源を把握

※ 地域包括支援センター
では総合相談も実施。

日常生活圏域ニーズ調査等

介護保険事業計画の策定のため
日常生活圏域ニーズ調査を実施
し、地域の実態を把握

医療・介護情報の
「見える化」

（随時）

他市町村との比較検討

ＰＤＣＡサイクル

量
的
・質
的
分
析

■都道府県との連携
（医療・居住等）

■関連計画との調整
・医療計画
・居住安定確保計画
・市町村の関連計画 等

■住民参画
・住民会議
・セミナー
・パブリックコメント等

■関連施策との調整
・障害、児童、難病施策等

の調整

事
業
化
・施
策
化
協
議

■介護サービス
・地域ニーズに応じた在宅

サービスや施設のバラン
スのとれた基盤整備

・将来の高齢化や利用者数
見通しに基づく必要量

■医療・介護連携
・地域包括支援センターの

体制整備（在宅医療・介
護の連携）

・医療関係団体等との連携

■住まい
・サービス付き高齢者向け

住宅等の整備
・住宅施策と連携した居住

確保

■生活支援／介護予防
・自助（民間活力）、互助

（ボランティア）等によ
る実施

・社会参加の促進による介
護予防

・地域の実情に応じた事業
実施

■人材育成［都道府県が主体］

・専門職の資質向上
・介護職の処遇改善

■地域課題の共有
・保健、医療、福祉、地

域の関係者等の協働に
よる個別支援の充実

・地域の共通課題や好取
組の共有

■年間事業計画への反映

具
体
策
の
検
討

社会資源

課 題 介護保険事業計画の策定等

地域ケア会議 等

□高齢者のニーズ

□住民・地域の課題

□社会資源の課題
・介護
・医療
・住まい
・予防
・生活支援

□支援者の課題
・専門職の数、資質
・連携、ﾈｯﾄﾜｰｸ



第5期計画
2012
～2014

2025

第９期計画

2024
～2026

第８期計画

2021
～2023

2015

第７期計画

2018
～2020

第６期計画
2015
～2017

＜2025年までの見通し＞

団塊世代が65歳に 団塊世代が75歳に

○ 第６期計画以後の計画は、2025年に向け、第５期で開始した地域包括ケア実現のための方向性を承継し
つつ、在宅医療介護連携等の取組を本格化していくもの。

○ ２０２５年までの中長期的なサービス・給付・保険料の水準も推計して記載することとし、中長期的な
視野に立った施策の展開を図る。

第５期計画では、高齢者が地域で安心して暮らせる 地域包括ケアシステムを構築するために必要となる、①
認知症支援策の充実 、②医療との連携、③高齢者の居住に係る施策との連携、④生活支援サービスの充実といっ
た重点的に取り組むべき事項を、実情に応じて選択して位置づけるなど、段階的に計画の記載内容を充実強化させ
ていく取組をスタート

２０２５年を見据えた介護保険事業計画の策定

（参考）

① 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎える予測（3,878万人）。
また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2055年には、25％を超える見込み。

2012年８月 2015年 2025年 2055年

65歳以上高齢者人口（割合） 3,058万人（24.0%） 3,395万人（26.8%） 3,657万人（30.3%） 3,626万人（39.4%）

75歳以上高齢者人口（割合） 1,511万人（11.8%） 1,646万人（13.0%） 2,179万人（18.1%） 2,401万人（26.1%）

② 65歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者の日常生活
自立度」Ⅱ以上の高齢者が増加していく。

④ 75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況
は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。

（万人）

（1,000世帯）

「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢
者数の推計（括弧内は65歳以上人口対比）

世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計

280万人

（9.5％）

345万人

（10.2％）

410万人

（11.3％）

470万人

（12.8％）

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

2010年 2015年 2020年 2025年

埼玉県 千葉県 神奈川県 大阪府 愛知県 東京都 ～ 鹿児島県 島根県 山形県 全国

2010年
＜＞は割合

58.9万人
＜8.2%＞

56.3万人
＜9.1%＞

79.4万人
＜8.8%＞

84.3万人
＜9.5%＞

66.0万人
＜8.9%＞

123.4万人
＜9.4%＞

25.4万人
＜14.9%＞

11.9万人
＜16.6%＞

18.1万人
＜15.5％＞

1419.4万人
＜11.1%＞

2025年
＜＞は割合
（ ）は倍率

117.7万人
＜16.8％＞
（2.00倍）

108.2万人
＜18.1%＞
（1.92倍）

148.5万人
＜16.5%＞
（1.87倍）

152.8万人
＜18.2%＞
（1.81倍）

116.6万人
＜15.9%＞
（1.77倍）

197.7万人
＜15.0%＞
（1.60倍）

29.5万人
＜19.4%＞
（1.16倍）

13.7万人
＜22.1%＞
（1.15倍）

20.7万人
＜20.6%＞
（1.15倍）

2178.6万人
＜18.1%＞
（1.53倍）

（％）

4,980 6,008 6,679 7,007 7,298 7,622 

5,403 
6,209 

6,512 6,453 6,328 6,254 20.0 
23.1 

24.9 25.7 26.6 28.0 

0.0

10.0

20.0

30.0

0

5,000

10,000

15,000

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年

世帯主が65歳以上の夫婦のみの世帯数

世帯主が65歳以上の単独世帯数

世帯主が65歳以上の単独世帯と夫婦のみ世帯の世帯数全体に占める割合

③ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく

今後の介護保険をとりまく状況
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⑤要介護率が高くなる75歳以上の人口の推移 ⑥介護保険料を負担する40歳以上人口の推移

○75歳以上人口は、介護保険創設の2000年以降、急速に
増加してきたが、2025年までの10年間も、急速に増加。

〇2030年頃から75歳以上人口は急速には伸びなくなるが、
一方、85歳以上人口はその後の10年程度は増加が続く。

○保険料負担者である40歳以上人口は、介護保険創設の
2000年以降、増加してきたが、2025年以降は減少する。

75～84歳

85歳～

40～64歳

65～74歳

75～84歳

85歳～

（資料）将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成24年1月推計）出生中位（死亡中位）推計
実績は、総務省統計局「国勢調査」（国籍・年齢不詳人口を按分補正した人口）

（万人） （万人）

75歳以上人口の2015年から2025年までの伸びでは、全国計で1.32倍であるが、市町村間の差は
大きく、1.5倍を超える市町村が11.3％ある一方、減少する市町村が16.9％ある。

75歳以上人口について、平成27（2015）年を100としたときの平成37（2025）年の指数

70以上～100未満
280

（16.9%）

100以上～110未満
311

（18.7%）

110以上～120未満
300

（18.1%）

120以上～130未満
266

（16.0%）

138

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

指数

市町村数

（割合）

150以上～160未満
102

（6.1%）

170以上～
22

（1.3%）

160以上～170未満
63

（3.8%）

130以上～
140未満

178
(10.7%)

140以上
～
150未満

138
(8.3%)

◆全国計（132.4）

注）市町村数には福島県内の市町村は含まれていない。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25(2013)年3月推計)」より作成

⑦７５歳以上人口の伸びの市町村間の差
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H12.4末 H13.4末 H14.4末 H15.4末 H16.4末 H17.4末 H18.4末 H19.4末 H20.4末 H21.4末 H22.4末 H23.4末 H24.4末 H25.4末

要支援 要支援１ 要支援２ 経過的 要介護１

要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（単位：万人）

（出典：介護保険事業状況報告）

２１８

２５８

３０３

３４９
３８７

４１１
４３５

４４１ ４５５

４８７
４６９

注１）陸前高田市、大槌町、女川町、桑折町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町は含まれていない。

５０８
５３３

注２）楢葉町、富岡町、大熊町は含まれていない。

（注１） （注２）

要介護度別認定者数の推移
要介護（要支援）の認定者数は、平成２５年４月現在５６４万人で、この１３年間で約２．５９倍に。このうち
軽度の認定者数の増が大きい。また、近年、増加のペースが再び拡大。

５６４

54

２０００年度

２００１年度

２００２年度

２００３年度

２００４年度

２００５年度

２００６年度

２００７年度

２００８年度

２００９年度

２０１０年度

２０１１年度

２０１２年度

２０１３年度

２０１４年度

2,911円
（全国平均）

3,293円
（全国平均）

4,090円
（全国平均）

事業運営期間 給付（総費用額）事業計画 保険料

3.6兆円
4.6兆円
5.2兆円

○ 市町村は３年を１期（２００５年度までは５年を１期）とする介護保険事業計画を策定し、３年ごとに見直しを行う。
保険料は、３年ごとに、事業計画に定めるサービス費用見込額等に基づき、３年間を通じて財政の均衡を保つよう設定。

○ 高齢化の進展により、2025年には保険料が現在の5000円程度から8200円程度に上昇することが見込まれており、地域包括ケ
アシステムの構築を図る一方、介護保険制度の持続可能性の確保のための重点化・効率化も必要となっている。

4,160円
（全国平均）

第
三
期

第
三
期

第
二
期

第
一
期

第
四
期

第
四
期

第
五
期

第
五
期

5.7兆円
6.2兆円

6.4兆円

6.4兆円
6.7兆円
6.9兆円

7.4兆円
7.8兆円
8.2兆円

8.9兆円
9.4兆円
10.0兆円

4,972円
（全国平均）

第

一

期
第

二

期

※2011年度までは実績であり、2012～2013年は当初予算、2014年度は当初予算（案）である。
※2025年度は社会保障に係る費用の将来推計について（平成24年３月）

・
・
・

２０２５年度 21兆円程度（改革シナリオ） 8,200円
程度

介護報酬
の改定率

H15年度改定
▲2.3％

H17年度改定
▲1.9％

H18年度改定
▲0.5％

H21年度改定
＋3.0％

H24年度改定
＋1.2％

※2012年度の賃金水準に換算した値

介護給付と保険料の推移

消費税率引上げに伴う
H26年度改定 ＋0.63％



費用の９割分
の支払い

第１号被保険者
・65歳以上の者

第２号被保険者
・40歳から64歳までの者

保険料

原則年金からの天引き

全国プール

国民健康保険 ・
健康保険組合など

１割負担

サービス利用

加 入 者 （被保険者）

市 町 村 （保険者）

２１％ ２９％

税 金

保険料

市町村 都道府県 国
１２．５％ １２．５％（※） ２５％（※）

財政安定化基金

（平成24－26年度）

（２，９７８万人） （４，２９９万人）

個別市町村

居住費・食費

要介護認定

請求

※施設等給付の場合は、

国２０％、都道府県１７．５％

５０％

５０％

人口比に基づき設定

（注） 第１号被保険者の数は、「平成２３年度介護保険事業状況報告年報」によるものであり、平成２３年度末現在の数である。
第２号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するための医療保険者からの報告によるものであり、

平成２３年度内の月平均値である。

介護保険制度の仕組み

サービス事業者
○在宅サービス
・訪問介護
・通所介護 等

○地域密着型サービス
・定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

・認知症対応型共同生活介護 等

○施設サービス
・老人福祉施設
・老人保健施設 等

利

用

者

市

町

村

の

窓

口

認
定
調
査

医
師
の
意
見
書

要

介

護

認

定

要支援１
要支援２

○施設サービス
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設

○居宅サービス
・訪問介護 ・訪問看護
・通所介護 ・短期入所サービス

など
○地域密着型サービス

・定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護

など

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
計
画

○市町村の実情に応じた
サービス

要介護１

要介護５
～

非 該 当

（
ケ
ア
プ
ラ
ン
）

○介護予防サービス
・介護予防通所介護
・介護予防通所リハビリ
・介護予防訪問介護 など

○地域密着型介護予防サービス
・介護予防小規模多機能型
居宅介護

・介護予防認知症対応型
共同生活介護 など

○介護予防事業

介
護
予
防

ケ
ア
プ
ラ
ン

寝たきりや認知症で
介護サービスが必要な方

要介護状態となるおそれがあり
日常生活に支援が必要な方

介
護
給
付

予
防
給
付

要支援・要介
護になるおそ
れのある者

地
域
支
援

事
業

介護サービスの利用の手続き（現行）



介護保険制度

介護給付（要介護者）
約7兆1000億円（平成23年度）＊

予防給付（要支援者）
約4100億円（平成23年度）＊

地域支援事業
約1570億円（平成23年度）

個別給付

◆法定のサービス類型
（特養・訪問介護・通所介護等）

◆全国一律の人員基準・運営基準

個別給付

◆法定のサービス類型
（訪問介護・通所介護等）

◆全国一律の人員基準・運営基準

財源構成 （国）25% : （都道府県/市町村）12.5%: （１号保険料）21%: （２号保険料）29% 財源構成 （国）39.5% : （都道府県
/市町村）19.75%: （１号保険料）21％

包括的支援事業
・任意事業

◆地域包括支援センター
の運営等

介護予防事業・総合事業

◆内容は市町村の裁量

◆全国一律の人員基準
・運営基準なし

＊これ以外に高額介護サービス費等が含まれる。

現行の介護保険制度の仕組み

○ 介護保険制度の中には、①要介護者（１～５）に対する介護給付、②要支援者（１・２）に対する予防給付のほか、

保険者である市町村が、「事業」という形で、要介護・要支援認定者のみならず、地域の高齢者全般を対象に、地域で必要と

されているサービスを提供する「地域支援事業」という仕組みがある（平成１７年改正で導入。平成１８年度から施行）。

※介護保険制度内でのサービスの提供であり、財源構成は変わらない。

○ 要介護者・要支援者以外の高齢者（２次予防事業対象者など）への介護予防事業は、「地域支援事業」で実施。

○ 市町村の選択により、「地域支援事業」において、要支援者・ ２次予防事業対象者向けの介護予防・日常生活支援に資する

サービスを総合的に実施できる事業（「総合事業」）を創設（平成23年改正で導入。平成24年度から施行）。

※２４年度には２７保険者（市町村等）が実施。２５年度は４４保険者が実施予定。

介護予防ボランティア養成研修
（介護予防事業）

『佐々町介護予防ボランティア』登録

①通所型介護予
防推進活動

②地域型介護予
防推進活動

介護予防推進連絡会
【各地区の情報交換 ・ 活動報告、新規メニュー紹介等】

③訪問型介護予
防推進活動※

○ 「介護予防ボランティア養成研修」を受けた65歳以上の高齢者が、①介護予防事業でのボランティアや、
②地域の集会所などでの自主的な介護予防活動、③要支援者の自宅を訪問して行う掃除・ゴミ出し等の
訪問型生活支援サービスを行うことを支援。

○ 平成20年度から実施し、平成24年12月現在45名が登録・活動中。

○ 平成24年度からは介護保険法改正により導入した介護予防・日常生活支援総合事業で実施。

※平成24年度より

佐々町の介護予防ボランティア組織図

介護予防・日常生活支援総合事業の取組（長崎県佐々町）
～介護予防ボランティアによる介護予防と日常生活支援～



介護予防・日常生活支援総合事業の取組（山梨県北杜市）
～地域住民の支え合いによる通いの場づくりと生活支援～

○運営（８か所）
ＮＰＯ、社協、地区組織、ＪＡ、 介護事業所

○内容
交流、会話、趣味、事業所の特性を生か
した活動（週１～２回）

○スタッフは１～２名。他はボランティア。
○ケアマネジメント

北杜市地域包括支援センターが実施
○地域の人が誰でも気軽に立ち寄れる場所

○ 内容
・配食＋安否確認（緊急連絡を含む）
・弁当業者等が配食の際、利用者に声かけ
・異常があった時の連絡義務づけ
・弁当業者、ボランティア、NPO等が連携

（５か所の事業者が参入）

通所型予防サービス（ふれあい処北杜） 生活支援サービス

※地域支え合い体制づくり事業で整備

○ 地域住民が住み慣れた地域で安心して過ごすため、医療や介護、介護保険外サービスを含めた様々な
サービスを日常生活の場で提供

○ 利用者の視点に立った柔軟な対応、地域活力の向上に向けた取組、地域包括ケアの実現に向けた取組
を目指し、住民ボランティアの協力による①通所型予防サービス、②配食・見守り・安否確認等の生活支
援サービスを実施

【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
21%

2号保険料
29%

【財源構成】

国 39.5%

都道府県
19.75%

市町村
19.75%

1号保険料
21%

介護予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業
○ 二次予防事業
○ 一次予防事業

介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営

・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業

新しい介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○ 介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○ 一般介護予防事業

包括的支援事業

○ 地域包括支援センターの運営
（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○ 在宅医療・介護連携の推進

○ 認知症施策の推進
（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等）

○ 生活支援サービスの体制整備
（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

介護予防給付（要支援1～２）

充
実

現行と同様

事業に移行

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

新しい地域支援事業の全体像
＜現行＞ ＜見直し後＞介護保険制度

全市町村で
実施



経過措置期間

市町村の新しい総合事業実施に向けたスケジュールについて（イメージ）

２７’ ２８’ ２９’

保

険

者

数

３０’

法改正

27、28年度は市町村の選択で移行（エリアごとも可）

要支援認定期間
→最大12か月

全ての保険者・
エリアで導入

○ 移行に際しては受け皿の整備に一定の時間がかかることも踏まえて、平成29年４月までに、全ての保険者で要支援
者に対する新しい総合事業を開始。（27、28年度は市町村の選択）

○ 平成29年度末をもって、予防給付のうち訪問介護と通所介護については終了。

：予防給付
（訪問介護・通所介護）

：新しい総合事業

既にサービスを受けている者については事業移行後も
必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とする。

訪問介護、通所介護（予防給付）から訪問型サービス・通所型サービスへの移行（イメージ）

新しくサービスを受ける者については多様なサービスの利用を促進

（必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とする）

総合事業への指定事業者制の導入等による円滑な移行

・指定介護予防事業者
（都道府県が指定）

・介護報酬（全国一律）

・国保連に審査・支払いを委託

※被保険者に対する介護予防サービス費
の支給を、指定事業者が被保険者に代
わって受領する仕組み

＜介護予防給付の仕組み＞ ＜新しい総合事業の仕組み＞

・指定事業者 （市町村が指定）

・単価は市町村が独自に設定

・国保連に審査・支払いの委託が可能

※被保険者に対する事業支給費の支給を、指定事業者が被
保険者に代わって受領する仕組み

①指定事業者による方法（給付の仕組みに類似）

②その他の方法

・事業者への委託、事業者への補助、市町村に
よる直接実施

・委託費等は市町村が独自に設定
（利用者1回当たりや1人当たりの単価による方法や、利用定員等に対

して年間、月間等の委託費総額を取り決める方法など、様々な方法
が可能）

・単価による方法の場合は、国保連に審査・支
払いの委託が可能

○ 給付から事業への移行により、多様な主体による多様なサービスが可能となり、市町村の事業の実施方法も多様となる。

国が介護保険法に基づきガイドライン（指針）を定め、円滑な移行を支援。

○ 市町村の総合事業の実施方法として、事業者への委託等のほか、予防給付と類似した指定事業者制を導入

・指定事業者制により、事業者と市町村の間で毎年度委託契約を締結することが不要となり、事務負担を軽減

・施行時には、原則、都道府県が指定している予防給付の事業者（訪問介護・通所介護）を、市町村の総合事業の指定事

業者とみなす経過措置を講じ、事務負担を軽減するとともに、円滑な移行を図る

・審査・支払についても、現在の予防給付と同様に、国民健康保険団体連合会の活用を推進

円滑な移行
（訪問介護･通所介護）

改正法の施行時には、原則、
都道府県が指定している予
防給付の事業者（訪問介
護・通所介護）を、市町村の
総合事業の指定事業者とみ
なす経過措置

（必要な方への専門的なサービス提供等）

・専門的なサービスを必要とする方に対しては、既存の介護事業者
等も活用して、専門的なサービスを提供

・既にサービスを受けている方は、事業移行後も市町村のケアマネ
ジメントに基づき、既存サービス相当のサービスを利用可能とする

・国としてガイドラインを定めること等を通じ、専門的なサービスにに
ついてふさわしい単価設定を行うことなど市町村の取組を支援

※ 新しくサービスを受ける者には、市町村を中心とした支え合いの体制づくり
を進めることで、ボランティア、ＮＰＯなどの多様なサービスの提供を推進



特別養護老人ホーム 老人保健施設
介護療養型医療施設

（2017年度末までに廃止）

基本的性格 要介護高齢者のための生活施設
要介護高齢者が在宅復帰を目指
すリハビリテーション施設

重医療・要介護高齢者の長期療
養施設

定義

65歳以上の者であって、身体上

又は精神上著しい障害があるた
めに常時の介護を必要とし、かつ、
居宅においてこれを受けることが
困難なものを入所させ、養護する
ことを目的とする施設

【老人福祉法第20条の5】

要介護者に対し、施設サービス計
画に基づいて、看護、医学的管理
の下における介護及び機能訓練
その他必要な医療並びに日常生
活上の世話を行うことを目的とす
る施設

療養病床等を有する病院又は診
療所であって、当該療養病床等
に入院する要介護者に対し、施設
サービス計画に基づいて、療養上
の管理、看護、医学的管理の下
における介護その他の世話及び
機能訓練その他必要な医療を行
うことを目的とする施設

【旧・医療法第7条第2項第4号】

介護保険法上の類型
介護老人福祉施設

【介護保険法第8条第26項】

介護老人保健施設
【介護保険法第8条第27項】

介護療養型医療施設
【旧・介護保険法第8条第26項】

主な設置主体
地方公共団体

社会福祉法人

地方公共団体

医療法人

地方公共団体

医療法人

居室面積

・定員数

従来型
面積／人 10.65㎡以上 8㎡以上 6.4㎡以上

定員数 原則個室 ４人以下 ４人以下

ユニット
型

面積／人 10.65㎡以上

定員数 原則個室

医師の配置基準 必要数（非常勤可）
常勤１以上

100:1以上

３以上

48:1以上

施設数（H24.10）※ 7,552 件 3,932 件 1,681 件

定員数・病床数（H24.10）※ 498,700 人 344,300 人 75,200 人

介護保険３施設の概要

※介護給付費実態調査（10月審査分）による。

○ 特別養護老人ホームへの新規入所者のうち、軽度者（要介護１・２）が占める割合について、都道府県
別で比較すると、地域によって偏りがみられる。

特養における要介護１・２の新規入所者の割合
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要介護２

要介護１

※厚生労働省老健局高齢者支援課作成（平成23年度時点）

〔平成23年度における特養の新規利用者のうち、要介護１・２の割合〕

全国平均 11.8％



介護人材の確保

・介護報酬改定等を通じた処遇改善の取組等、４つの
視点に基づき総合的に施策を推進

・介護保険事業（支援）計画の基本指針と連動した福祉
人材確保指針や介護雇用管理改善等計画の見直し

・介護人材の需給推計ツールの提供など都道府県へ
の支援

視点①：参入の促進

介護業界のイメージアップの推進、介護職員の
専門性に対する社会的認知度のアップ、情報
公表や適切なマッチングなど多様な人材が就
労できるような裾野を広げる取組 等

視点②：キャリアパスの確立

研修の受講支援や法人の枠を超えた人事交
流の推進などのステップアップやキャリアパス
の確立 等

視点③：職場環境の整備・改善

介護職員の負担軽減のための介護ロボットの
開発促進やICTを活用した情報連携の推進・業
務の効率化などの職場環境の整備・改善 等

視点④：処遇改善

介護報酬の改定を通じて、介護職員の更なる
処遇改善を図るとともに、事業者による取組の
促進策を検討 等

・事業者の介護人材確保に向けた取組の支援
・生活支援の担い手を増やしていくための取組

・介護保険事業支援計画等に基づき、介護職員の研修
など、４つの視点からの取組

・必要となる介護人材の需給推計の実施
・関係団体や関係機関などを集めた協議会の設置運営

取

組

の

４

つ

の

視

点

国

・
都
道
府
県
・
市
町
村
・
事
業
者
の
主
な
役
割

都道府県

市町村

国

・選ばれる事業所となるための魅力ある職場作り等も
含めた介護職員の処遇改善への取組

・業界自らのイメージアップへの取組
・業界全体としてマネジメントに関する情報の提供と意
識改革

・複数事業所が共同で採用や研修を行うなど事業所の
連携強化

事業者（事業者団体）

平成24年4月
平成24年度介護報酬改定 ＋１．２％改定

「介護職員処遇改善加算」の創設により、処遇
改善交付金による処遇改善を継続

介護職員の処遇改善についての取組

平成21年4月
平成21年度介護報酬改定 ＋３％改定

（介護従事者の処遇改善に重点をおいた改定）
月額 ＋ ９，０００円

月額 ＋１５，０００円

月額 ＋３０，０００円 相当の効果

社会保障・税一体改革の中で更なる処遇改善を行う

（実績）

（実績）

平成21年10月～平成24年3月
介護職員処遇改善交付金（補正予算）

施
設
・事
業
所
に
お
け
る

処
遇
改
善

＋

月額 ＋ ６，０００円

（実績）

１．上記３つの取組等により、それぞれ実績として給与が改善
されている。

２．上記実績はそれぞれ調査客体等が異なるが、これを合計
すれば月額３万円相当の改善となっている。



介護保険サービス利用者等の所得段階別割合

出典：平成22年介護サービス施設事業所調査 出典：平成22年国民生活基礎調査 出典：平成22年度介護保険事業
状況報告年報

○ 基準の適用を受けるのは、要介護認定を受けて実際に介護サービスを利用する者である。

○ 要介護者の所得分布は、被保険者全体の所得分布と比較して低いため、仮に被保険者の上位２０％に相当する基準を設
定したとしても、各所得区分の構成比を勘案して粗く推計すると、実際に影響を受けるのは、在宅サービス利用者の約１５％
（２０％×２８％÷３８％）、特養で約５％（２０％×１８％÷６９％）、老健で約１２％（２０％×４１％÷６９％）と推定される。
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一定以上所得者を２割負担とした場合の影響

① 居宅サービス利用者の負担の変化

○ 利用者負担が２割となると、在宅サービスについては、軽度者は負担が２倍となるが、要介護度が上がると高額介護
サービス費に該当することで負担の伸びが抑えられる者が多くなる。

○ 施設・居住系サービスについては、要介護度別の平均費用で見ると、ほとんどの入所者が高額介護サービス費に該当
することとなって負担の伸びが抑えられる。

② 施設・居住系サービスの１月当たり平均費用額と高額介護サービス費該当の状況

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

特定 171.3 193 214.5 235.6 257.1

グループホーム 262 268.5 273.6 277 283.3

特養 218.3 240 258.9 279.8 298.5

老健 258.7 275 290.9 305.4 319.8

介護療養 247.8 284.7 350.7 386.5 414.3

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

平均的な利用者負担額の
変化

約7,700円
→約15,400円

約10,000円
→約20,000円

約14,000円
→約28,000円

約17,000円
→約34,000円

約21,000円
→約37,200円

高額介護サービス費（37,200円）
に該当する割合（※）

0.5% 8.5% 37.8% 51.4% 62.1％

・・ 2割負担となったときに高額介護サービス費（37200円）該当・・ １割負担で高額介護サービス費（37200円）該当

出典：平成２３年度介護給付費実態調査報告年報より作成

※ 19,000単位以上の者の割合

単位：千円



食料, 384,600

住居, 177,288

光熱・水道, 156,324

家具・家事用品, 
73,968

被服及び履物, 
59,280

保健医療, 101,184

交通・通信, 133,224

教養娯楽, 182,448

その他の消費支出, 
433,344

1,701,648 

○ 無職高齢者単身世帯の場合について、年金が年額280万円（合計所得金額160万円＋公的年金等控除120万円）と仮定し、税や
保険料を支払った後の所得と、無職高齢者単身世帯の平均的な消費支出（平均的な医療と介護の自己負担を含む。）を比較する。

○ 可処分所得と消費支出の差は約６５万円となり、後期高齢者医療と介護保険における自己負担の世帯単位での上限となる５６万
円を上回っている。

無職高齢者単
身世帯の平均
消費支出 年金収入

280万円

可処分所得

235万円

税：22.6

介護保険料：7.5

医療保険料：15.2

差額
65万円

無職高齢者単身世帯の場合の収支状況

※ 平均的な医
療と介護の自
己負担を含む。

○ 無職高齢者夫婦世帯の場合について、夫の年金が年額280万円（合計所得金額160万円＋公的年金等控除120万円）、 妻が国民
年金（79万円）と仮定し、税や保険料を支払った後の所得と、無職高齢者世帯のうち収入が250万円～349万円の世帯の平均的な消
費支出（平均的な医療と介護の自己負担を含む。）を比較する。

○ 可処分所得と消費支出の差は約６０万円となり、後期高齢者医療と介護保険における自己負担の世帯単位での上限となる５６万円
を上回る水準となっている。

無職夫婦高齢者世帯の場合の収支状況

収入２５０～３４９
万円の世帯の消費
支出 年金収入

359万円

可処分所得

307万円

税：19.2

介護保険料：13.5

医療保険料：19.6

食料, 652,944

住居, 151,560

光熱・水道, 229,824

家具・家事用品, 
98,016

被服及び履物, 67,644
保健医療, 150,816

交通・通信, 277,572

教養娯楽, 244,968

その他の消費支出, 
598,656

約60万円
2,471,998

※ 平均的な医
療と介護の自
己負担を含む。



（１）夫婦高齢者世帯の収入階級別の貯蓄等保有状況
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〔出典〕平成21年全国消費実態調査（注）「夫婦高齢者世帯」とは65歳以上の夫婦のみの世帯を指す

貯蓄等現在高
階級（万円）

○ 収入200万円未満の世帯で貯蓄等が2000万円以上の世帯の占める割合は約８％。

高齢者世帯の貯蓄等の状況
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貯蓄がない

（２）高齢者単身世帯の収入階級別の貯蓄等保有状況

○ 収入１５０万円未満の世帯で貯蓄等が１０００万円以上の世帯の占める割合は１１％。

〔出典〕平成２２年国民生活基礎調査を特別集計（注）「高齢者単身世帯」とは65歳以上の単身世帯を指す



利用者負担等の見直しの財政影響の推計

＜年度・億円＞ ＜円・月/人＞

給付費 保険料 公費 1号保険料

利用者負担の見直し
（被保険者の上位２０％に該当する者の利用者負
担２割、医療保険の現役並み所得に相当する者の
高額介護サービス費の見直し）

▲７４０ ▲３２０ ▲４２０ ▲３９

補足給付の見直し（合計）
▲６９０ ▲３００ ▲３９０ ▲３６

一定以上の預貯金のある者を対象外
▲３６０ ▲１６０ ▲２００ ▲１９

配偶者の所得を勘案
▲２００ ▲９０ ▲１１０ ▲１１

遺族年金等非課税年金を第２段階と第３
段階の判定に勘案

▲１３０ ▲６０ ▲７０ ▲７

※ 第６期（平成２７年度～２９年度）平均

注１：平成26年度予算案ベースを基に将来的な影響額を算出しており、今後の給付費の動向等により影響は変化する。
注２：平成27年度から29年度の満年度の効果を平均したもの。
注３：「公費」の額は、2号保険料に係る介護納付金に対する国庫補助を含む。

介 護 福 祉 士 の 資 格 取 得 方 法 に 関 す る これまでの動 き
【平成１９年度改正】

介護福祉士の資質向上を図る観点から、一定の教育課程を経た後に国家試験を受験するという形で資格の取得方法を一元化

（平成２４年度からの施行を予定。）

実務経験ルート 養成施設ルート

改正前 介護業務の実務３年を経て、国家試験を受験。 養成施設(２年以上)の卒業のみで介護福祉士の資格を取得。

改正後
実務３年に加え、600時間以上(６か月以上）の実務者研修の
受講を義務づけ。

教育内容を1,650時間の課程から1,800時間の課程に充実する
とともに、新たに国家試験を義務づけ。

【平成２４年度予備費】福祉・介護人材確保緊急支援事業の創設
メニューとして、介護従事者が介護福祉士試験の受験資格の要件となる「実務者研修」を受講する際に必要な代替要員を雇いあげるための

費用を 補助（介護福祉士試験の実務者研修に係る代替要員の確保）

【平成２３年度改正】
施行延長と環境整備を図るため、次のとおり改正。

実務経験ルート 養成施設ルート

改正内容

施行を平成２４年度から２７年度に３年延長。（法律）
理由 ： ①新たな教育内容 （たん吸引等）の追加、

②受講支援策の充実

施行を平成２４年度から２７年度に３年延長。（法律）

研修時間を600時間から450時間（たん吸引等50時間含む）に
見直し（省令）

新たな教育内容 (たん吸引等50時間)の追加により、研修時
間を1,800時間から1,850時間に見直し。（省令）

働きながらでも研修を受講しやすい環境の整備。（省令 等）
①通信教育の活用、②過去に受講した科目を読み替
える仕組みの導入、③受講費用の支援 等



医療勤務環境改善支援センターの運営について

１ 趣旨と基本的な対応方針

医師や看護職員をはじめとした医療従事者の確保を図るためには、病院又

は診療所（以下「医療機関」という。）の主体的な取組を通じて、労務管理

面のみならず、ワーク・ライフ・バランスなどの幅広い観点を視野に入れた

勤務環境改善の推進による「医療従事者の離職防止・定着対策」を講ずる必

要がある。

このため、平成２６年２月１２日に閣議決定された「地域における医療及

び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」

による改正後の医療法案（以下「改正医療法案」という。）においては、

（１）厚生労働大臣が定める指針に基づき、各医療機関の管理者が当該医療

機関に勤務する医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保

に資する措置を講ずるよう努めることとするとともに、

（２）都道府県は、こうした各医療機関の自主的な取組を促進するため、医

療従事者の勤務環境の改善に関する相談対応、必要な情報の提供、助言

その他の援助、調査及び啓発活動その他必要な支援を行うとともに、そ

のための拠点としての機能の確保に努める

旨の規定が創設されることとされている。

これらを踏まえ、各都道府県におかれては、本要綱を参照としつつ、こう

した支援を行う中核的な拠点機関として「医療勤務環境改善支援センター」

（以下「支援センター」という。）を設置いただき、地域の関係者と連携し、

地域の実情に応じた医療機関の勤務環境改善措置が講じられるよう取組をお

願いする。

なお、改正医療法案における勤務環境改善に関する規定については、平成

26 年 10 月 1 日（以下「施行日」という。）の施行を予定している。施行日
までに、必ずしも、すべての都道府県において支援センターが必置となるも

のではないが、勤務環境改善に関する拠点機能の確保について都道府県に努

力義務を課す法施行の趣旨を踏まえ、各都道府県におかれては、可能な限り、

２６年度中に支援センターを設置いただくよう格段のお取りはからいをお願

いしたい。



２ 都道府県の責務と支援センターの設置形態

（１）都道府県の責務

都道府県は、医療機関の相談に応じ、必要な情報提供、助言その他の援助、

調査及び啓発活動その他の必要な支援を行うなど医療従事者の勤務環境改善

の促進を実施に努めるとともに、こうした取組を実施するに当たり、医療従

事者の勤務環境を改善を促進するための拠点（センター）としての機能を確

保するよう努めることとされている。

都道府県は、医療計画や地域医療構想（ビジョン）策定を行うなど、地域

の医療提供体制の確保に関する主要な役割を担う主体であり、こうした取組

の一環として、医療従事者の勤務環境改善についても、効果的な取組を実施

することが求められているところである。例えば、さまざまな医師・看護職

員確保関連の対策（例：地域医療支援センター、ナースセンターの運営等）

をはじめとした都道府県の医療行政が担う各種施策と医療機関の勤務環境改

善に関する施策を連携させるなど、地域の実情に応じた効果的な取組を実施

することが望まれる。

（２）支援センターの設置形態

都道府県は、（１）の勤務環境改善を促進する事務の全部又は一部につい

て、厚生労働省令で定める者に委託することができることとされており、今

後、施行日までには、地域において医療に関する公益的な事業を実施する非

営利法人等こうした事務を適切に実施する能力を有する法人に対して委託可

能である旨を定める予定である。

支援センターについて、都道府県が直営で設置する場合と法人に委託する

場合のいずれの場合においても、都道府県は、支援センターの運営に主体的

かつ適切に関与しなければならない。なお、いずれの場合においても、医療

勤務環境改善支援センター運営協議会に、医師会、看護協会、病院団体、社

会保険労務士会、医業経営コンサルタント協会、労働局等の関係団体・関係

機関の参画を求めるなどして、支援センターが地域の関係者の主体的な関与

の下に運営されるよう配慮することが求められる。



３ 支援センターの事業内容

（１）勤務環境改善マネジメントシステムの活用促進

改正医療法案の規定に基づき、厚生労働省においては、医療機関において

自主的な勤務環境改善を促進するため、おおむね、次に記載する内容を中心

とする「指針」を策定するとともに、当該指針による取組等をわかりやすく

解説する「手引き書」を策定することとしている。

なお、当該指針については、改正医療法成立後、施行日までの間に策定し、

公布される予定であり、また、手引き書については、年度内にも公表する予

定である。

【「指針」に定めるべき主な事項の骨子】

○ 勤務環境改善を促進する領域

・働き方・休み方に関する事項

・医療従事者の健康支援に関する事項

・医療従事者の働きやすさ確保のための環境整備に関する事項

○ 各医療機関における勤務環境改善のプロセス

①方針表明、②推進体制の整備、③現状分析、④目標・計画の策定、⑤改善の取

組と運用、⑥評価などの各医療機関が勤務環境改善に取り組む一連のプロセスに

関する事項

○ 勤務環境改善に向けた取組の推進に当たって留意すべき事項

○ その他勤務環境改善の促進に当たって必要な事項

支援センターにおいては、こうした厚生労働大臣が定める指針等に基づき、

各医療機関が、いわゆる PDCAサイクルを活用して計画的に勤務環境改善に
向けた取組を行うための仕組み（以下「勤務環境改善マネジメントシステム」

という。）について、可能な限り、多くの医療機関が活用し、その勤務環境

改善に向けた自主的な取組が促進されるよう、地域の関係者と連携し、医療

機関に対する周知と支援を図るものとする。

（２）支援の基本方針

勤務環境改善マネジメントシステムによる各医療機関の取組を効果的に実

施するためには、強制や規制によるのではなく、医療機関による自主性をも

った改善活動が不可欠となる。そのため、各医療機関の管理者や医療従事者

が勤務環境を改善する目的意識を共有し、参加型の改善システムにより



PDCAサイクルによる取組を進めることが必要である。
また、本システムは、特定の勤務環境が悪化した医療機関のみを対象とす

る趣旨の制度ではなく、できる限り多くの医療機関を対象として、恒常的に

勤務環境の改善と向上が図られるプロセスの実施を目指すものである。

（３）支援の実施体制

支援センターにおいては、勤務環境改善に取り組む医療機関の多様なニー

ズに応えられるよう、ワンストップによる専門的・総合的な相談支援体制を

構築することが望ましいことから、次に掲げる専門スタッフの配置など適切

な体制の確保を図られたい。

なお、支援センターについては、例えば、他の医療関係の業務を行う拠点

等と一体的に設置・運営するなど、地域の実情に応じた柔軟な形態で実施す

ることも差し支えないので、より効果的な支援が行える体制を検討いただき

たい。その場合においても、医療機関から勤務環境改善の支援拠点であるこ

とが認識できるよう「医療勤務環境改善支援センター」である旨を明示する

ことが望ましい。

①医業経営アドバイザーの配置

医療機関の勤務環境改善に対する支援に当たっては、経営面の助言が不可

欠であり、診療報酬面、医療制度・医事法制面、組織マネジメント・経営管

理など医業経営に関する専門知識を有するアドバイザー（医業経営アドバイ

ザー）を配置することが求められる。なお、医業経営アドバイザーの配置等

の所用経費については、消費税を財源とした「新たな財政支援制度」として

各都道府県に創設される「基金」を積極的に活用願いたい。

②医療労務管理アドバイザーの配置

医療機関の勤務環境改善に対する支援に当たっては、勤務シフトの見直し、

労働時間管理、休暇取得促進、、就業規則の策定・改廃、賃金制度の設計、

安全衛生管理や福利厚生など労務管理面全般にわたる相談支援が不可欠とな

ることから、社会保険労務士等の労務管理に関する専門知識を有するアドバ

イザー（医療労務管理アドバイザー）を配置することが求められる。なお、

医療労務管理アドバイザーの配置に当たっては、都道府県労働局と連携・協

議の上、当該労働局の委託事業を活用願いたい。

③地域の関係機関との連携体制の構築（運営協議会の活用等）



支援センターによる支援を効果的に実施するためには、都道府県が主体的

に関わり、支援センターと地域の医療等に関わる関係者による連携体制を構

築することが不可欠となる。そのため、医療勤務環境改善支援センター運営

協議会等の場を活用するなどして、都道府県の医師会、看護師会、病院協会、

社会保険労務士会、医業経営コンサルタント協会や都道府県労働局その他地

域の実情に応じた関係機関との連携体制を構築することが求められる。

④事務処理体制

前記①から③までに掲げる取組が円滑かつ適切に実施できるよう事務処理

体制を適切に整備することが求められる。

（３）支援の実施手法

①多様な支援手法

支援センターによる支援の実施手法としては、医療勤務環境改善マネジメ

ントシステムに基づき、各医療機関 PDCAサイクルによる勤務環境改善の促
進をより効果的に図る観点から、

・同システムの導入支援のための集合研修・説明会・ワークショップの実

施

・各医療機関からの個別の相談対応

・各医療機関への訪問支援

・各医療機関への個別ニーズに応じ、他の支援機関との連携支援

など、個々の支援ニーズに応じ、柔軟な手法を講じることが求められる。

②関係機関・関係団体と連携・協働した支援

支援センターによる支援に当たっては、関係行政機関はもとより、関係団

体等と十分に連携・協働した上での支援を行うことが求められる。

また、求められる支援内容によっては、支援センターに配置されているア

ドバイザーによる相談のみでは対応が困難な場合が想定されるが、そうした

場合には、関係団体の取組との連携、他の専門的知識を有するアドバイザー

の派遣や関係する支援機関と連携・協働した支援を行うなど、支援センター

がワンストップ性を発揮し、関係機関との「ハブ機能」を果たすなどして的

確な支援が実施されるよう配慮願いたい。

なお、支援に当たっては、こうした連携を図った上で、さまざまな公的な

相談制度や補助制度・支援制度等の活用も視野に入れることが求められる

が、その例としては、下記のようなものが考えられる。



〔支援センターとの連携が想定される各種相談支援制度・アドバイザー機能の例〕

・ 女性医師バンク・女性医師支援相談窓口の相談員（都道府県など）

・ 地域医療支援センター（都道府県）

・ ナースセンター就業相談員（都道府県看護協会ナースセンター）

・ 雇用均等指導員等（都道府県労働局）

・ ハローワークのアドバイザー（ハローワーク）

・ メンタルヘルス対策支援センター相談員（同センター）

・ 次世代育成支援対策推進法に基づく次世代育成支援対策推進センター（商工

会議所など）

等

〔活用しうる各種支援制度の例〕

・ 消費税を財源とした「新たな財政支援制度」として新たに各都道府県に創設

される「基金」を活用した医療機関に対する助成制度等（院内保育所の設置

費、運営費、医療機関等での医療クラークや看護補助者の配置やその活用に

関する研修、ICT システム導入等に対する財政支援、救急医や産科医等の処
遇改善を図る医療機関等に対する財政支援、その他関連する支援等）

・ 労働時間等の改善・向上を目指す団体が行うセミナー開催や巡回指導などの

取組に対する支援その他の労働局関連の助成金（各都道府県の労働局）

・ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出・公表

制度

・ 上記計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした企業は、「子

育てサポート企業」として認定され、次世代認定マーク（くるみん）の利用

が可能となる制度及び認定企業への税制措置制度

・ 従業員の職業生活と家庭生活との両立支援に取り組む事業主などを支援する

「両立支援助成金」制度 等

③データベースの活用

２６年度より、厚生労働省において、全国の医療機関において取り組ま

れた勤務環境改善に関する好事例等のデータベース事業ををスタートさせ

る予定であるので、支援センターでの支援に当たっては、積極的に活用い

ただきたい。なお、当該データベースについては、追って、その詳細等を

お知らせする。

④医業経営面での研究成果等の活用

医療機関への支援に当たっては、医業経営面でのノウハウが不可欠であ



るが、厚生労働省の委託研究事業（医療施設経営安定化推進事業）として

実施された過去の研究成果等が下記ホームページに公表されているので、

活用いただきたい。

■ http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/anteika.html

４ 医療勤務環境改善支援センター運営協議会

医療機関の勤務環境改善を効果的に支援するためには、支援センターの責

任主体である都道府県の主催の下、地域の関係者が連携して支援センターの

運営を図ることが必要となる。

このため、おおむね、次のメンバーを含む地域の実情に応じた構成により、

医療勤務環境改善支援センターの運営に関する協議の場（以下「医療勤務環

境改善支援センター運営協議会」という。）を設置いただきたい。

・医師会、看護協会、病院団体等の地域の医療関係団体

・社会保険労務士会、医業経営コンサルタント協会等支援を行う関係団体

・労働局等の関係行政機関

・その他地域の実情に応じて必要と判断する関係者

医療勤務環境改善支援センター運営協議会の設置方法としては、新たに会

議を設置する方法によるほか、既存の医療対策に関する協議会を活用する方

法（こうした既存の会議に部会を設置する方法等を含む。）等も含め、地域

の実情に応じた柔軟な方法を検討いただきたい。また、医療勤務環境改善支

援センター運営協議会の庶務（事務局）については、支援センターが担うこ

とも可能であるが、その場合であっても、都道府県は、運営協議会の運営に

主体的に関与することが必要である。

５ 支援センターの運営財源

（１）医療労務管理アドバイザー関連経費

３（３）②に記載したとおり、労務管理アドバイザー配置に要する費用（関

連する事務費を含む。）について、労働局の委託事業を活用することが可能

である。この場合、予算の執行等を含め、当該都道府県の労働局において実

施することとなるので、所管の労働局と十分な連携・協議をいただくようお

願いしたい。

（２）医業経営アドバイザー関連経費

３（３）①に記載したとおり、医業経営アドバイザー関連経費については、

消費税を財源とした「新たな財政支援制度」として各都道府県に創設される



「基金」の活用が可能であるので、別途、お示しする当該「基金」に関する

計画に盛り込むなど、所用の手続を進めていただきたい。

６ その他の留意点

（１）医療機関の勤務環境改善に要する助成

消費税を財源とした「新たな財政支援制度」として各都道府県に創設され

る「基金」については、支援センターの運営費のみならず、都道府県の判断

により、勤務環境改善計画に基づく各医療機関の取組に対しての助成にも活

用することが可能であるので、積極的な活用を検討いただきたい。

（２）２６年度における留意点

前記のとおり、支援センターについては、仮に改正医療法案が国会で会期

内に成立した場合には、２６年１０月に改正医療法関係規定が施行され、法

令上、都道府県において勤務環境改善の支援拠点の確保に努める義務がスタ

ートする見込みであることにかんがみ、各都道府県におかれては、可能な限

り、２６年度中に設置するようお願いしたい。

２６年度当初（※２６年８月１日まで）に支援センターが未設置の都道府

県においては、労働局の委託事業として、社会保険労務士等による「医療労

務管理相談コーナー」を暫定的に設置することとしているが、この場合、可

能な限り、２６年度途中に支援センターを発足させ、暫定的な体制を解消す

ることが求められる。支援センターの発足に当たっては、労働局の事業であ

る「医療労務管理相談コーナー」業務の支援センターへの円滑な移行等を図

る方策等について、労働局をはじめ、運営協議会を活用するなどして、地域

の関係者との密接な連携を図っていただくようお願いする。



第四節 医療従事者の確保等に関する施策等
第三十条の十三 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務
環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。

第三十条の十四 厚生労働大臣は、前条の規定に基づき病院又は診療所の管理者が講ずべき措置
に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものと
する。

第三十条の十五 都道府県は、医療従事者の勤務環境の改善を促進するため、次に掲げる事務を実
施するよう努めるものとする。
一 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する相談に応じ、必要な情報の
提供、助言その他の援助を行うこと。
二 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する調査及び啓発活動を行うこ
と。
三 前二号に掲げるもののほか、医療従事者の勤務環境の改善のために必要な支援を行うこと。
２ 都道府県は、前項各号に掲げる事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託すること
ができる。
３ 都道府県又は前項の規定による委託を受けた者は、第一項各号に掲げる事務又は当該委託に係
る事務を実施するに当たり、医療従事者の勤務環境の改善を促進するための拠点としての機能の
確保に努めるものとする。
４ 第二項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者
は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第三十条の十六 国は、前条第一項各号に掲げる事務の適切な実施に資するため、都道府県に対
し、必要な情報の提供その他の協力を行うものとする。

■改正医療法案の関連条文（医療機関の勤務環境改善関連）■改正医療法案の関連条文（医療機関の勤務環境改善関連）

医療機関の勤務環境改善に係るワンストップの相談支援体制の構築

【事業イメージ（全体像）】
医師・看護師等の医療スタッフの離職防止や医療安全の確保等を図るため、国における指針の策定等、各医療機関がPDCA サイクルを活用し
て計画的に勤務環境改善に向けた取組を行うための仕組み（勤務環境改善マネジメントシステム）を創設するとともに、各都道府県ごとに、
こうした取組を行う医療機関に対する総合的な支援体制（医療勤務環境改善支援センター）を設置する。事業実施については地域の医療関係
団体等による実施も可能（※都道府県の実情に応じた柔軟な実施形態）

一
体
的
な
支
援

医療労務管理支援事業
（医療労務管理アドバイザー１名配置）

医業分野アドバイザー事業

○診療報酬制度面
○医療制度・医事法制面
○組織マネジメント・経営管理面
○関連補助制度の活用
等に関する専門的アドバイザーの派遣等

○労務管理面でのアドバイザー配置
約４００万円／箇所

各医療機関が勤務環境改善マネジメントシステムに基づき策定する「勤務環境改善計画」の策定、実施、評価等をワンストップ
で、かつ、専門家のチームにより、個々の医療機関のニーズに応じて、総合的にサポート

相談支援
情報提供
研修会 等

労働基準局予算
都道府県労働局が執行
（労働保険特別会計２．２億円） 医政局予算

都道府県衛生主管部局
「新たな財政支援制度」公費904億円の内数

※新たな財政支援制度
による基金対象事業

都道府県 医療勤務環境改善支援センター

2

現状の評価

課題の抽出

改善方針の決定

勤務環境改善マネジメントシステム

勤務環境改善に取り組む医療機関

院内で、院長、各部
門責任者やスタッフ
が集まり協議

ガイドラインなどを
参考に改善計画を策定

・医療従事者の働き方・休み方の改善
多職種の役割分担・連携（チーム医療推進）
医師事務･看護業務補助者の導入
勤務シフトの工夫、短時間正職員の導入
休暇取得促進
子育て中・介護中の者に対する残業免除

・働きやすさ確保のための環境整備
院内保育所・休憩スペースなどの整備
患者からの暴力・ハラスメントへの組織的対応
医療スタッフのキャリア形成支援 など

※ 地域の関係団体と連携した支援
医師会・病院協会・看護協会・社会保険労務士会・医

業経営コンサルタント協会等

社会保険労務士、
医業経営コンサ
ルタントなど



【ステップ１ 】

方針表明
院長の責任の下、取組の方針を周知し、取組をスタート

【ステップ２ 】

体制整備
院内に多職種による継続的な体制づくり

【ステップ３ 】

現状分析
客観的な分析により課題を明確化

【ステップ４ 】

計画策定
目標と達成のための実施事項を決定

【ステップ５ 】

取組の実施
１つ１つ着実で継続的な実践

【ステップ６ 】

評価・改善
成果を測定し、次のサイクルにつなげる

マネジメント
システム
導入準備

計画

実行

評価・改善

Plan

Do

Check & Act

勤務環境改善マネジメントシステムの流れ 26年３月中に、
医療機関で活
用できる「手
引き」を公表
する予定。

勤
務
環
境
改
善
支
援
セ
ン
タ
｜
に
よ
る
支
援

厚
生
労
働
省
の
支
援
・
協
力

各医療機関の取組

想定される「改善」領域とその例示

■働き方・休み方等（労働時間管理等）
（例）
・時間外労働の削減、１回あたりの最長勤務時間の削減、
・年次有給休暇をはじめとする休暇の促進、
・夜勤負担軽減策（夜勤帰りの早帰り等）、
・勤務と勤務の間隔の確保 等

■医療スタッフの健康支援（労働安全衛生）
（例）
・メンタルヘルス対策、腰痛・感染対策、健康チェックの実施 等

■働きやすさ確保のための環境整備（ソフト面・ハード面ともに）
（例）
・院内保育所の整備、休憩スペースの設置、円滑な情報共有のためのシステム導入 等
・子育て・介護中の者に対する残業免除等
・給与制度や人事制度、患者や関係者からの暴力、職場のいじめ・ハラスメント対策の実施 等
・医療スタッフのキャリア形成支援等

■働きがいの向上
（例）
・医療スタッフの専門職としてのキャリア形成支援等
・人事制度によるキャリアアップ 等



【「雇用の質」向上マネジメントシステム】アクションプラン･シート

担当者 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月具体的取組内容

対策①：

対策②：

対策③：

■「手引き書」において提示予定の「計画策定のためのツール」の例（あくまでも一例。より簡略化して活用することも可能）

・まずは自らの医療機関の目指す姿（ミッション・ビジョン）を確認し、それに向かう中長期的な取組を検討。

・「現状分析・対策立案シート」：ミッション・ビジョンから中長期（例えば３年後）の勤務環境改善目標を設定、現状分析結果と比較する
ことで課題を発見し、その原因に対して取組を検討。

・個々の取組については、「アクションプランシート」を活用し、１年間の具体的活動スケジュールを検討。

【「雇用の質」向上マネジメントシステム】現状分析・対策立案シート

ミッション

（理念）

ビジョン

（中期的な目標）

今年度の取組

（ ）年間の取組

勤務環境の現状 （ ）年後の勤務環境改善目標

課題（目標と現状のギャップ） 課題が生じている原因

対策（課題解決策）

■医療勤務環境改善支援センター事業については、新たな財政支援を活用した「基金」の対象事業。事業実施効果を高
める観点からも、都道府県においては、可能な限り、２６年度中に支援センターをスタートできるよう、都道府県が
「基金」を活用した事業化。

■「基金」に関する情報については、今後、順次、厚労省から提示。

■円滑な事業実施に向け、可能な限り早急に、関係団体（都道府県医師会、看護協会、病院団体、社会保険労務士会、
医業経営コンサルタント協会その他地域の関係者、都道府県労働局等）との協議の場を設置。

２５年度 ２６年度 ２７年度

「勤務環境改善システム」に関する研究事業
※医療機関用の「手引き」
※好事例 等 ※26年度～ 好事例共有のためのデータベース

「医療勤務環境改善支援センター」事業スタート
※可能な限り、２６年度中に支援センターを設置。
※都道府県、都道府県労働局、医師会・看護協会、病院団体、社会保険労務士会、医業経営コンサルタ
ント協会、その他地域の関係者による協議の場（運営協議会）を設置

新たな財政支援制度による「基金」による事業費確保

国

都
道
府
県

社会保障制度改革
国民会議報告

３月 全国課長会議 事業の
実施イメージを提示

３月中 医療機関用の「手引
き」提示

医療勤務環境改善に関する
改正法案

閣議決定・国会審議
改正法施行準備

H26.10．1（予定）
医療勤務環境改善関係

施行

社会保障審議会医療部会
意見

※医療勤務環境改善システム
導入を提言

■医療勤務環境改善に関する取組のスケジュール■医療勤務環境改善に関する取組のスケジュール

労働保険特別会計（都道府県労働局が都道府県と協議しながら執行）



委託型 直営型
未設置

医療勤務環境
改善支援センター

医療勤務環境
改善支援センター

医療労務
管理支援
事業

医療労務管
理支援事業

受託者
（医療関係団体等）

受託者

都道府県

委
託

委
託

委
託

労務管理に関する専門的
な知識を有する団体

（支援センター未設置）

医療労務管
理相談コー
ナー事業

※暫定的

委
託

受託者

労務管理に関する専門的
な知識を有する団体

「未設置型」は、あくまで
も暫定的な形態。可能な限
り、２６年度中の支援セン
ター設置を目指す。

都道府県

■医療勤務環境改善支援センターの設置形態等

労働局

都道府県

労働局 労働局

勤務環境改善支援センターを設置



３．特定機能病院等検討会報告書に基づく省令改正

特定機能病院及び地域医療支援病院の
承認要件の見直しについて

特定機能病院及び地域医療支援病院の承認要件の見直しについて

○背景

平成23年12月22日の社会保障審議会医療部会の意見書において、医療を取り巻く様々な環境の変化を踏ま

え、特定機能病院及び地域医療支援病院の承認要件の見直しを行う必要性が提言されたため、「特定機能

病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」（座長：遠藤久夫学習院大学教授）を設置し、それ

ぞれの承認要件の見直しを行い、平成26年1月23日に取りまとめたところ。（別添参照）

○今後の予定

・平成26年4月1日施行予定として、関連法令（厚生労働省令及び通知）について所要の改正を実施

※特定機能病院及び地域医療支援病院が毎年行う業務報告書についても様式を改正予定

（参考）「医療提供体制に係る意見」（平成２３年１２月 医療部会）（抜粋）
２．病院・病床の機能の明確化・強化
（２）特定機能病院のあり方
○ 特定機能病院が担う「高度な医療」とは、今後の高齢社会においては、複数の疾患を持つ複雑性の高い患者への対応が必要となる中で、他分野にわたる総合
的な対応能力を有しつつ、かつ専門性の高い医療を提供することになると考えられる。

○ 特定機能病院は、一般の医療機関では通常提供することが難しい診療を提供する病院として、地域医療の最後の拠り所としての役割を担っていくべきである。
○ 大学病院等大病院について、外来が集中し勤務医の長時間勤務などにつながっているという指摘がある。また、患者が大病院を選ばざるを得ない現状もあると
の指摘もある。貴重な医療資源の効率的な配分及び勤務医の労働環境への配慮の観点から、特定機能病院の外来診療のあり方を見直す必要がある。

○ 特定機能病院における研究については、論文数等によって評価することとなっているが、その質の担保のためには、更なる評価の観点が必要である。
○ 特定機能病院については、制度発足当初から医療を取り巻く様々な環境が変化している中、以上の指摘を踏まえつつ、その体制、機能を強化する観点から、
現行の承認要件や業務報告の内容等について見直しが必要である。

○ 高度な医療の提供を担う特定機能病院としての質を継続的に確保していくため、更新制度を導入する等、特定機能病院に対する評価のあり方を検討する必要が
ある。

（４）地域医療支援病院のあり方
○ 当初の地域医療支援病院の理念を踏まえ、地域医療支援病院における外来診療のあり方を見直す必要がある。
○ 地域医療支援病院について、地域医療の確保を図る観点から、他の医療機関間との連携のあり方等について評価すべきである。
○ 地域医療支援病院については、以上の点を踏まえつつ、その役割・機能を強化する観点から、現行の承認要件や業務報告の内容等について見直しが必要である。

背景と今後の予定



○各都道府県における取扱い

各都道府県におかれては、地域医療支援病院の新たな承認要件について、管轄地域の各医療機関に周知

をお願いしたい。また、平成26年４月１日以降の取扱いについては以下を参考として対応願いたい

① 新たに承認申請があった場合の取扱い：新たな承認要件に基づき、承認の是非を判断

② 既に地域医療支援病院の承認を受けている病院の業務報告（平成26年10月）の取扱い

〔 様 式 〕新たに定める厚生労働省様式例を参考に各都道府県で作成

〔業務報告の取扱い〕新たな承認要件の一部を満たさない場合には以下対応を行う

１）満たさない基準について、２年程度の期間の改善計画を策定し、業務報告と併せて都道府県へ

提出するよう当該病院に依頼

２）改善計画を参考とし、必要に応じて、都道府県医療審議会等で審議すること

なお、平成28年の業務報告等で、改善計画によってもなお改善が図られない場合には、必要に応じて、

地域医療支援病院の承認の取扱いも含めて検討されたい。

③ 地域医療支援病院承認後のフォローアップ：

業務報告のみで評価するのではなく、必要に応じて、ヒアリングや現地調査の実施等の検討

地域医療支援病院に関する新たな承認要件の取扱い（経過措置）等について

○紹介率等 ：紹介患者への対応と救急患者への対応を同一の算定式で評価していたものを別々に評価する

算定式に見直すとともに、基準値を厳格化

【旧基準】 【新基準】

算定式

基準値

○救急医療の提供：救急搬送患者の受入れを要件化

【新基準】 原則として下記のいずれかを満たすこととする。

＜要件１＞ 救急搬送患者数÷救急医療圏人口×1000 ≧ ２

＜要件２＞ 当該医療機関における年間の救急搬送患者の受入数 ≧ 1,000

※救急搬送患者：地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬送された初診患者

（搬送時間は問わない）

ただし、 救急医療の確保の観点から、救急搬送患者数の基準値を満たしていない場合であっても

都道府県知事が適当と認めた場合には承認可能

○地域の医療従事者への研修：地域の医療従事者に対する研修を年間12回以上主催すること

地域医療支援病院の承認要件の主な見直し事項

紹介率80％以上、又は

紹介率60％以上かつ逆紹介率30％以上、又は

紹介率40％以上かつ逆紹介率60％以上

紹介率80％以上、又は

紹介率65％以上かつ逆紹介率40％以上、又は

紹介率50％以上かつ逆紹介率70％以上

紹介率＝（紹介患者数＋救急患者数）／初診患者数

逆紹介率＝逆紹介患者数／初診患者数

紹介率＝紹介患者数／初診患者数

逆紹介率＝逆紹介患者数／初診患者数

（別添）

※ 新基準の初診患者数は、救急搬送患者を除く。



○分類：幅広い領域について対応することが可能な病院と、がん等の特定の領域に関する病院のそれぞれの

特性に応じて承認要件を設定

○標榜科：他分野にわたる総合的な対応能力を有する観点から、以下の標榜を要件化

内科、外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、

耳鼻いんこう科、放射線科、脳神経外科、整形外科、歯科、麻酔科、救急科

○専門医の配置：医師の配置基準の半数以上が１５種類いずれかの専門医であることを要件化

○紹介率等：紹介率、逆紹介率について、それぞれ算定式を設定

【旧基準】 【新基準】

算定式

基準値

特定機能病院の承認要件の主な見直し事項（１）
（参考）

紹介率30％以上 紹介率50％以上かつ、逆紹介率40％以上

紹介率＝

（紹介患者数＋逆紹介患者数＋救急搬送患者数）

÷（逆紹介患者数＋初診患者数）

紹介率＝（紹介患者数＋救急搬送患者数）

÷初診患者数

逆紹介率＝逆紹介患者数÷初診患者数

※ 新基準の初診患者数は、休日又は夜間に
受診した患者を除く。

○医療技術の開発及び評価

【論文数】当該医療機関に所属する医師等が発表する論文数について、使用言語を問わず年間100件以上とし

ていたものを、英語論文数が年間70件以上（査読のある学術雑誌に掲載されたものに限る）とした

こと

【その他】臨床研究等が適切に実施されていることを評価する必要から、以下について新たに要件化

・臨床研究に関し必要な事項について調査審議するための倫理審査委員会が設置されていること

・利益相反（COI）の管理について適切な措置を講じていること

・臨床研究の倫理等について院内の医療従事者に対する講習や教育等のための必要な措置を講じてい

ること

○研修統括者の配置：研修を受ける医師及び歯科医師の数が、年間30人以上であることに加えて、診療科ごと

に、研修プログラムを管理し、研修を統括する者を配置することを要件化

○特定領域に関する特定機能病院の承認要件

・標榜科については、16診療科のうち、10以上の診療科を標榜していること

・紹介率等については、紹介率80％以上かつ、逆紹介率60％以上であること

・極めて先駆的な診療を行っていること

・日本全国の医療機関に勤務する医療従事者を対象とした専門的な人材育成を行っていること

※上記の事項以外については、幅広い領域に対応する特定機能病院と同様

特定機能病院の主な見直し事項
（参考）

特定機能病院の承認要件の主な見直し事項（２）



ワンストップ支援センターについて

第２次犯罪被害者等基本計画（平成23年３月） （抄） 平成23年４月から平成27年度末（５か年）

第１ 損害回復・経済的支援等への取組

第２ 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

（14）医療機関における性犯罪者被害者への対応体制の整備

（16）ワンストップ支援センターの設置促進

第３ 刑事手続への関与拡充への取組

第４ 支援等の体制整備への取組

第５ 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

ワンストップ支援センターとは
□ ワンストップ支援センター設置の目的
性犯罪・性暴力被害者に対して、被害直後からの総合的な支援（産婦人科医療、相談・カウンセリング
等の心理的支援）

□ ワンストップ支援センターにおける主な支援対象
強姦・強制わいせつ（未遂・致傷を含む）の被害に遭ってから概ね１～２週間程度の急性期の被害者

□ ワンストップ支援センターの核となる機能（主な支援内容）
○支援のコーディネート・相談
・電話や来所による相談 ・被害者の状態・ニーズを把握する。
・支援の選択肢を示す。
・必要な支援を行っている関係機関・団体（警察、精神科医、臨床心理士・カウンセラー、弁護士・
法テラス、男女共同参画センター、婦人相談所、児童相談所、精神保健福祉センター、検察庁等）に
確実につなぐ

○産婦人科医療（救急医療・継続的な医療・証拠採取等）
□ ワンストップ支援センターの形態（例）

※施策の詳細は内閣府ＨＰ共生社会政策犯罪被害者等施策（http://www8.cao.go.jp/hanzai/index.html）を参照されたい。



１．新たな財政支援制度について 

 

○ 医療・介護サービスの提供改革のための新たな財政支援制度について

は、通常国会に提出した医療介護総合確保推進法案において、制度とし

て法的に位置づけることとしている。 

 

○ 新たな財政支援制度は、各都道府県に基金をつくり、各都道府県が作

成した整備計画に基づき事業を実施するものであり、平成 26 年度におい

てはまず医療を対象とし、介護サービスの充実については次期介護保険

事業計画がスタートする平成 27 年度から実施することとしている。 

 

○ 今後のスケジュールについては、本日は留意事項についてご説明し、

追って事業例をお示しする予定である。また、３月２０日（木）に都道

府県担当者会議を開催するとともに、４月と５・６月に二度個別ヒアリ

ングを実施し、その時点で検討している事業の内容や事業全体の規模感

等を確認したいと考えているので出席方お願いする。この他、新基金に

関する情報については適宜提供していきたいと考えている。 

 

○ 交付の条件については、次のとおり考えているので留意されたい。 

（１）事業内容が新たな財政支援制度の対象事業に合致していること。 

①病床の機能分化・連携のために必要な事業 

②在宅医療（歯科・薬局を含む）を推進するための事業 

③医療従事者等の確保・養成のための事業 

（２）官民に公平に配分することとし、都道府県計画において、公的・

民間の割合・額を明示し、当該割合についての経緯・理由やそれに

対する都道府県の見解を付すこと。 

（３）都道府県計画の公正性・中立性を確保するため、官民を問わない

幅広い地域の関係者（市町村長、医療を受ける立場にある者、医療

保険者、医療機関、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他

の関係団体（医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、病院団体 

  等）、学識経験を有する者等）から意見を聴取すること。 

（４）地域包括ケアの推進等のため特に必要と考えられる事業（追って

事業例をお示しする）、今回の「医療介護総合確保推進法案」によ

り新たに法律に位置づけられた事業（地域医療支援センター、医療

勤務環境改善支援センター）については、実施について必ず検討す

ること。 

   なお、各都道府県におけるこれを踏まえた検討状況については、

都道府県個別ヒアリングの際に聞くこと及び国の総合確保方針を

策定するための協議会において配分方法と合わせ検討状況を報告

する予定としている。 



 

○ 新基金の交付決定については、年度途中となる予定であるが、年度当

初から実施する必要がある事業については、交付決定までの間は各都道

府県において事業費を立て替えの上、基金設置後に基金から当該立て替

え分について支出する等により、法施行日前から執行することが可能で

ある。 

 

○ 新基金の配分方法について 

新基金の配分は、都道府県人口、高齢者増加割合等の基礎的要因や都

道府県計画の評価等の政策的要因を勘案して、都道府県計画に基づき、

予算の範囲内で行うことを検討することとし、総合確保方針を策定する

ための協議会で配分方法を報告する予定としている。 

 

○ 都道府県計画の作成に係る手順について 

 平成２６年度における都道府県計画の作成に係る手順については「都

道府県計画の作成に係る手順（26 年度）（案）」ご確認いただきたい。 

 平成２６年度については、市町村計画策定を待たずに都道府県計画を

まず作成していただきたい。市町村が市町村計画を策定する場合には、

必要に応じ、後で都道府県計画を修正されたい。ただし、スケジュール

に間に合うのであれば、市町村計画を踏まえて都道府県計画を策定する

のを妨げるものではない。 

  

○ 都道府県計画の計画期間について 

計画期間は複数年とすることができるものとし、病床の機能分化・連

携のための施設整備等については、実施する事業に応じた計画期間を設

定できるものとする。新基金については毎年度予算措置していくことを

想定しているが、平成２７年度以降の追加予算の確保を確約するもので

はないので留意されたい。 

 

○ 経理区分の明確化について 

新基金の財源について、消費税財源と一般財源に経理区分を明確にす

る必要がある。基金事業としては一体のものと考えているが、予算内示

後、都道府県は、都道府県計画を見直す際に経理区分を明確にする必要

がある。なお、消費税と一般財源の比率で事業の費用を按分することも

可能である。 

 

○ 都道府県計画の変更について 

  都道府県は、都道府県計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生

労働大臣に提出しなければならない。ただし、軽微な変更の場合、厚労

省への事前協議を省略し提出のみで可とすることを考えている。 



 

○ 新基金の申請書類としては 

・都道府県計画（事業毎の個表（様式１） 

・都道府県計画の概要（パワーポイントを含め 5 枚程度） 

・総括表（様式 2） 

・現行の医療計画（ＰＤＣＡに基づき見直したものがあれば提出） 

・医師確保等に関する計画（別途依頼） 

の提出を考えているのでご確認いただきたい。 



２．医療計画の PDCA について 

 

（１）PDCA の推進について 

○ 各都道府県においては、平成２５年度からの新たな医療計画が作成さ

れ、同計画に基づく医療提供体制の構築が進められているが、今後医療

計画の実効性を高めていくには、PDCA サイクルを効果的に機能させるこ

とが重要である。 

 

○ このため、厚生労働省では平成２５年７月より「PDCA サイクルを通じ

た医療計画の実効性の向上のための研究会」を開催し、PDCA サイクルの

推進のあり方や実効性向上のための支援について検討を行い、年度内に

報告書をとりまとめる予定である。 

 

○ これとあわせて、都道府県による医療計画の評価及び見直しを支援す

るため、当該評価及び見直しを行うに当たって必要な指標に係るデータ

を集計・可視化したものや都道府県が自ら解析するためのツールなどを

収めた医療計画作成支援データブックを本年度中に配付する予定である。 

また、都道府県担当者に向けた、医療計画作成支援データブックの活

用方法等に関する研修会を３月２６日（水）に実施することとしており、

平成２６年度においても実施する予定としている。 

 

○ また、平成２６年度予算案において、医療計画作成支援のためのデー

タベースを構築するための経費を計上している。 

 

○ 都道府県においては、これらを活用し、５疾病・５事業及び在宅医療

に係る施策等の進捗状況の把握や評価を定期的に実施するとともに、こ

れを踏まえて必要に応じて医療計画の見直しを行い、より実効性の高い

計画としていただくようお願いする。 

 

○ 特に、今後、医療介護総合確保推進法案が成立した場合は、これに基

づき、医療計画の一部として地域医療構想の策定及び実現が進められる

こととなる。 

この将来の医療提供体制に関する構想である、地域医療構想の実現に

向けては、まずは医療計画を、現状を踏まえつつ適宜見直しながら着実

に実行していくことが重要であるため、各都道府県においては、地域医

療構想の実現に向けて、PDCA サイクルによる医療計画の不断の見直しに

努められたい。 

 

 

 



（２）病床関係について 

○ 基準病床数や既存病床数等の調査について、昨年に引き続き実施する

こととしているので協力をお願いする。 

 

○  また、特定病床の特例については、平成２５年４月に「特定の病床等

の特例の事務取扱について」を通知しているので、増床の協議を行う際

は参考にされたい。 

   



３．地域における医師の確保について 

○ 地域における医師の確保については、これまでも地域枠の拡大とい

った医学部定員の増員や、修学資金の貸与事業などに地域医療再生基

金を活用するなどの支援を行ってきた。 

 

○ 加えて、地域における医師の偏在解消などを目的として、都道府県

に「地域医療支援センター」を設置し、大学等の関係者との緊密な連

携を図りつつ、医師のキャリア形成上の不安を解消しながら、地域枠

の医師などを活用して、地域の医師不足病院における医師の確保の支

援等を行っているところである。 

 

○ 平成２５年度においては、３０道府県を選定し、事業に対する支援

を実施している。 

・予算総額：9.6 億円（30 箇所） 

・平成２５年度実施道府県 

北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、群馬県、 

埼玉県、千葉県、石川県、山梨県、大阪府、奈良県、和歌山県、 

新潟県、長野県、静岡県、岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、 

岡山県、島根県、広島県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、 

大分県、宮崎県 

 

○ 上記３０道府県におかれては、ドクターバンク事業の実施、医師の

キャリア形成プログラムの作成・運営、修学資金を貸与した医師の配

置調整等により、平成２５年７月３１日現在、１，０６９名の医師を

確保し、県内医療機関へあっせんするなど、地域における医師確保対

策に確実な効果を挙げている。 

 中でも、医師のキャリア形成を支援しながら、医師不足地域での勤

務も推進できるキャリア形成プログラムの作成・運営は、地域におけ

る医師の偏在の解消に効果的である。 

 

○ 国会提出中の医療介護総合確保推進法案においては、地域医療支援

センターの機能について、新たに医療法に位置付けるとともに、当該

機能の実施を都道府県の努力義務とすることとしており、地域医療支

援センターを設置していない県においても、積極的な実施をお願いし

たい。 

 

○ 地域医療支援センター事業に対する支援については、新たな財政支

援制度（基金）で対応することが可能である。 

 



○ また、各地域医療支援センターにおいて効率的かつ効果的な運営が

図られるよう、医師派遣に関する医療機関との調整の過程などといっ

た地域医療支援センターの活動内容や、派遣やあっせんの成果などに

ついて、広く周知しているところである。 

 

○ 平成２５年７月２２日に「地域医療支援センターに係る情報交換会」

を開催し、先行実施県の主な取り組み状況について情報を交換すると

ともに、好事例について情報提供しているところであるが、これから

も先行実施県の取り組み状況について、幅広く周知していくこととし

ている。 

各都道府県におかれては、これらの好事例を参考とし、地域医療支

援センターの更なる効率的かつ効果的な運営に努めていただきたい。 

 

○ また、医療法第 30 条の 12 第 1 項に定める医療対策協議会において、

地域医療支援センターの取組み状況などを踏まえつつ、医師不足地域

への医師派遣の調整など医師確保対策全般について積極的な協議を

行うなど、関係者の協力を得ながら、地域全体で医師確保対策に取り

組むようお願いする。 

 

 ○ なお、先般、医師確保・医師養成に係るアンケート調査を依頼した

ところであるが、調査結果がまとまり次第、その結果を各都道府県と

も共有するので、更なる医師確保対策の推進に役立てていただきたい。 

 



４．在宅医療の推進について 

 

今後、高齢化が進展し、医療・介護サービスの需要が増大していく中

で、患者それぞれの状態にふさわしい良質かつ適切な医療を効果的かつ

効率的に提供する体制を構築するためには、医療機能の分化・連携を進

め、各医療機能に応じて必要な医療資源を適切に投入し、入院医療全体

の強化を図るとともに、同時に、退院患者の生活を支える在宅医療及び

介護サービス提供体制を充実させていくことが非常に重要である。 

都道府県は、平成２５年度からの医療計画に基づき、1)退院支援、2)

日常の療養生活の支援、3)急変時の対応、4)在宅での看取りを可能とす

るための在宅医療の提供体制の構築に取り組むこととなっている。今国

会に提出している医療介護総合確保推進法案において、在宅医療（居宅

等における医療）を医療計画に位置付けることにしており、法案成立後

は、これに基づき、地域における医療及び介護の総合的な確保を促進し、

在宅医療の推進を図っていくこととなる。 

同法案ではさらに、平成２７年度には、地域の医療提供体制の将来あ

るべき姿である「地域医療構想」を医療計画の一部として作成し、平成

３０年度からは医療計画及び介護保険事業支援計画を一体的に策定し

て、在宅医療を推進することとなる。これらに円滑に対応できるよう、

各都道府県は、市町村とよく連携を図り入念に準備いただきたい。 

 

 

●．在宅医療（歯科・薬局を含む）の推進 

《医療提供体制の改革のための新たな財政支援制度の創設》 

平成 26 年度予算案 ９０４億円 

  ○ 医療従事者の確保・養成や在宅医療の推進、病床の機能分化・連

携を図るため、関係法律の改正法案を平成２６年度通常国会に提出

し、社会保障制度改革プログラム法に盛り込まれた新たな財政支援

制度（各都道府県に基金を設置）が創設されることに伴い、在宅医

療（歯科・薬局を含む）については、在宅医療の実施に係る拠点・

支援体制の整備や、在宅医療や訪問看護を担う人材の確保・養成に

資する事業等への財政支援を行う。  
 

○ なお、医療提供体制推進事業費補助金のうち、「訪問看護推進事

業」、「在宅歯科医療連携室整備事業」、「在宅歯科診療設備整備事業」

について、新たな財政支援制度で対応することが可能となる。  
 
○ 「１．新たな財政支援制度について」を参照  

 

 



●．小児等の在宅医療提供体制の整備 

《小児等在宅医療連携拠点事業》  平成 26 年度予算案 １．５億円 

○ 在宅医療においては、平成 23 年度及び平成 24 年度に、地域にお

ける介護と連携した在宅医療の提供体制のモデル事業を行ってき

たところであるが、NICU を退院し在宅医療に移行する小児等につい

ては、専門医療機関との連携の必要性や、福祉・教育等との連携の

重要性など、小児特有の課題に対応する体制の検討が重要である。 

 

○ また、平成 25 年度にモデル事業として８都県において、医療機

関等との連携により実施いただいているが、平成 26 年度において

も、引き続きモデル事業を実施する。 

 

 

●．人生の最終段階における医療体制の整備 

《人生の最終段階における医療体制整備等事業》 

平成 26 年度予算案 ０．５億円 

○ 患者の意思を尊重した人生の最終段階における医療を実現する

ため、医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされた上で、患

者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による決定を基本とし

て、進めることが重要である。 

 

○ このため、平成 19 年に「終末期医療の決定プロセスに関するガ

イドライン」をまとめ、周知を図っているが、ガイドラインを活用

している病院、介護老人福祉施設は 2 割と十分認知されているとは

言えない状況である中、人生の最終段階における医療に係るより充

実した体制整備が強く求められている。 

 

○ このことから、平成 26 年度予算の成立後、患者の意思を尊重し

た最終段階における医療を実現するため、１０カ所程度の医療機関

において、患者の人生の最終段階における医療などに関する相談に

乗り、必要に応じて関係者の調整を行う相談員の配置や、困難事例

の相談などを行うための複数の専門家からなる委員会の設置など

を行うことによって、人生の最終段階における医療に係る適切な体

制のあり方を検討し、その体制整備を構築するとともに、ガイドラ

インの周知徹底を図ることとしている。 

 
 
 
 
 



●．在宅歯科医療等の推進について 

《歯の健康力推進歯科医師等要請講習会》  

平成 26 年度予算案 １５百万円 

《在宅介護者への歯科口腔保健推進設備整備事業》  

平成 26 年度予算案 医療施設等設備整備費補助金（6.6 億円の内数） 

○ 在宅歯科医療や口腔ケア等を推進していくため、 

・ 在宅歯科医療及び口腔ケア等の専門性を持つ歯科医師及び歯科

衛生士の養成 

・ 在宅介護者に対する歯科口腔保険の知識などの指導・普及 

を図るため、在宅歯科医療を実施する医療機関に口腔ケアに必要な

機器等の整備を引き続き実施することとしているので、これらの事

業を効果的に活用されたい。 

 



５．災害医療について

○ 災害拠点病院については、東日本大震災を受け、災害医療体制の一層の充実を

図る目的から開催した「災害医療等のあり方に関する検討会」（座長：大友 康

裕 東京医科歯科大学教授）の報告書を踏まえ、診療機能を有する施設の耐震化

や衛星電話、衛星回線インターネットの整備、全ての災害拠点病院に災害派遣医

療チーム（ＤＭＡＴ）の配置、地域の医療機関との連携や支援を行う体制の整備

など、災害拠点病院の指定要件の見直しを行い、「災害時における医療体制の充

実強化について」（平成２４年３月２１日医政発０３２１第２号厚生労働省医政

局長通知）を発出している。

災害拠点病院の機能について、毎年（原則として４月１日時点）の状況を確認

することとしているため、都道府県においては、各病院の状況を把握しておくよ

うお願いする。

○ ＤＭＡＴについては、被災都道府県による災害急性期のＤＭＡＴの指揮・調整

を支援するため、国立病院機構災害医療センターにＤＭＡＴ事務局を設置してき

たところであるが、支援機能の更なる強化のため、平成２５年１０月より、国立

病院機構大阪医療センターにも事務局機能を設けている。

また、隊員の資格更新要件の見直しやＤＭＡＴ指定医療機関の更新要件を設け

るなど、ＤＭＡＴ活動の充実を図るため、「日本ＤＭＡＴ活動要領の一部改正に

ついて」（平成２５年９月４日医政指発０９０４第１号厚生労働省医政局指導課

長通知）を発出したところである。

今後、本要領を踏まえ、ＤＭＡＴ指定医療機関の指定更新を行っていただくよ

うお願いする。

○ 在宅で医療を継続している人工呼吸器患者等の重症患者については、大雪や地

震等の災害に伴う停電等のライフラインの途絶により、その医療の継続が直ちに

不可能となることがあり得ることから、当該患者を診療している医療機関から自

治体へ、速やかに患者の所在を連絡できる体制を確保しておくとともに、交通が

遮断され、医療機関へのアクセスが閉ざされた場合への対応についても、防災部

局とともに検討いただくようお願いする。

（災害医療に関する研修）

○ 平成２６年度予算案において、被災都道府県の災害医療対応を強化するため、

医療チームの派遣調整業務等を担う人員（災害医療コーディネーター）を対象と

した研修事業の経費などを盛り込んでいる。

○ 災害時に迅速に活動できる機動性を持ったＤＭＡＴの研修について、平成２６

年度も引き続き、東日本会場と西日本会場の２か所で実施する予定である。



○ ＤＭＡＴについては、養成研修で得た知識・技術を維持していく必要があるこ

とから、ＤＭＡＴ事務局の事業として、地方ブロック毎にＤＭＡＴ技能維持研修

を実施してきた。

平成２６年度は、隊員の増加に伴い、技能維持研修の開催回数を増加させるこ

ととしているので、ＤＭＡＴ隊員の積極的な参加に配慮をお願いする。

さらに、地方ブロック毎に自衛隊、消防等との連携を図るためのＤＭＡＴ訓練

補助事業も継続しているので、引き続き訓練の開催をお願いする。

（災害医療体制の確保）

○ ＤＭＡＴ活動支援費等として、

① ＤＭＡＴ指定医療機関の総合防災訓練等への参加に必要な経費に対する補助

② ＤＭＡＴが被災地へ派遣された際の活動に要する経費に対する補助

を引き続き盛り込んでいるので、各都道府県においては、災害医療体制の確保に

取り組むようお願いする。

（広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ））

○ ＥＭＩＳについては、平成２５年１２月に全ての都道府県において導入された

ところである。

平成２６年度においても、都道府県担当者を対象とした国の災害対策やシステ

ムの運用及び操作実習等の説明会を実施する予定であるので、担当者の参加につ

いてご配慮願いたい。

（医療機関の耐震化）

○ 医療施設の耐震化については、平成２５年度補正予算において、災害拠点病院、

救命救急センター及び二次救急医療機関を補助対象とした、医療提供体制施設整

備交付金を１４億円計上しているので、未耐震の施設については、積極的にご活

用願いたい。

○ 平成２６年度予算案においても、基幹災害拠点病院施設整備事業、地域災害拠

点病院施設整備事業、地域防災対策医療施設体制整備事業及び医療施設耐震整備

事業を継続するので、医療施設の耐震化について引き続きご配慮をお願いする。

（医療施設の耐震診断）

○ 平成２５年１１月２５日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改

正する法律」が施行され、３階以上及び床面積５，０００㎡以上の病院について

は、平成２７年１２月３１日までに耐震診断を行うことが義務化されたところで

ある。

耐震診断が未了の病院については、医療施設運営費等補助金（医療施設耐震化

促進事業）や国土交通省の補助制度（社会資本整備総合交付金：住宅・建築物安

全ストック形成事業）を活用し、耐震診断を実施するようお願いする。



災害拠点病院の整備に係る補助事業

医療提供体制施設整備交付金のメニュー項目（平成26年度予算案 30億円の内数）

補助項目
補助金の基準額

補助率基幹災害
拠点病院

地域災害
拠点病院

①建物の耐震整備 75,210千円 75,210千円 １／２

②自家発電設備 145,381千円 145,381千円

１／３

③受水槽 133,974千円 133,974千円

④備蓄倉庫 120,814千円 34,076千円

⑤ヘリポート 108,954千円 58,808千円

⑥研修部門 92,935千円 －

基幹・地域 災害拠点病院施設整備事業（平成８年度～）

（事業概要）
都道府県知事の要請を受けた病院（公立除く）の開設者が行う災害拠点病院の
整備に対する補助を行う。

病院における耐震診断・耐震整備の補助事業

（２） 医療提供体制施設整備交付金のメニュー項目（平成26年度予算案 ３０億円の内数）

１．基幹・地域 災害拠点病院施設整備事業（平成８年度～）
（事業概要）
・都道府県知事の要請を受けた病院（公立除く）の開設者が行う災害拠点病院の耐震整備に対する補助を行う。
（基準額）： ２，３００㎡（基準面積）×３２，７００円 ＝ ７５，２１０千円
（調整率）： ０．５ （平成２０年度第１次補正予算により０．３３から０．５へ嵩上げ）
※この他に備蓄倉庫、自家発電装置、受水槽、ヘリポート、研修部門（基幹災害拠点病院のみ）の整備に対する補助（調整率０．３３）を行う。

２．地震防災対策医療施設耐震整備事業（平成１３年度～）

（事業概要）
・地震防災対策特別措置法（H７法１１１）に基づき、都道府県が著しい地震災害が生ずるおそれがあると認められる地区において、
地震防災上緊急に整備すべき施設等（医療機関含む）の計画である「地震防災緊急事業５箇年計画」に基づいて耐震化を必要
とする医療機関（公立除く）が実施する耐震整備に対する補助を行う。
・土砂災害危険箇所に所在する医療機関（公立除く）が実施する耐震整備に対する補助を行う。
（基準額）： ２，３００㎡（基準面積）×３２，７００円 ＝ ７５，２１０千円
（調整率）： ０．５（平成２１年度予算において０．３３から０．５へ嵩上げ）

３．医療施設耐震整備事業（平成１８年度～）

（事業概要）
１．耐震化未実施の救命救急センター、病院群輪番制病院、小児救急医療拠点病院等の救急医療等を担っている病院及びその
他災害時における医療の提供に必要な医療機関（公立、公的を除く）の耐震整備に対する補助を行う。

２．耐震診断の結果「Ｉｓ値0.3未満の建物」を有する病院（公立除く）の耐震整備に対する補助を行う。
（基準額）： １． ２，３００㎡（基準面積）×３２，７００円 ＝ ７５，２１０千円

２． ２，３００㎡（基準面積）×１５５，０００円 ＝ ３５６，５００千円
（調整率）： ０．５（平成２１年度予算において０．３３から０．５へ嵩上げ）

（１）医療施設運営費等補助金（医療施設耐震化促進事業 平成26年度予算案 21,000千円）
医療施設耐震化促進事業（平成１８年度～）

（事業概要）
医療施設の耐震化を促進するため、救命救急センター、病院群輪番制病院、小児救急医療拠点病院等の救急医療等を担って
いる病院及びその他災害時における医療の提供に必要な医療機関（公立、公的を除く）の耐震診断に対する補助を行う。
（基準額）：３，０００千円
（補助率）：１／３ （国１／３、都道府県１／３、事業主１／３）



６．救急医療、周産期医療、小児医療及びへき地医療について

(1) 救急医療の確保

○ 救急医療は直接患者の生死に関わる医療であり、地域の医療機関が連携し、地域全

体で救急患者を円滑に受け入れられる救急医療体制を構築する必要がある。

○ しかし、救急患者の搬送件数が大きく増加するとともに、軽症患者が二次・三次救

急医療機関を直接受診する等により、これらの病院の受入能力に限界が生じている。

また、救急医療を担う病院勤務医については、過酷な勤務環境の下で疲弊していると

指摘されている。さらに、救急患者が急性期を脱した後も転院できず、救急医療機関

が新たな救急患者を受け入れられないという「出口の問題」も指摘されている。

このように救急医療には様々な課題が生じており、国、地方公共団体、医療関係者、

患者・家族等が力を合わせて、救急医療の確保に取り組んでいく必要がある。

○ 近年における救急医療需要の増大に対応し、救急患者の適切な医療機関での受入体

制の機能強化や救命救急センター、二次救急医療機関の充実強化等について検討する

ため、平成２５年２月から救急医療体制等のあり方に関する検討会を開催し、有識者

等からのヒアリングを行いながら議論を重ねてきた。本年２月に報告書をとりまとめ

たので、ご確認いただき、今後、各都道府県において取組を行う上で参考にしていた

だきたい。

（初期・二次救急医療体制の整備）

○ 初期・二次救急医療体制の整備については、三位一体改革等により国の補助金が順

次一般財源化され、その実施は地方自治体の裁量に委ねられている。各都道府県にお

いては、地域に必要な初期・二次救急医療の確保のため、救急患者の受入実績等に応

じて医療機関に補助金が支給されるよう配慮し、必要な予算を確保するようお願いす

る。

（三次救急医療体制の整備）

○ 救命救急センターの充実度評価について、25年度の評価結果（評価対象年度は平成

24年度）では、Ｃ評価となった施設が2施設あることから、各都道府県においては、

十分な体制整備が図られるよう留意するとともに、救命救急センターに対する一層の

指導、支援をお願いする。

（救急医療体制の一元化）

○ 救急病院、救急診療所については、平成９年に取りまとめられた救急医療体制基本

問題検討会報告書の趣旨等を踏まえ、改正された救急病院等を定める省令に基づき、

医療計画の内容等を勘案し、一元化を図るようお願いする。



（救急患者の医療機関による円滑な受入れ）

○ 救急患者の医療機関による受入れの状況について、「平成２４年中の救急搬送にお

ける医療機関の受入状況等実態調査の結果」（総務省消防庁）によると、平成24年に

救急搬送された約525万人のうち、重症以上の傷病者で受入医療機関が決定するまで

に救急隊等が行った照会回数が４回以上のものは16,736件（0.32％）、11回以上のも

のは684件（0.01％）であり、地域別には、首都圏、近畿圏等の大都市周辺部におい

て照会回数が多くなっている。

また、救急車の現場滞在時間が30分以上のものは23,033件（0.44％）、60分以上の

ものは2,387件（0.045％）であった。

○ このような状況を改善し、救急患者の搬送及び受入れの迅速かつ適切な実施を図る

ため、消防法の一部改正（平成21年法律第34号）において、都道府県は、傷病者の搬

送及び受入れの実施に関する基準を定めるとともに、実施基準に関する協議等を行う

ための消防機関、医療機関等を構成員とする協議会を設置することとされている。各

都道府県において、地域の医療提供体制、傷病者の搬送及び受入れの状況等地域の実

情に応じた、傷病者の搬送及び受入れの実施基準を策定していただいているところで

あるが、当該実施基準の円滑な運用が図られるようお願いする。

○ また、平成26年度予算案において、

① 救急医療体制の強化を図るため、地域の消防機関等に設置されているメディカル

コントロール協議会に専任の医師を配置するとともに、長時間搬送先が決まらない

救急患者を一時的であっても受け入れる二次救急医療機関の確保を支援（新規）

② 急性期を脱した救急患者の円滑な転床・転院を促進するため、施設内・施設間の

連携を担当する専任者の配置に対する支援

を盛り込んでいるので、各都道府県においては、消防部局と連携を図りつつ、補助事

業を積極的に活用し、救急患者が円滑に医療機関に受け入れられるために必要な取組

を進めるようお願いする。

○ さらに、傷病者の搬送及び受入れの実施基準を有効に機能させるためには、いわゆ

るＰＤＣＡサイクルによる実施基準の評価・見直しが重要であり、平成25年度におい

ても、実施基準に基づく傷病者の搬送及び受入れの実態調査を行っていただいている

ところである。（平成26年度予算案においても、実態調査のための経費を盛り込んで

いる）。

（救急利用の適正化）

○ 平成24年の救急車による搬送人員は約525万人であり、この10年間で21.3％（約92

万人）増加している。また、救急車で搬送される患者のうち、半数は軽症者であり、

不要不急にも関わらず救急車を利用している事例もあると指摘されている。



○ 安易な時間外受診（いわゆる「コンビニ受診」）は、医療機関に過度な負担をかけ、

真に救急対応が必要な患者への救急医療に支障をきたすおそれがある。

平成26年度予算案において、

① 急病時の対応等についての住民向けの啓発や相談窓口設置の支援（医療連携体制

推進事業）

② 患者・家族と医療従事者等との懇談会等の開催の支援（医療連携体制推進事業）

等を盛り込んでいるので、各都道府県においては、これらの補助事業を積極的に活用

し、救急利用の適正化を推進するようお願いする。

（ドクターヘリの導入）

○ ドクターヘリ（医師が同乗する救急医療用ヘリコプター）の導入は、早期治療の開

始と迅速な搬送により、救命率の向上や後遺症の軽減に大きな効果を上げている。

○ 平成21年７月に超党派からなるドクターヘリ推進議員連盟の「中間とりまとめ」が

取りまとめられ、ドクターヘリの導入促進、財政措置の強化、人材の育成・確保等に

ついて提言がなされたところであり、平成26年度予算案において、

① ドクターヘリ導入促進事業の充実（か所数：44機分→45機分、消防無線のデジタ

ル化への対応）

② ドクターヘリ事業従事者研修（ドクターヘリに搭乗する医師及び看護師の研修（委

託事業））

を盛り込んでいるので、各都道府県においては、地域の実情に応じて、ドクターヘリ

の導入について検討するようお願いする。また、平成２８年５月までに消防無線のデ

ジタル化に対する対応を行っていただくようお願いする。

○ 先般、財務省が行った予算執行調査において、ドクターヘリ導入促進事業が調査の

対象となり結果が公表されている。その中で、今後の改善点・検討の方向性として、

① 地域の実情に応じて、ドクターヘリを活用することが適当な時間や距離を予め設

定した上で、他の救急搬送手段との役割分担を明確化し、ドクターヘリの効果的な

活用方法を検討すべき、

② 飛行範囲が重なる地域では、広域連合化等による効率的運用を検討すべき。とり

わけ、新規導入の際は、まずは、既存の救急搬送手段の有効活用を検討するととも

に、近隣の都道府県との連携も模索すべき、

③ ドクターヘリを有する医療機関は適正な診療報酬の徴収を実施し、自己収入の確

保に努めるべき

と指摘をされていることから、今後ドクターヘリを導入する予定の都道府県のみなら

ず、既に導入している都道府県においても上記①、②については検討を、③について

は周知をお願いする。



○ また、ドクターヘリ導入の効果については、現在、日本航空医療学会等で検証手法

の検討を行っていると聞いている。導入道府県においては、これらの検討を注視しな

がら、各運航調整委員会等において、ドクターヘリ導入の効果の検証を実施していた

だくようお願いする。

○ 航空法施行規則の一部を改正する省令（平成25年国土交通省令第90号）が公布され

平成25年11月29日に施行されたところである。改正された省令に新たに追加されたド

クターヘリの運航については「航空法施行規則第176条の改正に伴うドクターヘリの

運航について」（平成25年11月29日医政指発1129第1号）により、ドクターヘリを活用

する医療機関に対し必要な指導を行うとともに消防機関及び関係団体等に対し周知を

お願いする。また、運航要領に必要な事項が定められ、これら事項が遵守されている

かについては、医療法（昭和23年法律第205号）第25条第１項の規定に基づく立入検

査により、ドクターヘリ基地病院に対して確認が行われるものであることを申し添え

る。

○ 認定ＮＰＯ法人救急ヘリ病院ネットワーク（HEM-Net）においては、「医師・看護師

等研修助成事業」及び「ドクターヘリ運航基地病院における安全研修会助成事業」を

実施しているので、ドクターヘリの導入を具体的に予定している都道府県においては、

当該事業により行われる研修を積極的に活用願いたい。



（救急医療関係研修）

○ 救急医療対策の一環として、救急医療施設に勤務する医師や看護師、救急救命士等

を対象に研修を行い、救急医療・災害医療に携わる者の養成及び資質の向上に努めて

いるところである。各都道府県においては、関係機関等に研修の趣旨の周知を図ると

ともに、対象者の積極的な参加について配慮をお願いする。

（研修会）

Ａ 医師救急医療業務実地修練（専門研修）

・対 象 者 救急医療施設において救急医療に従事する医師

Ｂ 看護師救急医療業務実地修練（専門研修）

・対 象 者 救急医療施設において救急医療に従事する看護師

Ｃ 救急救命士業務実地修練

・対 象 者 消防機関及び救急医療施設において救急医療業務に従事する救

急救命士

Ｄ 保健師等救急蘇生法指導者講習会

・対 象 者 保健所に勤務する保健師等

Ｅ 救急救命士養成所専任教員講習会

・対 象 者 養成所において専任教員として従事する救急救命士等

Ｆ 病院前救護体制における指導医等研修

・対 象 者 メディカルコントロール協議会において事後検証に直接関わる

医師

Ｇ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）研修
デ ィ ー マ ッ ト

・対 象 者 救命救急センター及び災害拠点病院等の災害派遣医療チーム

（医師、看護師等）

Ｈ ＮＢＣ災害・テロ対策研修

・対 象 者 救命救急センター等の医師、看護師、診療放射線技師、事務職

員等

Ｉ ドクターヘリ従事者研修

・対 象 者 ドクターヘリに搭乗を予定している医師、看護師等

Ｊ 小児救急電話相談対応者研修

・対 象 者 小児救急電話相談事業に従事する者

（救急救命士の処置範囲の拡大の検討）

○ 救急救命士については、病院前救護を強化し、傷病者の救命率の向上等を図る観点

から、平成２１年３月から「救急救命士の業務のあり方等に関する検討会」において、

救急救命士の処置範囲の拡大（①血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与、

②重症喘息患者に対する吸入β刺激薬の使用、③心肺機能停止前の静脈路確保と輸液

の実施）に関する検討が進められてきた。



○ 厚生労働科学研究費により、平成24年７月から平成25年１月まで、選定した地域に

おいて、医療関係者と消防関係者とが共同で実証研究を実施し、その結果を踏まえて

検討が行われた。昨年８月にとりまとめられた同検討会の報告書において、「血糖測

定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与」、「心肺機能停止前の静脈路確保と輸液」

について、救急救命処置に追加することは適当と判断された。これを受け、関係省令

及び通知の改正を行い本年１月末に発出したところである。都道府県におかれては、

改正の趣旨、内容を御了知の上、諸条件を満たした救急救命士が、新たに追加された

２行為を適切に実施出来るよう取組をお願いするとともに、医療機関、消防機関への

周知及び指導をお願いする。

（救急救命士国家試験について）

○ 第37回救急救命士国家試験については、一般財団法人日本救急医療財団により、平

成26年３月９日（日）に北海道、東京都、愛知県、大阪府及び福岡県の５か所で実施

され、合格発表が同年３月31日（月）に行われる予定である。

以前からお知らせしていたとおり、今回の第37回救急救命士国家試験から合格発表

日と試験実施が同一年度に実施されることとなる。

（救急救命士の養成施設の指定権限等の移譲について）

○ 平成25年12月に「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」が閣議決定さ

れ、救急救命士の養成施設の指定権限等が都道府県へ移譲されることが決定した。法

律改正事項については、今年の通常国会で一括法を提出予定であり平成27年4月1日の

施行が予定されている。

（自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の普及啓発）

○ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）については、「非医療従事者による自動体外式除細

動器（ＡＥＤ）の使用について」（平成16年７月１日付け医政発第0701001号）におい

て、救命現場に居合わせた一般市民によるＡＥＤの使用には、一般的に反復継続性が

認められず、医師法違反とならないと考えられることが示された。これを踏まえ、非

医療従事者によるＡＥＤを用いた積極的な救命活動が行われるよう、都道府県に協議

会を設置し、講習や啓発を行う事業（自動体外式除細動器（ＡＥＤ）普及啓発事業）

が行われているところである。



○ これらの取組により、近年、ＡＥＤの設置が急速に進んでいるが、一方で、ＡＥＤ

が使用される際にその管理不備により性能を発揮できないなどの事態を防止するた

め、ＡＥＤの適切な管理を徹底する必要がある。

このため、ＡＥＤの設置者等が日常点検や消耗品（電極パッドやバッテリ）の管理

等を適切に行うよう、「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の適切な管理等の実施につい

て」（平成21年４月16日付け医政発第0416001号・薬食発第0416001号）を発出し、注

意喚起を行ったところである。また、平成26年度予算案において、引き続き、都道府

県によるＡＥＤの適切な管理を行うための取組についても、上記の自動体外式除細動

器（ＡＥＤ）普及啓発事業の支援対象としているので、各都道府県においては、積極

的に活用願いたい。

○ また、ＡＥＤに関しては、更なる普及拡大にあたり、単に設置数を増やすだけでな

く、効果的かつ効率的な配置に向けた指針を求める声があった。そこで、一般財団法

人日本救急医療財団「非医療従事者によるＡＥＤ使用のあり方特別委員会」において

検討がなされ、ＡＥＤの適正配置に関するガイドラインがとりまとめられた。このこ

とについては、「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の適正配置に関するガイドライン（通

知）」（平成25年9月27日医政発0927第）を発出しているので、このガイドラインを参

考にし、ＡＥＤの効果的かつ効率的な設置拡大を進めていただくようお願いする。

（「救急の日」及び「救急医療週間」について）

○ 「救急の日」及び「救急医療週間」については、国民の救急医療及び救急業務に対

する理解と認識を深める等のため、毎年９月９日及び当該日を含む１週間を原則とし

て、各都道府県で各種の行事が実施されているところであり、厚生労働省においても、

関係機関との共催による中央行事「救急フェア」の開催、ポスターの配布等を行って

いるところである。

各都道府県においては、今後とも、関係機関と十分な連携を図りながら、救急医療

体制の体系的な仕組みとその適正な利用、ドクターヘリ事業の救命効果、救急蘇生法

等について地域住民に対する普及啓発の充実を図るようお願いする。



（中毒情報センター情報基盤（データベース）の整備について）

○ 公益財団法人日本中毒情報センターにおいては、化学物質・医薬品・動植物の毒等

によって起こる急性中毒の中毒情報（起因物質成分・毒性・治療法等）に関するデー

タベースを整備しており、日本中毒情報センター会員向けホームページ（2,000円／

年）において、中毒情報データベースを掲載するほか、化学物質・医薬品・動植物の

毒等による集団中毒事故・事件等が発生した場合には、当該事故・事件等の中毒情報

を掲載しているところである。また、電話による問合せへの情報提供（一般市民向け

：無料、医療機関：2,000円／１件）を行うとともに、「医療機関向け中毒情報検索シ

ステム」(CD-ROM)を発行し、医療機関・行政機関等に対して情報提供を行っている。

各都道府県においては、化学物質・医薬品・動植物の毒等による集団中毒事故・事

件等が発生した場合には、速やかに情報を入手するとともに、保健所、救命救急セン

ター、災害拠点病院等において情報が共有される体制を構築するようお願いする。

（参考）公益財団法人日本中毒情報センター

ＴＥＬ 029-856-3566

ホームページ会員：2,000円／年（何件でも情報入手可能）

電話による情報入手：2,000円／１件（一般市民向けは無料）

(2) 周産期医療の確保

○ 周産期医療体制については、国民が安心して子どもを産み育てることができる医療

環境の実現に向け、一層の整備が求められている。

○ 周産期医療対策事業は、分娩に伴って大量出血を生じた妊婦の救命、未熟児の救命

等に大きく寄与し、妊産婦死亡率や新生児死亡率の改善が図られてきた。しかし、産

科疾患による死亡が減少する中で、脳血管障害など産科以外の疾患による妊産婦死亡

が新たな課題となっている。

（周産期医療体制整備計画の着実な実施）

○ 各都道府県においては、医療施設の整備や医療従事者の養成等に留意しながら、周

産期医療体制整備計画を着実に実施していただくようお願いする。

また、周産期医療体制整備計画については、おおむね５年ごとに調査、分析及び評

価を行うものとされており、必要に応じて計画の見直しに着手するようお願いする。

なお、ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）の整備状況については、平成23年10月1日現

在、19県が出生1万人当たり25床に満たない状況にある。各都道府県においては、周

産期医療体制整備計画に基づき、出生1万人当たり25床から30床を目標として、整備

を進めていただくようお願いする。

その他、地域における周産期医療体制の確立の観点から、周産期医療ネットワーク

に助産所が組み入れられることは重要であると考えており、各都道府県においては、

地域の実情に応じて適切に対応していただくようお願いする。



（予算補助事業の活用）

○ 平成26年度予算案においては、ＮＩＣＵ等の確保、産科合併症以外の合併症を有す

る母体の受入れ、勤務医の負担軽減、長期入院児の在宅への移行促進等を図るため、

① 総合周産期母子医療センターの運営に対する支援（ＭＦＩＣＵ・ＮＩＣＵ・ＧＣ

Ｕの運営支援、産科合併症以外の合併症を有する母体を受け入れる体制整備の支援、

診療所医師が夜間・休日の診療支援を行う場合の支援）、

② 地域周産期母子医療センターの運営に対する支援（ＭＦＩＣＵ・ＮＩＣＵ・ＧＣ

Ｕの運営支援、診療所医師が夜間・休日の診療支援を行う場合の支援）、

③ ＮＩＣＵ等に長期入院している児童が在宅療養へ移行するための地域療育支援施

設を設置する医療機関への支援、

④ 在宅に移行した児童をいつでも一時的に受け入れる医療機関に対する支援

等を計上しているところである。

なお、産科や新生児医療を担当する勤務医等の手当に対する支援は、従前の補助金

ではなく、新たな財政支援制度（基金）で対応することが可能となるので継続して取

り組んでいただきたい。

各都道府県においては、これらの補助事業を積極的に活用し、地域の周産期医療体

制の整備に取り組むようお願いする。

（ＮＩＣＵ等長期入院児について）

○ 平成26年度予算案において、

① 周産期母子医療センターのＮＩＣＵ・ＧＣＵの運営に対する支援、

② ＮＩＣＵ等に長期入院している児童が在宅療養へ移行するための地域療育支援施

設を設置する医療機関への支援、

③ 在宅に移行した児童をいつでも一時的に受け入れる医療機関に対する支援

等を盛り込んでいるので、各都道府県においては、引き続き、ＮＩＣＵ等長期入院児

について、一人一人の児童にふさわしい療養・療育環境への移行の促進に取り組むよ

うお願いする。

(3) 小児医療の確保

（重篤な小児患者に対する救急医療等の確保）

○ 小児医療については、他の先進国と比べ、乳児死亡率は低いものの、１～４歳児死

亡率は高くなっており、小児の救命救急医療を担う医療機関等を整備する必要性が指

摘されている。

○ 平成26年度予算案において、

① 「超急性期」にある小児の救命救急医療を担う「小児救命救急センター」の運営

に対する支援

② 超急性期後の「急性期」にある小児への集中的・専門的医療を行う小児集中治療

室の整備に対する支援

を盛り込んでいるので、各都道府県においては、積極的に活用するようお願いする。



なお、小児への集中的・専門的医療を担う小児科医を養成する小児集中治療室医療

従事者研修事業は、従前の補助金ではなく、新たな財政支援制度（基金）で対応する

ことが可能となるので継続して取り組んでいただきたい。

（入院を要する小児救急医療の確保）

○ 入院を要する小児救急医療体制の充実を図るため、

① 小児救急患者の受入れが可能な病院を当番制により確保する小児救急医療支援事

業

② 広域（複数の二次医療圏）で小児救急患者の受入れを行う小児救急医療拠点病院

に対する支援

を進めているが、依然として、小児救急医療体制が未整備の地域が残っている。

これらの事業は、従前の補助金ではなく、新たな財政支援制度（基金）で対応する

ことが可能となるので継続して取り組んでいただきたい。

※ 「子ども・子育てビジョン」（平成22年１月29日）において、平成26年度までに、すべての小児救

急医療圏で常時診療体制を確保することを目標とすることが閣議決定された。

（初期小児救急の確保等）

○ 小児の入院救急医療機関にかかる患者の９割以上は軽症であると指摘されており、

症状に応じた適切な対応が図られるよう、平成26年度予算案においても、

① 休日・夜間に小児の軽症患者の診療を行う小児初期救急センターの運営に対する

支援

② 急病時の対応等についての住民向けの啓発や相談窓口設置の支援（医療連携体制

推進事業）

等を盛り込んでいるので、各都道府県においては、積極的な活用をお願いする。

なお、地域の小児科医等が夜間・休日の小児患者の保護者等からの電話相談に応じ

る小児救急電話相談事業（＃８０００）は、従前の補助金ではなく、新たな財政支援

制度（基金）で対応することが可能となるので継続して取り組んでいただきたい。

○ また、厚生労働省主催の小児救急電話相談事業（＃８０００）に従事する医師等の

資質向上等を図るための研修を実施しているので、各都道府県におかれては、関係機

関等に研修の趣旨の周知を図るとともに、対象者の積極的な参加について配慮をお願

いする。

(4) へき地医療の確保

○ へき地医療については、各都道府県において、「第11次へき地保健医療計画」（平成

23～27年度）を策定した上で、その内容を医療計画に反映し、地域の実情に応じたへ

き地保健医療対策を推進している。



（「第11次へき地保健医療計画」の実施について）

○ 第11次へき地保健医療計画の実施にあたっては、進捗状況の確認や実態把握に努め

るなど、地域の実情に応じたへき地保健医療対策を推進されるようお願いする。

また、全国へき地医療支援機構等連絡会議については、平成26年度以降も引き続き

実施し、計画の取り組みに関するフォローアップ等を行っていく予定であるので、御

了知おき願いたい。

（予算補助事業の活用）

○ 平成26年度予算案においては、

① 各都道府県のへき地医療支援の企画・調整等を担う「へき地医療支援機構」の運

営費の助成

② へき地医療を担う医療機関（へき地医療拠点病院、へき地診療所等）に対する運

営費や施設・設備整備費の助成

③ 無医地区等に対する巡回診療（車、船、ヘリ）に要する経費への財政的支援

等を引き続き計上している。

各都道府県においては、これらの補助事業を活用し、地域に必要なへき地医療の確

保を図るようお願いする。

また、平成26年度においては、全国の無医地区及び無歯科医地区等の実態を調査す

るとともに、無医地区及び無歯科医地区等の解消に向けた総合的なへき地保健医療対

策について検討を行い、次期（第12次）へき地保健医療計画の策定を予定しているた

め、調査の協力等の各般のご協力をお願いする。

○ 「へき地医療支援機構」については、へき地医療に関する現況調において、専任担

当官がへき地の業務に専任できていなかったり、へき地診療所への関与が少ないとい

った現状が明らかとなったこと、へき地保健医療対策検討会においても機構の充実強

化を求める意見が出たこと等から、23年度よりへき地医療支援機構の専任担当官経費

の基準額引き上げを行うとともに、ドクタープール機能の強化、キャリア形成推進機

能の充実等のメニューも創設したところである。各都道府県においては、補助事業を

有効に活用し、機構を中心として、二次医療圏を超えた広域的なへき地医療の支援体

制を構築するようお願いする。

○ また、へき地医療拠点病院運営事業については、へき地保健医療対策検討会におけ

る意見を踏まえ、「総合的な診療能力を有する医師の育成」に関する経費に対する補

助を23年度より創設したところである。各都道府県においては補助事業を活用し、へ

き地医療拠点病院の運営の支援、へき地医療を担う人材の育成に取り組むようお願い

する。



（へき地医療拠点病院の要件の見直し）

○ へき地医療拠点病院については、現行の「へき地保健医療対策事業実施要綱」にお

いて、「へき地医療支援機構」の指導・調整の下に、巡回診療、代診医の派遣等へき

地における医療活動を継続的に実施できると認められる病院を都道府県が指定するも

のとされているが、へき地医療拠点病院の中には、へき地医療における医療活動の実

施実績を有しない病院も存在するところである。

○ このため、以下①又は②を満たす病院をへき地医療拠点病院として指定するものと

しているところであるので、各都道府県においては、へき地医療拠点病院、へき地医

療支援機構等に対しこの旨を周知するとともに、へき地医療拠点病院がへき地医療に

おける医療活動を実施できるよう支援・指導するようお願いする。また、支援・指導

を行ってもなお改善が見られない場合には、指定の見直しも含めてご検討いただくよ

うお願いする。

① 前年度に、「へき地医療支援機構」の指導・調整の下に、次に掲げる事業（ア、

イ又はカのいずれかの事業は必須）を実施した実績を有すること

ア 巡回診療等によるへき地住民の医療確保に関すること

イ へき地診療所等への代診医等の派遣（継続的な医師派遣も含む）及び技術指導、

援助に関すること

ウ 特例措置許可病院への医師の派遣に関すること

エ 派遣医師等の確保に関すること

オ へき地の医療従事者に対する研修及び研究施設の提供に関すること

カ 遠隔医療等の各種診療支援に関すること

キ その他都道府県及び市町村がへき地における医療確保のため実施する事業に対

する協力に関すること

② 当該年度に、①に掲げる事業（ア、イ又はカのいずれかの事業は必須）を実施で

きると認められること



○ なお、へき地医療に対する取り組みも、災害医療と同様にＤＰＣ制度において評価

されている。具体的には、「へき地医療拠点病院の指定」又は社会医療法人認可にお

けるへき地医療の要件を満たしていることが「地域医療係数・体制評価指数（※）」

の評価項目として設定されているので、こうした点も踏まえ、積極的な取組を促すよ

うお願いする。

（社会医療法人のへき地医療の認定要件）

・ へき地医療施設が病院の場合、１又は２の基準に該当すること。

１ 当該病院において直近に終了した会計年度におけるへき地に所在する診療所（当該病院が

所在する都道府県内のへき地に所在する診療所に限る。）に対する医師の延べ派遣日数（派

遣日数を医師数で乗じた日数をいう。）が53人日以上であること。

２ 当該病院において直近に終了した会計年度におけるへき地（当該病院が所在する都道府県

内のへき地に限る。）における巡回診療の延べ診療日数（診療日数を医師数で乗じた日数を

いう。）が53人日以上であること。

・ へき地診療所の場合、次の基準に該当すること。

当該へき地診療所において直近に終了した会計年度における診療日が209日以上であること。

※ 「地域医療への貢献」を評価する目的で、都道府県が策定する地域医療計画等において、対

策の推進に一定の役割を担っている施設について、４疾病５事業を中心にポイント制により評

価する項目（平成２２年度診療報酬改定において導入、問い合わせ先：厚生労働省保険局医療

課）。



７．院内感染対策について

(1) MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）、VRE（バンコマイシン耐性腸球菌）、MDRP

(多剤耐性緑膿菌)、多剤耐性アシネトバクター等の多剤耐性菌に起因する院内感染事

例が、各地の医療機関において依然として散発している。

(2) 院内感染対策については、医療法第６条の10、医療法施行規則第１条の11第２項第１

号及び「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法

律の一部の施行について」（平成19年3月30日付け医政発0330010号）をはじめとする

関係法令等に基づき、医療機関の管理者の下で、院内感染対策のための委員会の開催、

従業員に対する研修の実施、当該医療機関内での発生状況の報告等、院内感染防止体

制の確保が徹底されるよう指導をお願いする。

(3) 病院内での感染症アウトブレイクへの対応については、通常時からの感染予防、早期

発見の体制整備並びにアウトブレイクが生じた場合の早期対応が重要となる。今般、

第10回院内感染対策中央会議において、各医療機関等において対策を講ずるべき事項

について提言がとりまとめられたことを踏まえ、医療機関等における院内感染対策の

留意事項について、「医療機関等における院内感染対策について」（平成23年６月17

日付け医政指発0617第１号）を発出した。この中では、感染制御チームの設定に関す

る事項、医療機関間の連携、アウトブレイクを疑う基準並びに保健所への報告の目安

を示している。院内感染対策については、個々の医療機関における組織的な取組（院

内感染対策委員会の開催、院内感染対策指針の整備、職員研修等）に加え、通常時か

らの地域における医療機関同士の連携が必要である。管下の医療機関において適切な

院内感染対策が講じられるとともに、地域の実状に合わせて院内感染対策のためのネ

ットワークなど地域の連携体制が構築されるよう、適切な指導方引き続きよろしくお

願いする。

(4) 院内感染が発生した医療機関においては、当該医療機関が発生の後に迅速な院内感染

対策をとり、地域の専門家等と連携され、適切な対応がされているか確認し、必要に

応じて適切な支援をよろしくお願いする。また、管下の医療機関において重大な院内

感染事例が発生した場合又は発生したことが疑われる場合には、必要に応じて直ちに

厚生労働省に報告するとともに、国立感染症研究所等の協力を得ることについても検

討されたい。



(5) 特に近年は、ノロウイルスやインフルエンザウイルスの院内集団発生や、これらに

よる患者の死亡事案が散見されたため、「医療機関等におけるノロウイルスの予防啓

発について」（平成24年12月7日付け厚生労働省医政局指導課事務連絡）、「医療機

関等におけるノロウイルスに関する院内感染事案の報告等について」（平成24年12月

25日付け厚生労働省指導課事務連絡）及び「インフルエンザ対策の更なる徹底につい

て」（平成25年2月5日付け厚生労働省医政局指導課事務連絡）を発出した。これらに

基づき、引き続き適切な対応をお願いする。



８．医療法人制度について 

 

 （持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行支援） 

○  医療法人の経営者の死亡により、相続が発生することがあっても、

相続税の支払いのための出資持分払戻などにより医業継続が困難に

なるようなことなく、当該医療法人が引き続き地域医療の担い手と

して、住民に対し、医療を継続して安定的に提供していけるように

するため、医療法人による任意の選択を前提としつつ、次のような

移行支援策を講じていくこととしている。 

 

○  具体的には、移行について計画的な取組を行う医療法人を、国が

認定する仕組みを導入することとし、この仕組みを規定した「医療介

護総合確保推進法案」を今国会に提出したところである。 

また、平成２６年度税制改正により「医業継続に係る相続税・贈与

税の納税猶予等の特例措置」が創設され、持分なし医療法人に移行す

る持分あり医療法人については、移行期間内に発生する相続税・贈与

税について納税を猶予し、持分なし医療法人へ移行できた場合は、猶

予税額を免除することとしている。 

さらに、持分なし医療法人への移行の際に出資持分の払戻が生じた

場合の支援策として、福祉医療機構による経営安定化資金の融資制度

を検討しているところである。 

今後、特に病院を運営する持分あり医療法人に対して、これらの支

援策の周知を行うとともに、来年度後半以降に、当該法人について、

今後の対応に関する意向に係る調査を行うことを検討しているため、

留意されたい。 

 

○  各都道府県においても、持分あり医療法人に対し、厚生労働省の

ホームページにも掲載されている「出資持分のない医療法人への円滑

な移行マニュアル」の活用を啓発するなど、持分なし医療法人への移

行の促進に向けて必要な対応を取られるようお願いする。 

 ※  厚生労働省のホームページにおける「出資持分のない医療法人

への円滑な移行マニュアル」の場所について   

   ホーム > 政策について >  医療  > 医療法人・医業経営 > 医療

施設経営安定化推進事業 

   

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei

/dl/houkokusho_shusshi_07.pdf 

 

 

 



（社会医療法人の認定） 

○  社会医療法人については、平成２６年１月１日現在で２１５法人

が認定を受けている（資料Ⅱ：「２５.社会医療法人の認定状況」）。

各都道府県においては、社会医療法人の認定時はもとより、認定後

も 毎 年 の 事 業 等 の 実 施 状 況 に つ い て 、 実 地 検 査 等 を 含 め 適 正 な 審

査・確認を行うようお願いする。 

  また、社会医療法人について、突然、認定取消が行われることの

ないよう、社会医療法人のうち救急医療等確保事業に係る業務の実

績に係る基準を下回ったが、その改善が可能なものに関する対応に

ついて通知で示す方向で検討している。各都道府県においては、当

該通知が発出されたときは、これを参考に適正な運用に努められた

い。 

 

（医療法人の事業展開等に関する検討会） 

○   平成１８年の医療法改正から７年が経ち、医療法人のあるべき姿

について関係者より様々な意見が出されていることや、「経済財政

運営と改革の基本方針について」(平成 25 年 6 月 14 日閣議決定)や

「日本再興戦略」(平成 25 年 6 月 14 日閣議決定)等において、「医

療法人間の合併や権利の移転等に関する制度改正を検討する」こと

や「財務状況の健全性など一定の要件を満たす医療法人が、現地法

人に出資可能であることを明確化する」こと、さらに「健康増進・

予防(医療機関からの指示を受けて運動・食事指導を行うサービス、

簡易な検査を行うサービスなど)や生活支援(医療と連携した配食サ

ービスを提供する仕組みづくり等)を担う市場・産業を戦略分野とし

て創出・育成する」ことなど医療法人に関する制度に係る様々な指

摘がされていることなどを踏まえ、昨年１１月に医療関係者等が参

画する検討会を立ち上げ、議論を進めているところである。 

 

○   これまでの検討会において、「医療法人による医療の国際展開」

及び「医療法人が行う配食サービス」について議論し、それぞれ本

来業務に支障のない限り行うことができる附帯業務に位置付けるこ

とについて了承されたことから、今年度内に必要な通知改正等を行

う予定である。  

 また、昨年成立した「持続可能な社会保障制度の確立を図るため

の改革の推進に関する法律(平成 25 年法律第 112 号 )」における「医

療法人間の合併及び権利の移転に関する制度等の見直し」の一環と

して、社団医療法人と財団医療法人の合併について議論し、これも

了承されたことから、「医療介護総合確保推進法案」に盛り込んで

いるところである。 

 



○   加えて、「非営利ホールディングカンパニー型法人制度」につい

て、社会保障制度改革国民会議や産業競争力会議の指摘を踏まえ検

討を行っているところである。このほか、産業競争力会議からは、

附帯業務の拡充や社会医療法人の認定要件の見直しについても指摘

があり、これらについても、検討会で今後検討予定である。検討に

際しては、実態把握のため、各都道府県に調査に協力いただくこと

もあるので、よろしくお願いしたい。 

 

（医療法人の指導監督） 

○  医療法人制度の趣旨を踏まえ、関係部局と連絡を密にして、医療

法人の十分な指導監督をお願いする。特に、法人運営への第三者の

関与が疑われる場合、法人の主体的な運営に疑いが生じた場合等に

は、法人からの報告聴取・法人への立入検査を実施する等、積極的

な指導をお願いする。 

 

○  また、平成２５年１２月に「事務・権限の移譲等に関する見直し

方針について」が閣議決定され、２以上の都道府県の区域において

病院等を開設する医療法人の監督等の権限が都道府県へ移譲される

ことが決定した。法律改正事項については、今通常国会に一括法案

を提出予定であり平成２７年４月１日の施行が予定されている。 

 

（非医師の理事長の選出に係る認可） 

○  医療法人の理事長は、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師

又は歯科医師でない理事のうちから選出することができるとされて

いる。 

 

○  この運用に関しては、「医療法人制度の改正及び都道府県医療審

議会について」（昭和６１年６月１６日付け健政発第４１０号厚生

省健康政策局長通知）により技術的助言が行われており、具体的に

は、候補者の経歴、理事会構成等を総合的に勘案し、都道府県医療

審議会の意見を聴いた上で、適切かつ安定的な法人運営を損なうお

それがないと認められる場合には認可が行われるものである旨を示

しているところである。 

しかし、昨年、当該認可の取扱いに関する調査を行ったところ、一

部の道府県において、理事としての経験年数が一定期間あることや財

務状況が黒字であることなど、満たすことが必須な要件や、そのうち

一つでも満たすことが必要な複数の要件などを設定するといった運

用が見受けられた。 

 

 



各都道府県においては、このような要件を設定して門前払いをする

のではなく、しっかりと候補者の経歴、理事会構成等を総合的に勘案

し、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、当該認可について判断

するよう、必要に応じて現在の運用の改善を検討されたい。 

 

（決算書類の届出、閲覧） 

○  貸借対照表等の決算書類は、法人運営の適正性を判断する上で重

要な資料である。医療法人については、医療法第５１条の２、５２

条により、決算書類の都道府県への届出と閲覧が義務付けられてお

り、決算書類の届出漏れがないよう指導願いたい。 

 

（医療法人の設立認可の取消し） 

○  医療法第６５条により、医療法人が成立した後又はすべての病院

等を休止若しくは廃止した後、正当な理由なく１年以上病院等を開

設又は再開しないときは、設立認可を取り消すことができる。休眠

医療法人の整理は、医療法人格の売買等を未然に防ぐ上で極めて重

要であり、実情に即して設立認可の取消しを検討するようお願いす

る。 

 

（特定医療法人制度） 

○  特定医療法人制度について、「租税特別措置法施行令第３９条の

２５第１項第１号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定

める基準」（平成１５年厚生労働省告示第１４７号）第２号イに定

める医療施設の基準を満たしている旨の証明手続に関して引き続き

ご協力いただくようお願いする。 

 

（医療機関債） 

○  医療機関債の強引な勧誘や虚偽説明などをめぐり、各地の消費生

活センターに寄せられた相談が平成２３年度から急増しトラブルが

顕在化したことから、平成２４年９月に内閣府消費者委員会が「医

療機関債に関する消費者問題についての提言」を実施し、これを受

けて厚生労働省が実施した医療機関債の発行状況に関する調査結果

を平成２５年３月に公表したところである。これらを踏まえ、トラ

ブル防止と消費者保護の観点から、平成２５年８月に「「医療機関

債」発行等のガイドラインについて（平成１６年１０月２５日医政

発第１０２５００３号医政局長通知）」を一部改正した。各都道府

県においては、所管する医療法人が医療機関債を発行する場合には、

このガイドラインの遵守を徹底するよう指導をお願いする。 

 
 



（医療法人会計基準） 

○  医療法人会計基準については、四病院団体協議会に設置された会計

基準策定小委員会において、平成２６年２月に策定されたところであ

る。各都道府県においては、所管する医療法人に対して、当該会計基

準について、医療法第５０条の２に基づく「一般に公正妥当と認めら

れる会計の慣行」として活用するよう周知をお願いする。 



９ ． 医 療 機 能 評 価 に つ い て  

 

○  第 三 者 評 価 は 、事 業 者 の 提 供 す る サ ー ビ ス の 質 を 当 事 者（ 事

業 者 及 び 利 用 者 ） 以 外 の 公 正 ・ 中 立 な 第 三 者 機 関 が 、 専 門 的

か つ 客 観 的 な 立 場 か ら 評 価 す る も の で あ る 。 個 々 の 事 業 者 が

事 業 運 営 に お け る 具 体 的 な 問 題 を 把 握 し 、 サ ー ビ ス の 質 の 向

上 に 結 び つ け る こ と が で き 、 ま た 、 利 用 者 の 適 切 な サ ー ビ ス

の 選 択 に 資 す る た め の 情 報 と な る こ と か ら 、 医 療 分 野 に お い

て も 、 そ の 普 及 が 求 め ら れ て い る 。  

 

○  病 院 を 対 象 と し た 第 三 者 評 価 と し て 、 公 益 財 団 法 人 日 本 医

療 機 能 評 価 機 構 が 病 院 の 機 能 評 価 事 業 を 行 っ て お り 、 病 院 の

機 能 を 学 術 的 観 点 か ら 中 立 的 な 立 場 で 評 価 す る こ と に よ り 、

問 題 点 を 明 ら か に す る と と も に 、 機 能 改 善 が 認 め ら れ た 病 院

に 対 す る 認 定 証 の 発 行 を 行 っ て い る 。  

 

（ 参 考 ） 同 機 構 の 病 院 機 能 評 価 事 業 に つ い て は 、 平 成 26 年 １ 月 6 日

現 在 で 、2,353 病 院（ 病 院 全 体 の 約 27％ ）が 認 定 を 受 け て い る 。  

 

○  同 機 構 に お い て は 、 病 院 機 能 評 価 事 業 の 事 業 内 容 や 評 価 項

目 、 認 定 病 院 の 評 価 結 果 等 を 同 機 構 ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表 し て

お り 、 ま た 、 受 審 準 備 を 支 援 す る た め の 病 院 機 能 改 善 支 援 事

業 （ 窓 口 相 談 や 訪 問 受 審 支 援 ） も 実 施 し て い る 。  

 

○  ま た 、 臨 床 研 修 病 院 の 指 定 の 基 準 の １ つ と し て 「 将 来 、 第

三 者 に よ る 評 価 を 受 け 、 そ の 結 果 を 公 表 す る こ と を 目 指 す こ

と 」 が 位 置 付 け ら れ て お り 、 病 院 機 能 評 価 事 業 の 新 た な 評 価

項 目（ 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 の 審 査 よ り 適 用 。機 能 種 別 版 評 価 項 目 ：

一 般 病 院 2 3 r d G  V e r . 1 . 0） に お い て は 、 第 ４ 領 域 「 理 念 達 成

に 向 け た 組 織 運 営 」 に お い て 、 臨 床 研 修 機 能 に つ い て も 評 価

を 行 う こ と と し て い る 。  

 

（ 参 考 ）臨 床 研 修 病 院 の 受 審 申 請 件 数（ 審 査 終 了 の も の を 含 む 。）は 、

基 幹 型 臨 床 研 修 病 院 で 927 病 院（ 全 体 の 約 90％ ）と な っ て い る 。  

 

○  各 都 道 府 県 に お い て は 、 住 民 に 対 す る 良 質 な 医 療 の 提 供 及

び 医 療 関 係 者 の 意 識 の 向 上 を 図 る べ く 、 医 療 機 能 評 価 事 業 の

一 層 の 普 及 に 努 め る よ う お 願 い す る 。  

 



１０．医療法第２５条第１項に基づく立入検査について

(1) 平成23年度に各都道府県等が実施した病院への立入検査については、ほとんどの自治

体が100％の実施率となっているものの、一部の自治体には実施できていない病院があ

り、全体の実施率は94.9％（前年度より0.3％増）となっている。平成26年度は、全て

の病院に対して少なくとも年１回は立入検査ができるよう、１００％となっていない

自治体は特に計画的に実施されるようお願いする。

また、診療所・助産所への立入検査についても、３年に１回程度の立入検査を実施

するようお願いする。

(2) 立入検査については、「医療法第25条第１項の規定に基づく立入検査要綱」（平成

13年６月14日付け医薬発第637号・医政発第638号）及び「平成24年度の医療法第25条

第１項の規定に基づく立入検査の実施について」(平成24年7月5日付け医政発0705第5

号）を踏まえて実施していただいているが、立入検査の結果、不適合・指導事項を確

認したときは、関係部局間の連携に留意しつつ、不適合・指導事項、根拠法令及び不

適合・指導理由を文書で速やかに立入検査を行った医療機関へ通知するとともに、そ

の改善の時期、方法等を具体的に記した改善計画書を期限を定めて当該医療機関から

提出させるなど、その改善状況を逐次把握するようお願いする。

また、特に悪質な事案に対しては、必要に応じ、厚生労働省による技術的助言を得

た上で、違法事実を確認した場合は、司法当局へ連絡するなど法令に照らし厳正に対

処するようお願いする。

(3) 病院等の管理者は医療安全を確保するための措置を講じる必要があり、引き続き、院

内感染対策のための体制並びに医薬品及び医療機器に係る安全管理のための体制の確

保について、｢良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正す

る法律の一部の施行について｣（平成19年３月30日医政発第0330010号）等の医療安全

関係通知に基づき指導方お願いする。

特に、院内感染対策については、一部の医療機関で管轄保健所への報告や対策実施

の遅れが見受けられることから、引き続き医療機関に対する適切な助言と支援をお願

いしたい。先般、管轄保健所から県市本庁への報告が十分行われていなかった旨を指

摘された院内感染事案があったことから、日頃より行政内部での連携も密にするよう

お願いする。

また、医療安全面では、医師等により患者等への適切な説明がなされているか等、

インフォームド・コンセントの状況を確認し、必要に応じて指導方お願いする。

(4) 適正な医療提供体制確保の観点から、無資格者による医療行為を防止するため、医療

機関に対し採用時における免許証原本の確認の徹底及び「医師等資格検索システム」

の活用による適正な資格確認を指導するとともに、患者等から通報があった場合は直

ちに検査を実施し、無資格者による医療行為が明らかになった事例については、是正

指導を行う、その事実を告発するなど厳正な対処をお願いする。



(5) 無資格者による医療行為のほか、医師及び助産師以外の看護師等による助産行為、都

道府県知事の許可を受けていない複数医療機関の管理、管理者の長期間にわたる不在

などの通報等があった場合には、業務の実態を把握した上で、必要な指導等をお願い

する。

(6) 診療所も含め医療機関は営利を目的とするものではなく、また、医療機関の開設者は、

開設・経営の責任主体とされていることから、営利法人等が医療機関の開設・経営を

実質的に左右している疑いがあるとの通報等があった場合には、開設者が医療法人か

個人であるかにかかわらず、その医療機関に対し、立入検査を実施し、開設者からの

説明聴取、税法上の帳簿書類（財務諸表、確定申告書、開業届出書等）等の検査を行

い、実態面の各種事情を十分精査の上、厳正に対処していただくようお願いする。

特に、美容外科、眼科等を標榜し自由診療を行っている診療所については、開設者

及び非営利性に関して十分な確認を行うようお願いする。

(7) 病室に定員を超えて患者を入院させること及び病室以外の場所に患者を入院させるこ

とは、患者の療養環境の悪化を招くため、原則認められていないところであるが、地

域の救急医療体制が厳しい状況にある中で、緊急時の対応として救急患者を入院させ

る場合は、定員超過入院等を行うことができることとされているので留意するようお

願いする。

なお、救急患者の受入れに係る定員超過入院等については、「救急患者の受入れに

係る医療法施行規則第10条等の取扱いについて」（平成21年７月21日医政総発0721第

１号・医政指発0721第１号・保医発0721第１号）により取り扱われたい｡

(8) 開設許可及び使用許可を必要としない診療所等について、その開設届の内容と現地で

の実態とが異なる事例が見受けられるところである。これらの診療所等については、

病院のように概ね１年に１回定期的に立入検査を実施することは困難と思われること

から、診療所等の開設届を受理した後、現住所、建物等の構造設備、管理者、従事者

等が届出内容と一致しているか、院内感染及び医療事故の未然防止、防火・防災体制

の確保、非営利性の徹底等の観点から問題がないかについて速やかに現地確認を行う

ようお願いする。

(9) 特定機能病院に対する立入検査の実施については、各地方厚生（支）局の医療指導監

視監査官等と連絡を密にし、立入検査が両者合同で円滑に行われるよう引き続き協力

願いたい。



(10) 住民、患者等からの医療機関に関する苦情、相談等については、速やかに事実確認

を行うなど適切な対応に努めるようお願いする。

また、医師、歯科医師等が行う医療の内容に係る苦情等について、過剰診療が疑わ

れる等、特に悪質な場合には、必要に応じ、厚生労働省による技術的助言を得た上で、

保険・精神・福祉担当部局等の関係部局との連携を図り適切な対処をお願いする。

(11) 医療機関における医療事故等の報道が相次いでいるが、厚生労働省としても、その

内容によっては迅速に実態を把握する必要があることから、医療機関において、特に

管理上重大な事故（多数の人身事故、院内感染の集団発生、診療用放射線器具などの

紛失等）があった場合、軽微な事故であっても参考になると判断される事案があった

場合、重大な医療関係法規の違反があった場合等には、引き続き、その概要を医政局

指導課に情報提供していただくようお願いする。また、管下医療機関に対し、管理上

重大な事故等が発生した場合は、保健所等へ速やかに連絡を行うよう周知いただくと

ともに、立入検査等を通じ、必要な指導等を行うようお願いする。

(12) 昨年、福岡市内の有床診療所で発生した火災による患者等の死亡事故を受けて、平

成25年10月18日付けの医政局長通知により病院等における防火・防災対策要綱の見直

しを行ったところであるが、立入検査の実施に際しては本要綱を参照のうえ、適切な

防火・防災体制がとられているか十分な確認をお願いする。

また、総務省消防庁では、有床診療所が防火に関する諸項目の自主点検結果につい

てインターネット上で入力するシステムを構築し、その確認結果を関係部局間で情報

共有する等の運用を本年４月から開始する予定と聞いており、本システムの稼働にあ

たっては、管下の有床診療所に対する入力の周知にご協力いただくとともに、共有情

報を立入検査時の参考資料とするなど有効に活用いただくようお願いする。

(13) なお、立入検査による指導のみならず、日頃から管下医療機関との信頼関係及び顔

の見える関係を構築し、院内感染及び医療事故等の発生予防の観点から、日常におけ

る医療機関からの相談に応じられる体制を確保するとともに、そのような事案が発生

した場合には、当該医療機関に対し実行可能な解決策の技術的支援又は助言等を行う

ようお願いする。

(14) 今後の行政の参考にするため、立入検査の結果（臨時での立入検査も含む）又は医

療機関に対して医療法に基づく処分（命令や取消等）を行った場合には、引き続き、

医政局指導課に情報提供していただくようお願いする。



１１．医療放射線等の安全対策について

(1) 診療用高エネルギー放射線発生装置（リニアック装置等）等の使用に関し、「診療

用放射線の過剰照射の防止等の徹底について」（平成16年４月９日付け医政指発第04

09001号）により、安全管理体制の徹底や、装置を初期設定した際の再確認等につい

て、管下医療機関に対する指導方お願いしてきたところである。

今後も引き続き、管下医療機関において適切な対策が図られるよう、医療法第25条

第１項の規定に基づく立入検査その他の指導の機会を通じ、医療機関の管理者と連携

の下、適切な指導方よろしくお願いする。

(2) 病院又は診療所の管理者は、地震その他の事故により放射線障害が発生し、又は発

生するおそれがある場合には、医療法施行規則第30条の25の規定により、ただちにそ

の旨を病院又は診療所の所在地を管轄する保健所、警察署、消防署その他関係機関に

通報するとともに、放射線障害の防止に努めなければならないとされていることから、

その遵守について管下医療機関に対する適切な指導方よろしくお願いする。

(3) ＣＴ搭載車等移動式医療装置の使用前検査及び使用許可の取扱いについて、医療法

の趣旨を損なわずに規制緩和を図る観点から、「医療法第27条の規定に基づくＣＴ搭

載車等移動式医療装置の使用前検査及び使用許可の取扱いについて」（平成20年７月

10日付け医政発第0710005号）により、自主検査を認める条件を明らかにしたところ

であり、各都道府県においては、医療機関からの当該装置の使用許可申請を受理した

際、ご留意の上、適切な運用を図っていただきたい。

(4) ＳＰＥＣＴ－ＣＴ複合装置等の新たな医療技術への対応等を図るため、「エックス

線装置をエックス線装置を除く放射線診療室において使用する特別の理由及び適切な

防護措置について」（平成21年７月31日付け医政発0731第３号）により、当該装置の

診療用放射性同位元素使用室におけるＣＴ単独目的での撮影を認め、適切な防護措置

や安全管理体制について明らかにしたところであり、各都道府県においては、ご留意

の上、その遵守について管下医療機関に対する適切な指導方よろしくお願いする。

(5) 放射性医薬品を投与された患者の退出については、医療法施行規則第30条の15に基

づき、「放射性医薬品を投与された患者の退出について」（平成10年６月30日付け医

薬安発第70号。）及び「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」（平

成13年３月12日付け医薬発第188号）により、適切な対応をお願いしてきた所であり、

各都道府県においては、適切な運用を図っていただきたい。



(６) 新たな医療技術への対応等を図るため、「医療法施行規則の一部を改正する省令の

施行等について」の一部改正について（平成24年12月27日付け医政発1227第１号）に

より、ＰＥＴ－ＭＲＩ複合装置の陽電子断層撮影用放射性同位元素使用室における使

用に関し、MRI単独目的での撮影を行う場合を含め、当該装置を使用する場合の適切

な防護措置や安全管理体制について明らかにしたところであり、各都道府県において

は、ご留意の上、その遵守について管下医療機関に対する適切な指導方よろしくお願

いする。



12．医療関連サービスについて 

 

○医療関連サービスについて 

 医療機関の業務委託については、医療法において委託基準を設け、業務委託の質の確

保を図ってきたところであるが、業務委託の実施に当たっては、医療法はもとより、食

品衛生法、クリーニング業法、薬事法等の他の関係法令の規定を併せて遵守する必要が

ある。 

このため、都道府県の担当部局にあっては、関係部署との連絡を密にして、適正な業

務委託の実施に向けてご指導をお願いする。 

 

○衛生検査所の指導監督について 

 医療機関が適正な医療を行う上で、衛生検査所の検査の精度は極めて重要であり、衛

生検査所における検査内容の質的向上を図るため、精度管理責任者を置くこと、外部精

度管理調査への参加などを義務づけ、精度管理に関する諸基準を法令で定めている。 

 各都道府県等におかれては、衛生検査所の精度管理の重要性を十分に認識したうえ、

衛生検査所指導要領（昭和 61 年健政発第 262 号健康政策局長通知）を参考にしながら、

衛生検査所の指導監督を実施していただくようお願いする。 

 また、精度管理に係る指導監督にあたっては、都道府県衛生研究所などの協力機関の

技術援助及び指導助言、他の都道府県との精度管理に関する指導方針等について情報交

換及び必要に応じた連携をご留意のうえ、実施していただくようお願いする。 

  

○簡易検査について 

薬局等の店頭において自己採血による簡易な検査を実施することについては、閣議決

定されている日本再興戦略や産業競争力の強化に関する実行計画において、可能である

ことを明確化することとされており、現在、こうした検査を行う場所についての位置付

けの明確化について検討を進めている。 



１３．平成２５年度補正予算（有床診療所等のスプリンクラー等整備、災害拠点病院等の耐震整備）につ
いて

○有床診療所等のスプリンクラー等整備
有床診療所等において火災が発生した際、被害の甚大化を防ぐために必要なスプリンクラー等を設
置するための経費を、平成２５年度補正予算において、１０１億円計上したところである。
このため、当該事業を活用し、有床診療所等の防災対策を進めていただくようお願いする。
なお、現在、消防庁の「有床診療所火災対策検討部会」で有床診療所等における火災対策の在り
方について検討されており、当検討部会での議論を十分に踏まえて実施要綱等の発出を予定してい
る。実施要綱・交付要綱の発出以降、事業計画書等を早期にとりまとめしていただくこととなるので、
ご協力をお願いする。

○災害拠点病院等の耐震整備
災害拠点病院、救命救急センター及び二次救急医療機関の耐震整備を推進するため、平成２５年
度補正予算において、医療提供体制施設整備交付金を１４億円増額したところである。
このため、未耐震の施設については、当該交付金を活用し、耐震整備を実施して頂くようお願いす
る。

（１）有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業（１０１億円）： 医療施設等施設整備費補助金
１０月１１日未明に福岡市内の有床診療所で発生した火災事故を踏まえて、消防庁において「有

床診療所火災対策検討部会」を立ち上げ、防火対策のあり方について、議論がなされているところ
である。この議論の行方を注視しつつも、同様に火災が発生した際の甚大なる被害を防ぐための緊
急対策として、スプリンクラー等の整備に対し、財政支援を行うもの。

自

（２）耐震整備事業（１４億円）： 医療提供体制施設整備交付金

災害発生時に患者受入の拠点となる災害拠点病院、重篤な患者を２４時間体制で受け入れる救命
救急センター及び地域の救急患者の受け入れを行う二次救急医療機関の耐震整備に対し、財政支援
を行うもの。

○基準額 ７５，２１０千円
○補助率 １／２

＜本事業の対象として想定されるもの＞
・耐震整備に関する工事費又は工事請負費

＜本事業の対象となる施設＞
・災害拠点病院、救命救急センター、二次救急医療機関

医療施設の防災対策の推進
（有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業、災害拠点病院等の耐震整備事業）

平成２５年度補正予算
１１５億円

＜本事業の対象として想定されるもの＞
・スプリンクラー、自動火災報知設備、火災通報装置の設置
に関する工事費又は工事請負費

＜本事業の対象となる施設＞
・有床診療所（歯科含む）、病院、有床助産所
※現行の消防法においてスプリンクラー等の設置義務のかかっていな
いもの

（１）スプリンクラー設置 基準額 17,000円／㎡（定額）
（スプリンクラーには、パッケージ型自動消火設備含む）

（２）自動火災報知設備 基準額 1,000千円／1か所※注
火災によって生ずる熱、または煙を感知器で自動的に感知し、ベルなどを鳴動さ

せることにより火災の発生を防火対象物の関係者に報知するもの

（３）火災通報装置 基準額 300千円／1か所

火災が発生した場合、専用通報装置により、消防機関へ通報する装置

※注 H27.4～より全施設への設置が義務化される。

（既存の施設への経過措置期間はH30.3.31まで）



１．医師確保対策について 

 

Ⅰ．医学部入学定員の動向 

地域の医師確保のため、平成 20 年度より医学部入学定員について

は、文部科学省と連携を図り、段階的に増員を行っている。 

その結果、平成 25 年度の入学定員については、過去最大の 9,041

人であり、平成 19 年度と比べて 1,416 人の増員となった。平成 26

年度についても、更に同様の枠組みで 28 人の増員を行って 9，069

人となる予定である。 

 

○平成 26 年度における医学部入学定員の増員について 

（１）増員数 

総数 28 人  

①「地域枠」・・・24 名  

 各都道府県と当該県内外の大学が連携し、地域医療を担

う医師を養成するための定員増。（各都道府県の地域医療

再生計画に基づき（地域医療再生基金の活用が可能）、医

師確保に係る奨学金を活用し、選抜枠を設けて医師定着

を図ろうとする大学の定員増を認める。） 

②「研究医枠」・・・4 名 

 研究医を養成するための定員増。 

③「歯学部振替枠」・・・0 名 

・ 歯学部入学定員を減員する場合に認められる定員増。 

（２）増員期間 

平成 31 年度までの 6 年間（前回の医学部定員増と終期をそ

ろえるという考え方。以降の取扱いは、その時点の医師養成数

の将来見通しや定着状況を踏まえて判断する。） 

 

 

 

 



 

Ⅱ．女性医師の復職支援について 

近年、医師国家試験の合格者に占める女性の割合は約 3 分の 1 と

なっており、特に産婦人科については 20 代の女性医師の割合が半数

を上回っている現状もあるため、出産や育児といったライフステー

ジに応じた就労を支援するための取組が課題となっている。 

このため、平成 22 年度から「女性医師等就労支援事業」を実施し、

出産・育児及び離職後の再就業に不安を抱える女性医師等に対し、

各都道府県において受付・相談窓口を設置して、復職のための研修

受入機関の紹介や、出産・育児等と勤務との両立を支援するための

助言及び就労環境の改善を行い、女性医師等の離職防止や再就業の

促進を図るための経費を補助してきた。（平成 24 年度 37 都道府県）。 

平成 26 年度においては、医療従事者等の確保・養成等を図るため

創設される「新たな財政支援制度（基金）」の事業として、キャリア

支援等も含め女性医師の離職防止や復職支援の取り組みを積極的に

実施していただきたい。 

また、公益社団法人日本医師会へ委託している「女性医師支援セ

ンター事業」（女性医師バンク）においても、再就業を希望する女性

医師の就業斡旋等を行うことにしているので、都道府県においても

積極的にご活用いただきたい。 

（就業成立実績：平成 25 年 3 月末現在 329 件） 
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全体として過剰を

招かないように配慮」
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「無医大県解消構想」

平成26年度
9,041→9,069人
【28人増予定】

○医学部の入学定員を、過去最大規模まで増員。
（平成19年度7,625人→平成26年度9,069人予定（計1,444人増））

医学部入学定員の年次推移

7,793
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8,923
8,991

8,846

昭和 平成

地域の医師確保を目的とした都道府県地域枠（概要）

○【地域枠】（平成22年度より医学部定員増）
〈１〉大学医学部が設定する「地域医療等に従事する明確な意思をもった学生の選抜枠」
〈２〉都道府県が設定する奨学金の受給が要件

※入試時に選抜枠を設定せず、入学後に学生を選抜する場合もあり

※学生の出身地にとらわれず、全国から募集する場合もあり

※貸与額及び返還
免除要件について
は、各都道府県が
その実情に応じ
て、独自に設定。

○月額１０～１５万円
※入学金等や授業料など別途支給の場合あり

○６年間で概ね１２００万円前後
※私立大学医学生等には、別途加算の場合あり

（参考）全学部平均の学生の生活費（授業料含む）は
国公立大学で約１４０万/年、 私立大学で約２００万/年

出典（独）日本学生支援機構 学生生活調査（平成２０年度）

１．貸与額

○医師免許取得後、下記のような条件で医師として貸与期間の概ね1.5倍（９年
間）の期間従事した場合、奨学金の返還が免除される。

１．都道府県内の特定の地域や医療機関
（公的病院、都道府県立病院、市町村立病院、へき地診療所等）

２．指定された特定の診療科（産婦人科・小児科等の医師不足診療科）

２．返還免除要件

・平成22年度地域枠入学定員（313名）→平成28年に卒業見込み
・平成23年度地域枠入学定員（372名）→平成29年に卒業見込み
・平成24年度地域枠入学定員（437名）→平成30年に卒業見込み
・平成25年度地域枠入学定員（476名）→平成31年に卒業見込み

・平成26年度地域枠入学定員(予定)（500名）→平成32年に卒業見込み

医
学
教
育
（
６
年
間
）

平成28年度以降、新たな
医師として地域医療等へ貢献：

奨学金の例



２．医師臨床研修について 

 
（１）医師臨床研修制度について 

現在の医師臨床研修制度は、平成１６年度より「医師としての

人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、一般的な診

療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、

基本的な診療能力を身につけること」を基本理念として、従来の

努力義務から必修化する形で導入され、まもなく１０年になろう

としている。また、必修化に伴い、診療に従事しようとする医師

は、２年以上、臨床研修を受けなければならないとされており、

臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修

了した旨を医籍に登録することとされている。  
 

（２）医師臨床研修制度の見直しについて 

今回の制度見直し（平成 27 年度研修より適用見込み）は、前

回の制度見直し（募集定員の都道府県別上限の設定等：平成 22

年度研修より適用）において、５年以内に見直しを行うこととな

っていたこと等を踏まえ、医道審議会医師分科会医師臨床研修部

会において、さらなる研修の質の向上、地域医療の安定的確保等

の観点から、制度全体的に検討を行い、平成 25 年 12 月に報告書

を取りまとめた。 

 

【報告書の主な概要】 
＜到達目標・評価（→研修診療科、必要な症例の在り方等に反映)＞ 

・次回（平成３２年度）見直しに向け、診療能力の評価等の観点から別途
検討の場を設け見直す。 

＜基幹型臨床研修病院の在り方＞ 
・基幹型病院の在り方の明確化。（到達目標の大部分を研修可能な環境と
研修医及び研修プログラムの全体的な管理・責任を有する病院） 

＜臨床研修病院群の在り方＞ 
・頻度の高い疾病等について様々なバリエーションの能力形成が可能とな
る群の構成が必要。 
・病院群の地理的範囲は、同一都道府県内、二次医療圏内を基本。 

＜必要な症例＞ 
・基幹型病院の「年間入院患者数３０００人以上」基準は維持。 
・３０００人に満たない新規申請病院も、良質な研修が見込める場合には、
訪問調査により評価。 

＜キャリア形成支援＞  
・妊娠出産、研究等の多様なキャリアパスに応じた臨床研修中断・再開の
円滑化。  

＜募集定員の設定＞ 
・激変緩和措置（各都道府県募集定員の上限、各研修病院）は、平成 26
年 3 月末に終了。 
・研修希望者に対する募集定員の割合を縮小。（約 1.23 倍→当初 1.2 倍、
次回見直しに向けて 1.1 倍） 
・都道府県上限の計算式を一部見直し。（新たに、高齢者人口、人口当た
り医師数等も勘案） 
・各病院の募集定員において、大学病院等の医師派遣の実績をより考慮。 



＜地域枠への対応・都道府県の役割の強化＞ 
・地域枠、医師派遣等の状況を踏まえつつ、都道府県が、都道府県上限の
範囲内で各病院の定員を調整できる枠を追加。 

 

【今後のスケジュール】 

平成 26 年３月（目途） 関係通知等の改正 

平成 26 年４月（予定） 制度の見直しに関する説明会（２回目） 

平成 26 年度中 見直し後の制度に基づき、研修医を募集 

平成 27 年度～ 見直し後の制度の下で研修開始 

 
（３）医師臨床研修にかかる補助金 

臨床研修病院が、適切な指導体制の下で臨床研修を実施するこ

とを支援する臨床研修費等補助金（医科分）は、平成２６年度予

算案において、１０４億円を計上している。  
各都道府県におかれては、管轄内の病院が臨床研修を円滑に実

施するために、当補助事業を積極的に活用できるようご配慮いた

だくとともに、各地域において理想的な医師養成のネットワーク

の形成に取り組むことをお願いする。  
 

○ 補助対象事業 
 

（１）教育指導経費 
・指導医の確保 
・プログラム責任者の配置 
・研修管理委員会の設置 
・医師不足地域及び産婦人科・小児科宿日直研修 
・大学病院や都市部の中核病院と医師不足地域の中小病院・診療所が

連携する研修プログラムの作成 
・医師不足地域の中小病院等への指導医派遣  等 

 
（２）地域協議会経費 

・臨床研修に関する協議会運営に係る謝金、旅費、会議費等 
（募集定員の調整、研修プログラムの共同開発に係るもの。） 

 
（参考：予算額の推移） 

 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（予算案） 

予算額  １６２億円  １４２億円 １３２億円 １２１億円 １０４億円 

 

【補助先】公私立大学附属病院、厚生労働大臣の指定した公私立病院等 

【補助率】定額 



３．新たな専門医に関する仕組みについて 

 

（１）専門医の在り方に関する検討会 報告書 

医師の質の一層の向上を図ること等を目的として、平成 23 年 10 月より

「専門医の在り方に関する検討会」を開催し、専門医に関して幅広く検討

を重ね、平成 25 年４月に報告書を取りまとめた。 
 

【報告書の主な概要】 
・ 中立的な第三者機関を設立し、専門医の認定と養成プログラムの評価・認定を 

統一的に行う。 

・ 総合的な診療能力を有する医師（総合診療医）の専門医としての名称は、「総 

合診療専門医」とし、専門医の一つとして基本領域に位置づける。 

   ・ 養成数の設定は、患者数や研修体制等を踏まえ、地域の実情を総合的に勘案 

する。 

 

（２）専門医にかかる平成 26 年度予算案について 

 

○ 専門医認定支援事業 平成 26 年度予算案 343,135 千円 
 

  医師の質の一層の向上を図ることなどを目的とする専門医に関する新たな

仕組みが円滑に構築されるよう、研修病院に対する専門医の養成プログラムの

作成支援及び専門医の認定と養成プログラムの評価・認定を行う第三者機関に

対する情報システム開発等の支援を行う。 
 

【専門医の養成プログラム作成経費】（予算案内訳 281,134 千円） 

（事業内容）・総合診療専門医の養成プログラム  

・初期診療が地域で幅広く求められる診療科で都市部と地域を 

ローテーションする内容の養成プログラム作成経費 

 

（実施主体） 都道府県（間接補助先：研修病院（群）） 

（箇 所 数） 172 箇所 

（補 助 率） 1/2（国 1/2、都道府県 1/2 以内、研修病院 1/2 以内） 

（対象経費） 代替医師雇上経費、事務職員雇上経費、旅費 
   

【専門医に関する情報システム開発等経費】（予算案内訳 62,001 千円） 

（事業内容）・専門医に関する情報システム開発経費  

・シンポジウム開催等普及・啓発経費  

・研修病院（群）ごとの研修プログラム認定のための訪問調査等経費  

・訪問調査を担当するサーベイヤーを養成するための講習会等経費  

（実施主体） 第三者機関 

（補 助 率） 1/2（国 1/2、第三者機関 1/2） 

（対象経費） システム開発経費、諸謝金、委員等旅費、印刷製本費、通信 

運搬費、会場借上料、会議費、事務職員雇上経費 

 



（３）今後のスケジュール（案）について 
平成 25 年度 中立的な第三者機関の設立 

平成 25 年度～ 専門医認定のための基準の検討・策定 

平成 26 年度～ 研修プログラムの認定 

平成 28 年度 専門医取得を希望する医師の募集 

平成 29 年度 新たな仕組みの下で研修開始 

平成 32 年度～ 中立的な第三者機関において、専門医の認定 

 

 



４．医師、歯科医師の行政処分等について 

（１）医療関係資格者の行政処分対象事案の把握等について 

医療関係資格者の行政処分対象事案の把握については、かねてよ

り御協力いただいているところであるが、情報入手の適正化の観点

から平成１６年より医師及び歯科医師が刑事事件の被疑者として

起訴された場合及び判決が出された場合に、法務省から当省に対し、

医師の氏名、事件の概要等の情報が提供されることとなっている。 

このため、法務省から提供のあった情報を含め、各都道府県に判

決書の入手等を依頼することとしているので、引き続き御協力をお

願いする。 

また、その他の医療関係資格者については、従前の取扱いと同様

に各都道府県に対象事案の把握及び判決書の入手等を依頼するこ

ととしているので、引き続き御協力をお願いする。 

 

（２）医師等に対する再教育研修に係る弁明の聴取について 

平成１９年度から、医師及び歯科医師の行政処分対象者に厚生労

働大臣が再教育研修受講を命ずることとなったが、被処分者にとっ

ては不利益処分となるため、処分に先立って弁明の聴取を行う必要

がある。 

行政処分対象者の意見の聴取等については、かねてより御協力い

ただいているところであるが、これに加えて、再教育研修に係る弁

明の聴取も行って頂きたく、引き続き御協力をお願いする。 

 



５．医師等の資格確認について 

 

（１）医療機関、保健所等における資格確認について 

医療機関等において、医師等を採用する場合は、免許証等の原本

により資格を有していることの確認を求めているほか、保健所等に

おいて、免許証の再交付申請があった場合は、厳密に本人確認を行

うよう求めているところである。 

しかしながら、偽造した医師免許証の写しを使用する事件が散見

されており、昨年、一昨年と東京都内で発生した「なりすまし医師」

の事例は報道でも大きく取り上げられ記憶に新しいところ。また、

国家試験合格者が免許を付与される前に免許を必要とする業務に

従事していた事例が確認されている。 

医師等の資格確認については、平成２４年９月２４日付医政医発

０９２４第１号、医政歯発０９２４第２号により改めて通知してい

るところであるが、今後、同様の事例が発生することのないよう、

医師等の採用の際には免許証の原本による資格確認及び運転免許

証等による本人確認を十分行うとともに、国家試験合格者を免許の

取得予定者として採用した場合は、免許が付与されたことを確認し

た後に免許が必要な業務に従事させるよう、関係部局、貴管下保健

所、病院、診療所等関係機関に対し指導されたい。 

また、医師、歯科医師については、厚生労働省ホームページ上で

運用している「医師等資格確認検索システム」に、資格確認を補完

する手段として、より正確な資格確認を行うことができる医療機関

向けの検索機能を平成２５年８月に追加しているので、これを活用

した資格確認の徹底についても併せて指導願いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）免許申請手続について 

医師等医療関係職種の新規免許登録については、例年３月末から

４月にかけて申請が集中し、登録完了まで一定の期間を要している

ことから、医事課試験免許室が行う審査業務等を効率化し、免許登

録事務の迅速化を図っているところである。 

また、保健所への申請書提出から医事課試験免許室への進達まで

に要する期間について、都道府県によって差が生じているとの指摘

もあることから、各都道府県の関係部局及び管下保健所においては、

審査が終了した申請書を留め置くことなく、速やかに進達するよう

迅速化に努めて頂きたい。 

なお、上述のとおり、免許が付与される前に免許を必要とする業

務に従事していた事例が確認されたことから、免許申請書裏面に、

有資格者として業務を行うには、免許登録される必要がある旨の注

意事項を追記したので、免許申請書を受け付ける際に、その旨を申

請者に注意喚起いただくよう併せてお願いする。 



６ ． 消 費 者 委 員 会 の 建 議 に つ い て  

（ エ ス テ ・ 美 容 医 療 サ ー ビ ス に 関 す る 消 費 者 問 題 ）  

○  平 成 23 年 12 月 21 日 に 、 消 費 者 委 員 会 よ り 「 エ ス テ ・ 美 容 医

療 サ ー ビ ス に 関 す る 消 費 者 問 題 に つ い て の 建 議 」が 発 表 さ れ 、そ

の 中 で 、厚 生 労 働 省 に 対 し て 、エ ス テ 等 に よ る 健 康 被 害 等 に 関 す

る 情 報 の 提 供 と 的 確 な 対 応 を 求 め ら れ て い る 。  

○  厚 生 労 働 省 （ 医 政 局 医 事 課 ） と し て は 、 無 資 格 者 に よ る 脱 毛 ・

ア ー ト メ イ ク 等 へ の 対 応 と し て 、 平 成 13 年 に 「 医 師 免 許 を 有 し

な い 者 に よ る 脱 毛 行 為 等 の 取 扱 い に つ い て 」（ 平 成 13 年 11 月 8

日 付 け 医 政 医 発 第 105 号 厚 生 労 働 省 医 政 局 医 事 課 長 通 知 ）を 発 出

し 、違 反 行 為 に 対 す る 指 導 等 に つ い て 皆 様 に 御 協 力 を お 願 い し て

い る 。  

ま た 、 通 知 に 書 か れ て い る よ う な 、 勧 告 や 告 発 に 至 ら ず と も 、

違 反 事 例 に 接 し た 場 合 に は 、当 該 違 反 者 に 対 す る 行 政 指 導 、警 察

へ の 情 報 提 供 等 に よ る 御 協 力 を お 願 い し て き た と こ ろ 。  

○  さ ら に 、平 成 24 年 3 月 23 日 に は「 消 費 者 行 政 担 当 部 局 か ら 提

供 さ れ た 美 容 医 療 サ ー ビ ス に 関 す る 情 報 へ の 対 応 に つ い て （ 依

頼 ）」（ 平 成 24 年 3 月 23 日 付 け 医 政 総 発 0323 第 11 号・医 政 医 発

0323 第 2 号 厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務 課 長 及 び 医 事 課 長 連 名 通 知 ）に

よ り 、各 都 道 府 県 の 消 費 者 行 政 担 当 部 局 と 連 携 し た 対 応 を 行 う こ

と や 、 医 師 法 第 17 条 に 係 る 疑 義 が 生 じ た 場 合 に 、 医 政 局 医 事 課

宛 に 照 会 い た だ く こ と 等 を 併 せ て お 願 い し て い る 。  

○  な お 、昨 年 、都 道 府 県 及 び 保 健 所 設 置 市 に は 、具 体 的 な 被 害 事

例 や 違 反 者 に 対 す る 指 導 、警 察 と の 連 携 方 法 等 に つ い て の 調 査 に

ご 協 力 い た だ い た と こ ろ で あ り 、そ の 結 果 を「 エ ス テ テ ィ ッ ク サ

ロ ン 等 に お け る 医 師 法 違 反 事 案 へ の 対 応 に つ い て 」（ 平 成 25 年 ７

月 11 日 付 け 医 政 医 発 0711 第 １ 号 厚 生 労 働 省 医 政 局 医 事 課 長 通 知 ）

に お い て と り ま と め て い る が 、本 通 知 も 参 考 と し な が ら 、違 反 行

為 に 対 す る 行 政 指 導 等 が 適 切 に 行 わ れ る よ う 引 き 続 き ご 協 力 い

た だ き た い 。  



７．異状死死因究明について 

〔死因究明に関する関係者の連携強化〕 

「異状死死因究明事業」においては、死因究明に関する効果等を

検証するため、監察医制度がない地域で、異状死に係る死因究明の

ための取組みを行っている都道府県に対し、解剖や死亡時画像診断

に係る経費について財政支援を行っており、平成２５年度は３０都

道府県が当事業を実施している。 

平成２５年４月から「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調

査等に関する法律」が施行され、警察署長の判断により死因・身元

の調査を行われることとなったことから、今後は、都道府県警察と

よりいっそう連携する必要がある。 

「異状死死因究明事業」を実施している一部の自治体では、衛生

部局・警察・医師会・大学関係者が連携して、死因究明体制につい

て協議を進めながら実施している例もあり、各都道府県においては、

関係者による連携体制の充実に向けた取り組みをお願いしたい。 

 

〔小児の死亡時画像診断の実施〕 

「特に小児については、全例について死亡時画像診断を実施する

ことを視野に入れ、体制を整備することが望ましい」との提言（「死

因究明に資する死亡時画像診断の活用に関する検討会 報告書」（平

成 23 年７月厚生労働省））を踏まえ、平成２６年度から、死亡時

画像診断の有用性や有効に行うための条件等を検証するため、小児

死亡例に対する死亡時画像診断（Ai）を拡充することとしている。 

具体的には、医療機関から提供を受けた画像データ等を専門家が

評価し、Ai が有効な事例や条件などをとりまとめ、日本医師会が

実施する Ai 研修会（「死亡時画像読影技術等向上研修事業」）の研

修内容への反映や Ai マニュアルの作成を目指している。「異状死死

因究明事業」では、解剖だけではなく Ai に関する費用も対象とな

っていることから、各都道府県においては、当事業の積極的活用に

ついて検討して頂きたい。 

 



〔検案体制の充実〕 

  内閣府に設置された「死因究明等推進会議」においては、死因

究明体制を充実させるために、警察が取り扱う死体に立会い、検

案する医師（いわゆる「警察医」）の能力の向上が求められている。

平成２６年度から、「死体検案講習会費」の充実を図り、日本医師

会で講習会を実施する予定としており、各都道府県においては、

都道府県医師会と協力して、警察医に対して当講習会の参加に関

して積極的な働きかけをお願いしたい。 

〔その他〕 

  「死因究明等推進会議」では、本年９月までに死因究明計画を

策定し、閣議決定する予定であることから、その内容については

改めて周知することとするので、各都道府県においてもその動向

については留意して頂きたい。 



８ ． 医 療 従 事 者 の 養 成 に つ い て  

（ １ ）医 師 等 医 療 関 係 職 種 の 国 家 試 験 に つ い て は 、更 な る 質 の 向 上

を 図 る 観 点 か ら 、適 宜 、試 験 の 改 善 を 図 り 、そ の 実 施 に 努 め て

い る と こ ろ で あ る 。  

ま た 、 平 成 ２ ６ 年 の 国 家 試 験 は 、 資 料 （ Ⅱ ） 医 事 課 の 「 ８ ．

平 成 26 年 医 政 局 所 管 国 家 試 験 実 施 計 画 」 の と お り 実 施 す る の

で 、合 格 発 表 後 の 免 許 申 請 手 続 き に あ た っ て は 、引 き 続 き 適 切

な 実 施 方 を お 願 い す る 。  

（ ２ ）医 療 関 係 職 種 の 養 成 所 に つ い て は 、指 定 規 則 に 適 合 し な い 教

員 に よ る 授 業 の 実 施 や 、学 則 に 適 合 し な い 授 業 の 実 施 な ど 、不

適 切 な 事 例 が 未 だ 見 受 け ら れ る こ と か ら 、各 地 方 厚 生（ 支 ）局

を 中 心 と し て 指 導 監 督 を 徹 底 し て い く こ と と し て い る の で 、引

き 続 き ご 協 力 を お 願 い す る 。  

（ ３ ）医 療 関 係 職 種 の 養 成 施 設 等 の 指 定 権 限 等 に つ い て は 、「 事 務 ・

権 限 の 移 譲 等 に 関 す る 見 直 し 方 針 に つ い て 」（ 平 成 25 年 12 月

20 日 閣 議 決 定 ）に お い て 、都 道 府 県 へ 移 譲 さ れ る こ と が 決 定 さ

れ た と こ ろ で あ る 。関 係 法 律 の 改 正 に つ い て は 、今 通 常 国 会 に

提 出 す る 予 定 で あ る 。 施 行 日 は 平 成 27 年 ４ 月 が 予 定 さ れ て い

る こ と か ら 、ご 了 知 い た だ く と と も に 、円 滑 な 移 譲 に ご 協 力 を

お 願 い す る 。  

 

 



９．あはき柔整について 

（１）あはき無資格者の取締りについて 

○ あん摩、マッサージ又は指圧について、無資格者が業として行っていると

の情報が当課に多く寄せられているところである。 
 

○ 医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復 

については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭 

和 22年法律第 217号)第 12条及び柔道整復師法(昭和 45年法律第 19号)第 15

条により、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復

師の免許を有する者でなければこれを行ってはならないものであるので、無免

許で業としてこれらの行為を行ったものは、それぞれあん摩マッサージ指圧師、

はり師、きゅう師等に関する法律第 13 条の 7 及び柔道整復師法第 29 条の 1

により処罰の対象になるものであることについて周知・啓発を図られたい。 

 参考：「医業類似行為に対する取扱いについて」（平成 3年 6月 28 日付け医事第 58 号） 

 

○ あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為（い 

わゆる民間療法）については、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人 

体に危害を及ぼすおそれがあれば、禁止処罰の対象となるものであることから、

保健所等関係機関とも連携し、その徹底を図られたい。 

 参考：「医業類似行為に対する取扱いについて」（平成 3年 6月 28 日付け医事第 58 号） 

 

○ 独立行政法人国民生活センターが平成 24 年８月２日に報道発表した「手技

による医業類似行為の危害－整体、カイロプラクティック、マッサージ等で

重症事例も－」（以下「国民生活センター発表」という。）によると国家資

格を有しない者と思われる手技による医業類似行為を受け、健康被害が生じ

た相談が相当数ある旨報告されており、公衆衛生上看過できない状況である。

当課においても（独）国民生活センターより PIO－NET（全国消費生活情報ネ

ットワーク・システム）情報の提供を受け、あん摩マツサージ指圧師、はり

師、きゆう師等に関する法律第９条の２に基づく施術所の開設届の有無につ

いて精査したところ、手技による医業類似行為を受け、健康被害が生じたと

されている事案で開設届が出されていないと思われる事案について、確認し、

その対応について平成 26 年２月７日医政医発 0207 第 1 号医事課長通知によ

り依頼しているので、その指導及び報告方よろしくお願いする。 
 
 



（２）施術所開設届等の際の資格確認について 

○ 今般、実在する免許証を偽造して柔道整復師になりすました施術所の開設

届及び療養費の受領委任に関する申し出がなされていた事例が判明したとこ

ろである。 
 

○ このような事態に鑑み、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等

に関する法律第９条の２から第９条の４まで及び柔道整復師法第19条の施術

所開設届の際の資格確認の徹底について」（平成 26 年１月７日医政医発 0107

第１号）により衛生部（局）長あて通知したところである。 
 

○ ついては、国民の健康な生活を確保する観点からもかかる不正行為が見過

ごされることのないよう、施術所開設届を受理する際は、①開設者の運転免

許証等の原本による本人確認、②業務に従事する施術者のあん摩マッサージ

指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師免許証の原本確認及び運転免許証

等による本人確認の徹底について、関係部局、貴管下保健所に対して指導さ

れたい。 

 

○ また、他人の免許証（コピーを含む）を利用して、自分の氏名等を記載し

た偽造免許証が疑われる場合は、厚生労働大臣指定登録機関に免許証の記載

事項を照会し、登録された免許証であることを確認することも併せて指導さ

れたい。 
 
 

（３）あはき柔整無資格者の広告について 

○ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第１条のあん 

摩、マッサージ又は指圧が行われていない施設において「マッサージ」等と 

広告することについては、同施設においてあん摩マッサージ指圧が行われて 

いると一般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであ 

るので、各都道府県におかれても、このような広告を行わないよう指導をお 

願いする。 

 

○ 例えば、あはき柔整無資格者が、広告において、実際には認められない効

果・効能を表示した場合には、不当景品類及び不当表示防止法に抵触するお

それもあり、また、広告に関する住民からの苦情は、管内を所管する消費生

活センターに寄せられることもあるので、苦情・相談の状況について、定期

的に情報交換する等、消費者行政機関との連携に努め、必要な措置を講じら

れるようにお願いしたい。 



○ なお、有資格者においても、最近、「交通事故治療専門」や「むち打ち専

門」といった広告違反が行われているとの情報が当課に多く寄せられており、

また、国民生活センター発表おいても同様の報告がされており、公衆衛生上看

過できない状況となっている。 

ついては、広告可能事項に該当しない「交通事故」といった文言や料金につ

いて、広告することは認められないことから、違法広告のある施術所の開設者

に対する指導の徹底を図られたい。 
 

 

○不当景品類及び不当表示防止法【参考】 

（不当な表示の禁止）  

第四条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当

する表示をしてはならない。  

一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは

役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当

に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めら

れるもの  

二  商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく

は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し

く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者によ

る自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 

 

 

（関連のホームページ） 

無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html 

 



１．歯科保健医療対策について 

 

厚生労働省では、80 歳になっても自分の歯を20 本以上保つことを目標した8020 

（ハチマル・ニイマル）運動を進めているが、その成果として8020 達成者の増加や学

童期のむし歯有病者率の減少など、国民の歯の健康状態が改善されてきているところ

である。各都道府県等におかれては、引き続き、本運動の一層の推進に努められたい。 

 

（１）歯科保健対策の推進等について 

生涯を通じた国民の歯の健康の保持の推進を図るとともに、都道府県における歯

科保健対策を円滑に推進するための「8020 運動推進特別事業」は平成26年度におい

ても引き続き実施することとしている。なお、各都道府県におかれては、地域の実

情を踏まえ、本事業を効果的かつ効率的に実施されるよう努められたい。 

また、歯科疾患の予防を目的とした取組みについては多様な方法があるが、自治

体及び学校等の判断に基づいて集団でフッ化物洗口・塗布を実施する場合には、本

人及び保護者等に適切な説明を行い、理解を得ること等について、十分に配慮され

るよう周知徹底を図られたい。 

 

（２）在宅歯科医療等の推進について 

在宅歯科医療等の推進を図る観点から、 

① 在宅歯科医療、口腔ケア等に専門性をもつ歯科医師及び歯科衛生士を養成する

ための「歯の健康力推進歯科医師等養成講習会」 

② 在宅で療養する者（在宅療養者）の歯科疾患予防の取組や在宅療養者を介護す

る家族等への歯科口腔保健の知識等の普及を推進するため、在宅歯科医療を実

施する歯科診療所等に対して、口腔ケアに必要な機器等の整備を行う「在宅介

護者への歯科口腔保健推進設備整備事業」を引き続き実施することとしている。 

また、平成20年度より実施している「在宅歯科診療設備整備事業」、平成22年度    

より実施している「在宅医療連携室整備事業」は平成25年度に廃止し、平成26年度

に「新たな財政支援制度」にて対応出来るよう在宅医療の推進に取組むこととして

いる。 

 

（３）歯科医療の安全確保について 

歯科医療の安全確保を効率的に推進するための「歯科医療安全管理体制推進特別

事業」については、平成25 年度においても引き続き実施することとしているので、

各都道府県におかれては、本事業を活用し、歯科医療の安全確保の更なる向上に努

められたい。 

 



（４）へき地等歯科保健医療対策について 

へき地等における歯科保健医療対策として推進している歯科巡回診療車の運営、

離島の歯科診療班の運営に対する助成については、平成25 年度においても引き続き

実施することとしている。 

また、「沖縄へき地歯科診療班」は平成25年度に廃止する。沖縄県における無歯

科医地区においては、平成25年度中に沖縄県の無歯科医地区に歯科診療所を設置し、

平成26年度においては無歯科医地区が解消され歯科保健医療の推進が図られること

となっている。 

 

（５）歯科保健関係行事について 

平成26 年度の行事予定は以下のとおりであるので、都道府県におかれても歯科衛

生思想の普及啓発や地域における歯科保健事業の積極的な実施をお願いする。 

（ア） 6 月4 日～10 日を「歯と口の健康週間」（平成25年度「歯の衛生週間」か

ら名称変更）とする。 

（イ） 第35 回全国歯科保健大会を11 月8 日(土)に大阪府で開催予定。 

なお、平成25 年度より「親と子のよい歯のコンクール」（「母と子のよい歯のコン

クール」から名称変更）とし、対象を原則「母親」に限っていたものを「親」に    

拡大し実施予定としているので、引き続きご協力お願いしたい。 

 

（６）保健所等に勤務する歯科医師及び歯科衛生士について 

平成23 年8 月に「歯科口腔保健の推進に関する法律」が成立したことを受け、  

歯科口腔保健を今後一層推進していくためには、地方公共団体へ歯科医師及び歯科

衛生士が配置されることが望ましい。今後とも適正配置にご尽力をお願いする。  

特に現在未配置の県にあってはご努力をお願いする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．歯科医師の臨床研修について 

 

(１) 歯科医師臨床研修を巡る状況 

  平成18年4月1日から歯科医師臨床研修が必修となり、診療に従事しようとする

歯科医師は臨床研修を受けなければならないこととされ、平成 25 年度は 2,400 名

程度の歯科医師が臨床研修を受けている。 

   なお、平成25年4月1日現在の歯科医師の臨床研修施設数は、単独型及び管理

型臨床研修施設が263施設（大学病院100施設を含む）、協力型臨床研修施設が2,098

施設である。 

   

(２) 歯科医師臨床研修制度の見直し 

  歯科医師臨床研修制度は、臨床研修に関する省令の施行（平成17年）後5年以内

に見直しを行うこととなっており、平成21年12月に取りまとめられた「歯科医師

臨床研修推進検討会第２次報告」を踏まえて、平成22年6月に歯科医師臨床研修制

度に係る省令や通知の見直しを行った。 

 

 ＜主な改正ポイント＞ 

・新たな歯科医師臨床研修施設（連携型臨床研修施設）の活用 

・歯科医師臨床研修施設間の連携の推進（いわゆるグループ化の導入） 

・歯科医師臨床研修施設の指定要件の見直し（歯科衛生士、入院症例の要件等） 

・申請様式の簡素化 

・研修管理委員会の機能の充実 

 

また、昨今の募集定員が少数である歯科医師臨床研修施設における研修歯科医の

受入れ状況等を鑑み、当該臨床研修施設における歯科医師臨床研修の実施に支障を

来さないようにするため、「歯科医師臨床研修予定者の受入れに関する当面の対応に

ついて」（平成25年1月4日付け医政局歯科保健課事務連絡）において、歯科医師

臨床研修を受けようとする者の当該臨床研修施設における受入れに関する当面の対

応を送付しているので、貴管下の都道府県立病院等に周知をお願いする。 

 

現在は、平成24年11月28日に「歯科専門職の資質向上検討会」（第1回）を開

催し、その下に「歯科医師ワーキンググループ」を設置し、歯科医師臨床研修制度

および関連の諸制度についての検討を行っているところであり、平成25年度中に報

告書を取りまとめ、必要な省令等の改正を行い、平成28年度から見直し後の歯科医

師臨床研修制度を適用する予定である。 

 



（３）歯科医師臨床研修に係る予算 

歯科医師臨床研修費については、臨床研修の指導体制を確保、また、研修歯科

医が臨床研修に専念できる環境の整備に必要な経費として、引き続き予算の確保

を図っているところであるが、平成26年度においても、引き続き、 

①文部科学省における歯学教育においては、平成23年度からコア・カリキュラ

ムが見直され、高齢化への対応として、高齢者の口腔ケア処置や要介護高齢

者の治療時の注意点等に重点を置いた教育の充実が図られたこと。 

②厚生労働省においては、歯科医師国家試験制度の改善を図るため平成 24 年  

4月に制度改善検討部会の報告がなされたことを踏まえて、高齢者への対応や

歯科領域から推進する口腔と全身疾患との関係など時代の要請に応え得る歯

科医師の確保ができるよう国家試験の出題基準の見直しが進められているこ

と。 

から、今後、チーム医療や全身疾患に対応する医科・歯科連携を更に推進させ

ていくため、歯科医師臨床研修プログラムにおける指導医(医師)に係る経費を 

補助対象とする。各都道府県におかれては、歯科医師臨床研修制度の趣旨を踏ま

え、円滑かつ着実な実施に向けて、格段のご協力を引き続きお願いする。 

 

 

（４）歯科医師臨床研修を修了した旨の歯科医籍への登録 

歯科医師臨床研修を修了した歯科医師は、本人の申請に基づき歯科医師臨床研

修を修了した旨を歯科医籍へ登録を行うこととなる。 

臨床研修修了登録証交付申請書（書換、再交付申請書も含む）については、   

歯科医師免許申請とは異なり、保健所を通さずに管轄する地方厚生局を経由して

厚生労働省医政局歯科保健課に送付することとなっている。 

各都道府県においても歯科医籍への登録の申請を速やかに行うよう、歯科医師

臨床研修施設を通じて、歯科医師臨床研修を修了した歯科医師に対して周知をは

かっていただきたい（平成19年2月23日付け医政局歯科保健課長通知参照）。 

 

（５）歯科医師臨床研修における修了等の基準について 

都道府県立病院等における修了認定等にあたっては、「歯科医師法第 16 条の 2

第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」（平成17年6月28日付

け医政局長通知：平成19 年 2 月 23 日一部改正）を参考として行うようにお願い

する。なお、修了認定にあたって疑義の生じた際には管轄する地方厚生局に相談・

照会されたい。 

 

 



３．歯科口腔保健の推進に関する基本的事項について 

平成23 年8 月に「歯科口腔保健の推進に関する法律」が成立し、総合的な施策の  

実施のため、国は具体的な方針、目標、計画その他基本的事項を定めることとされて

おり、平成24 年7 月に当該基本的事項を示したところであるので、都道府県等におい

ても、国が定める基本的事項を勘案し、地域の状況に応じた施策の総合的な実施の  

ための基本的事項を定めるよう努められたい。 

また、平成26 年度においては、平成25年度に引き続き、歯科口腔保健の推進に関す

る取組みに対して支援を行う「口腔保健推進事業」を下記のように新規に実施するこ

ととしているので、都道府県等において、本事業の積極的な活用を図られたい。 

① 歯科保健等業務に従事する者等に対する情報提供、研修の実施その他の支援を行う 

口腔保健支援センターの運営に対する補助を行う「口腔保健センター設置推進事業」 

② 歯科保健医療サービスの提供が困難な障害者等に対する歯科検診の実施や施設職

員に対する指導及び普及啓発を行うために必要となる経費を補助する「歯科保健 

医療サービス提供困難者への歯科保健医療推進事業」 

③ 障害者等に対する歯科医療を実施している医療機関において、それぞれの状態に対 

応した知識や技術を有する歯科医師及び歯科衛生士を育成（技術習得）するために

必要となる経費を補助する「障害者等歯科医療技術者養成事業」 

④ 医科・歯科連携の取組みに対する安全性や効果等の普及を図るために必要となる 

経費を補助する「医科・歯科連携等調査実証事業」 

 

４．歯科技工士法等について（医療介護総合確保推進法案） 

① 歯科技工士法の改正案 

歯科技工士国家試験を現在の歯科技工士の養成施設の所在地の都道府県知事が

各々行うのではなく、国が実施するよう改める。 

厚生労働大臣が実施することとされている歯科技工士国家試験を指定試験機関に

おいても実施できるようにする。また、歯科技工士の登録の実施等に関する事務を 

指定登録機関においても実施できるようにする。 

 

② 歯科衛生士法の改正案 

保健所及び市町村保健センター等が実施する付着物等の除去やフッ物塗布等の予防 

処置について、歯科衛生士が歯科医師の「直接の」指導（立会い）の下に実施する   

こととされているが、歯科医師の指導の下、歯科医師との緊密な連携を図った上で歯

科衛生士がこれらの行為を行うことを認めることとする。 

 



１．看護教員の養成に係る講習会等について 

 

看護基礎教育に重要な役割を果たしている看護教員の養成に係

る講習会等について、平成２６年度の取組みは以下のとおりであり、

引き続き看護教育の推進にご協力いただきたい。 

 

（１） 専任教員及び教務主任の養成について 

○  「今後の看護教員のあり方に関する報告書」（平成２２年２月）

等を踏まえ、平成２５年度より専任教員養成講習会の一部科

目に e ラーニングが導入され、２０都道府県のうち５県で活

用された。平成２６年度については、実施を予定している１

２都道府県のうち４府県で活用される予定である。 

○  教務主任養成講習会については、平成２６年度については都

道府県に準じるものとして認定する１団体のみの予定である。

教育の質を確保するため都道府県での実施の検討を引き続き

お願いしたい。 

 

（２） 実習指導者の養成について 

○  実習指導者講習会においては、平成２６年度については、４

４都道府県で実施される予定である。なお、平成２６年度か

ら一部科目に専任教員養成講習会の e ラーニングを活用可能

とする予定であるが、活用可能な科目は「教育原理」「教育心

理学」「教育方法※」「教育評価」「看護論」「看護教育課程論」

であり、1 科目からでも活用可能としている。 

○  実習指導者講習会において e ラーニングで履修した科目につ

いては、専任教員養成講習会においてその科目を免除するこ

とができるよう、専任教員養成講習会実施要領を改正する予

定である。 

○  都道府県におかれては、実習指導者講習会においても e ラー

ニングの導入の検討をお願いしたい。 

 

※「教育方法」につ い ては、e ラーニングの「教育方法 1 単位 (15)」の

受講に加え、 実習指 導者講習会で 別途 15 時間の講義の 受講が 必要

である。  



２．平成２６年度看護職員確保対策等予算（案）について 

 

（１）新規事業について 

 ○ 新たな財政支援制度について 

   医療従事者の確保・養成や在宅医療の推進、病床機能分化・連携を図

るため、関係法律の改正法案を平成２６年通常国会に提出し、社会保障

制度改革プログラム法に盛り込まれた新たな財政支援制度（各都道府県

に基金を設置）を創設する。 

医療従事者等の確保・養成に係る事業として、看護職員確保対策事業

についてもその対象となっており、対象事業については各都道府県の実

情に合わせて柔軟に活用できるよう検討している。 

 

※ 概算要求の際に、新人看護職員研修事業は「大規模病院を補助対

象外」、病院内保育所運営事業は「調整率の割合・区分等の見直し

を検討」と説明していたが、基金は各都道府県で柔軟に活用できる

ように検討していることから、今年度と同様の補助を行うことは可

能。また、積算上ではあるが、前年度と同程度の積算をしている。 

 

○ 看護職員需給見通しに関する検討会（第８次） 

  第８次看護職員需給見通し（平成２８～３２年）に関する検討会を立

ち上げ、今後の需給見通しについて検討するとともに、各都道府県に対

して就業状況の実態について調査・集計・分析作業を委託し、今後の需

給数や供給数の推計を行う。 

 

（２）その他 

○ 都道府県ナースセンター事業は、既に、一般財源化されているが、

平成２５年度における各都道府県のナースセンター事業予算は、 

平成２５年度予算額 １，０７２百万円（対前年度△５百万円） 

（参考）平成２５年度予算より増 １０都道府県 １８百万円増 

 という状況であった。 

 



３．看護師等確保対策について 

 

（１）看護職員の需給見通しに関する検討会（第８次）について 

看護職員確保対策については、平成４年に制定された「看護師等の人材確 

保の促進に関する法律」及び同法に基づく「看護婦等の確保を促進するため 

の措置に関する基本的な指針」を基盤として、従来より、質の向上、養成力 

の確保、離職防止、再就業等の総合的な支援を行っているところである。 

計画的かつ安定的に看護職員の確保を図るため、需給の見通しについては 

これまで通算７回にわたり、看護職員の需給見通しを策定しているところで 

ある。現在の平成２２年１２月に策定した第７次看護職員需給見通し（平成 

２３年－平成２７年）が平成２７年までであることから、平成２８年以降の 

需給見通しについて平成２６年度より検討会を設置し、検討を開始する。 

なお、需給見通しの策定のあたっては、各都道府県に需給見通しに関する 

調査をお願いすることとなるので、ご協力をお願いする。 

 

（２）看護職員の復職支援の強化について 

社会保障・税一体改革における看護職員の必要数は、平成３７年で約２０ 

０万人と推計されているが、平成２３年における看護職員の就業者数は約１ 

５０万人であり、今後、約５０万人の看護職員増が必要とされている。 

少子化が進む中、さらなる看護職員確保のためには、現在、約７１万人い 

ると推計されるいわゆる潜在看護職員を活用することが重要であり、より効果

的な看護職員確保対策を講じるためには、看護師等資格保持者について把握し、

ライフサイクルを通じて、適切なタイミングで復職研修など必要な支援を実施

することが必要となる。 

このため、「看護師等資格保持者のナースセンターへの届出制度の創設」 

について、今通常国会に看護師等の人材確保の促進に関する法律の改正法案を

提出する予定である。また、併せて、改正法による新制度の円滑な実施を視野

に入れ、平成２７年度からの新たな中央ナースセンターシステムについて検討

しているところである。改正法による新制度の施行については、平成２７年度

以降を想定しているが、届出制度導入に向けて具体的に都道府県にご協力をお

願いしたい内容等については、関係団体等と協議の上、追ってお知らせしたい。 

 

 



４．経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく外国人看護師候補者の受入 

れについて 

 

（１）各国からの受入れ状況について 

 ○インドネシア・フィリピン 

 インドネシアについては、平成２０年度から看護師候補者の

受入れを開始し、これまでに４４０人を受け入れ、７１人が看

護師国家試験に合格した。 

 フィリピンについては、平成２１年度から看護師候補者の受

入れを開始し、これまでに３０２人を受け入れ、２１人が看護

師国家試験に合格した。 

 平成２５年度の看護師候補者受入れ人数については、インド

ネシア４８人、フィリピン人６４人である。 

  なお、平成 26 年度より来日する候補者の要件に、日本語能

力試験Ｎ５（基本的な日本語をある程度理解できるレベル）取

得を課している。 

  

 ○ベトナム 

 受入れの基本的な枠組みを定める交換公文に日越両国が署

名・交換（平成２４年４月）し、平成２６年の春以降から受入

れ予定。ベトナムにおける 12 ヶ月の訪日前日本語研修が終了

しており、25 人の看護師候補者が研修を受けた。 

 なお、候補者の要件として、日本語能力試験Ｎ３（日常的な

場面で使われる日本語をある程度理解することができるレベ

ル）取得を課している。 

 

（２）ＥＰＡに基づく看護師候補者に対する支援について 

 ＥＰＡに基づく看護師候補者の受入れについては、二国間の協

定で定められた期間内に看護師の資格を取得し､引き続き我が国

で就労することを目的としている。その為、入国前後の日本語研

修（インドネシア・フィリピンは現在、計 12 ヶ月間に研修期間

を拡充、ベトナムは計 14 ヶ月間）と入国後、受入れ施設におい

て国家資格取得に向けた研修を適切に実施することが重要であ

る。 

 しかしながら、候補者が日本語を十分に習得していないケース

が多く、受入れ施設が研修実施に苦慮していたこと、また、受入

れ負担となっていたことから、平成２２年度より、 

・e ラーニングの提供や、模擬試験による習得状況の把握や苦手

分野等を補完する集合研修を定期的に実施 

・日本語学校等への修学又は講師の派遣による研修の実施等に係



る経費を支援 

・研修指導者経費、物件費等を支援 

 などの支援策を実施、継続している。 

 今後も引き続き、ＥＰＡに基づく看護師候補者に対して必要な

支援策を講じていく。 

 

（３）看護師国家試験の特例的な対応について 

これまでＥＰＡに基づく看護師候補者への配慮として難解な

用語の平易な用語への置換えや疾病名への英語の併記などの対

応を行ってきたところである。これらの対応に加え、昨年に引き

続き、試験時間を一般受験者の１．３倍に延長するとともに、全

ての漢字にふりがなを付記する特例的な対応を行っている。 



５．特定行為に係る看護師の研修制度について 

 
2025 年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に

熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書

により、一定の診療の補助（例えば、脱水時の点滴（脱水の程度の判断と輸液

による補正）など）を行う看護師を養成し、確保していく必要がある。 
このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度

を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく

看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的である。 
 
制度の骨子（案）は、手順書注１）により特定行為注２）を行う看護師は、厚生労

働大臣が指定する研修機関において、一定の基準に適合する研修を受けなけれ

ばならないこととするものである。 
注１） 手順書とは、医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示 

として作成する文書であって、看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲及 
び診療の補助の内容その他の事項が定められているもの。 

注２）特定行為とは、診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、 
実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必 
要とされるもの。 

 現行と同様、医師又は歯科医師の指示の下に、手順書によらないで看護師が特定行

為を行うことに制限は生じない。 
 本制度を導入した場合でも、患者の病状や看護師の能力を勘案し、医師又は歯科医

師が直接対応するか、どのような指示により看護師に診療の補助を行わせるかの判

断は医師又は歯科医師が行うことに変わりはない。 
 
当該制度においては、職場や地域から離れずに研修を受講できるよう、e ラー

ニング等の遠隔での研修の受講を可能としたり、受講生の所属施設でも臨床実

習の実施が可能となるような仕組みを考えている。 
また、交代要員を確保できない訪問看護ステーションの職員や、離島の看護

師などに対する研修機会を確保するため、これらの者に対する研修を行う研修

機関の参入について促進策を講ずることとしており、研修体制の整備を進めて

参りたい。 
 
当該制度の施行は、平成 27 年 10 月１日を予定している。 



６．新人看護職員研修ガイドラインの見直しについて 

 

（１）新人看護職員研修ガイドラインの見直しに関する検討会の開催  

  平成 23 年 2 月にとりまとめられた「新人看護職員研修に関する検討会報告

書」において、新人看護職員研修ガイドライン（以下、「ガイドライン」とす

る。）については医療現場等の状況や看護基礎教育の見直し等の諸事情や研修

成果を勘案して、適宜見直すこととされており、平成 25 年 11 月より新人看

護職員研修ガイドラインの見直しに関する検討会において、見直しのための

検討を行った。また、新人看護職員研修の更なる推進に向けた課題について

議論を行った。 

検討会報告書は２月中にとりまとめることとしており、ガイドライン改訂版

と併せて厚生労働省ホームページで公表する予定である。 

 

（２）ガイドライン見直しの概要 

  今回の見直しでは、これまで研修を実施することができていなかった医療

機関において研修が実施しやすくなるよう、ガイドライン本文や到達目標を

よりわかりやすい表現に修正し、ガイドラインの活用促進に資する具体的な

活用例を追加するなど内容の充実を図った。 

 

（３）新人看護職員研修の更なる推進に向けた課題 

  検討会で議論された課題の概要は以下の通り。 

○これまで新人看護職員研修を実施することができていなかった医療機関で

研修が推進されるよう、ガイドライン改訂版を広く周知することが必要であ

る。 

○新人看護職員研修を推進する上で、研修責任者や教育担当者は重要な役割を

持つことから、これらの人材育成を一層充実・推進することが必要である。 

○外部組織を活用した研修や、複数医療機関が共同で研修を実施することがで

きるよう、地域における連携体制の構築を推進することが必要である。 

○医療機関全体で新人看護職員研修を推進する体制を構築するため、研修責任

者が自施設内に新人看護職員研修を周知することが必要である。また患者の

不安を低減することが期待さることから新人看護職員研修について患者や

一般市民に周知することも重要である。 

○国は財政支援を引き続き行うと共に、ガイドラインの改訂・周知や研修事例

の収集・周知等、多様な支援を行うことが必要である。また、新人看護職員

の就業先の多様化や看護基礎教育の見直し、新たな研修制度の創設等を踏ま

え、新人看護職員研修制度全般について検討することも今後の課題である。 



７．「看護の日」等について 

 

（１）「看護の日」及び「看護週間」について 

「看護師等の人材確保の促進に関する法律」は、看護師等の

養成、処遇の改善、資質の向上、就業の促進等について、看護

に対する国民の関心と理解を深めることに配慮しつつ図るため

の措置を講ずること等を目的としている。 

これに関連し、厚生労働省では、５月 12 日を「看護の日」、

５月 12 日を含む１週間を「看護週間」として、全国的に一日看

護体験などの行事を開催し、看護の普及啓発に取り組んでいる

ところである。 

○ 平成 26 年度の中央事業は、「忘れられない看護エピソード」

の表彰式を東京都で開催する予定である。 

  広報等についてご協力をお願いいたしたい。 

○ また、各都道府県におかれても、看護の普及啓発に関する

事業への積極的な取り組みをお願いいたしたい。 



 

１．医薬品・医療機器産業の振興について 

 
医薬品・医療機器産業は、国民の保健医療水準の向上に資するだけで

なく、高付加価値・知識集約型産業であり、資源の乏しい日本にとって、

経済成長を担う重要な産業として大きく期待されている。このため、「日

本再興戦略」（平成 25 年６月 14 日閣議決定）や「健康・医療戦略」（平

成 25 年６月 14 日関係閣僚申合せ）でも、健康・医療分野の成長戦略の

実現に向けた様々な施策が盛り込まれたところである。  
 

厚生労働省では、昨年６月に「医薬品産業ビジョン 2013」を策定・公

表し、我が国を真に魅力ある創薬の場とするための今後の中長期的な道

筋を示した。「医薬品産業ビジョン 2013」でも触れたとおり、医薬品に

ついては、基礎研究から臨床研究・治験、承認審査を経て保険適用に至

るまで、多大な研究資金と時間を要するため、各ステージに途切れるこ

となく支援し、しっかりと産業を育成していく必要がある。具体的には、

産学官が一体となった取組や、研究資金の集中投入、臨床研究・治験環

境の整備、審査の迅速化・質の向上、イノベーションの適切な評価等に

取り組み、医薬品の研究から上市に至る過程への一貫した支援を着実に

推進していきたいと考えている。  
 

医療機器については、臨床現場での使用を通じて製品の改良・改善が絶

えず行われる等の特性を有していることを十分に踏まえて、臨床研究や承

認審査に関する体制及び制度を整備していくことが重要である。特に医療

機器の実用化及び地域振興のため、各自治体において産学官と連携して各

地域のものづくり技術を活かした拠点の整備が進んでおり、厚生労働省と

しても積極的に支援する予定である。  
また、昨年６月に「医療機器産業ビジョン 2013」を策定・公表し、医療

機器の実用化を通じた医療の質の向上に向けた道筋を示すとともに、医療

機器の開発人材の育成等を推進するための予算事業を平成 26 年度から実

施する予定である。 

 

医療の国際展開を推進する一環として、医政局総務課の医療国際展開戦

略室を中心に、振興市場等各国の保健省との協力関係を新たに樹立すべく

努力しているところであり、協力テーマとしては以下が含まれる。  
（１）我が国の先端医療に関する技術移転、優秀な医療機器や医薬品の紹

介、相手国政府調達における官民一体の我が国製品のトップセールス  
（２）国民皆保険を実現した我が国の公的医療保険制度に関する経験の移

転（相手国における導入促進）  
（３）医療機器や医薬品の開発から承認に至るプロセスに関する相互理解



の促進を通じた、日本で承認を受けた製品の相手国政府での審査早期

化  
 

また、東北地方の強みを活かした革新的な医療機器の創出を通じて、

企業誘致及び雇用創出を図り、東北地方の地域経済活動を再生するため、

平成 23 年度より 5 年計画で、岩手県、宮城県、福島県を対象とした医

師主導治験等への開発助成を行っているところであり、事業の目的達成

に向けて商工部局との連携を深めつつ引き続き関係機関等へのご指導を

お願いする。 

 

今後とも国際競争力のある医薬品・医療機器産業の振興と、「日本再

興戦略」や「健康・医療戦略」に掲げられている施策の着実な実行に取

り組んでいくこととしているので、各都道府県においても、引き続きご

協力をお願いする。  
 



２．後発医薬品の使用促進について 

 

後発医薬品については、患者負担の軽減、医療保険財政の改善に資す

ることから、「平成２４年度までに後発医薬品の数量シェアを３０％以

上」という政府目標を掲げ、平成１９年１０月に策定した「後発医薬品

の安心使用促進アクションプログラム」に沿って、品質確保、情報提供、

安定供給体制の充実強化等により後発医薬品を安心して使っていただ

くための環境整備を進めているところである。  

しかしながら、諸外国に比べ後発医薬品の数量シェアは未だに低い状

況にあり（平成２５年９月現在３９．９％）、平成２５年４月に「後発

医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」を作成し、後発医薬

品と後発医薬品のある先発医薬品をベースとした数量シェアを平成３

０年３月末までに６０％以上にする新たな目標を定めたところである。

このロードマップでは目標の達成ため 

①  安定供給 

②  品質に対する信頼性の確保 

③  情報提供の方策 

④  使用促進に係る環境整備 

⑤  医療保険制度上の事項 

⑥  ロードマップの実施状況のモニタリング 

の事項について、今後国、都道府県、後発医薬品メーカー及び業界団

体において、取組んでいくこととしている。この中で都道府県の取組と

しては  
①都道府県協議会活動の強化  

②市区町村又は保健所単位レベルの協議会の活用  

③汎用後発医薬品リストの作成  

④都道府県協議会への中核的病院の関係者等の参加  

⑤診療所医師、診療所歯科医師、薬局薬剤師の情報交流  

⑥中核的病院における後発医薬品の使用促進  

を上げている。 

 

都道府県においては、これらの取組を進めていただくため、「後発医

薬品の安心使用促進のための協議会」（都道府県協議会）を設置し、地

域の実情に応じた後発医薬品の使用促進をお願いしたい。現在、４５の

都道府県で協議会を設置しているが、協議会活動が休止している都道府

県もあることから、ロードマップの取組を進めていただくため、積極的

な活動をお願いするとともに、未設置の都道府県においては、可能な限

り早期の設置について御検討をお願いする。  
また、各都道府県所管の公立病院におかれても、ロードマップに沿っ

たより積極的な使用に努めていただくよう、重ねてお願いする。 



 

３．医療用医薬品・医療機器の流通改善について 

 

医療用医薬品の流通については、自由かつ公正な競争の確保ととも

に、公的医療保険制度下における取引の透明性・公平性を図る観点から、

過大な薬価差を始めとする取引慣行の改善に向けて、関係者による取組

が行われてきたところである。  
このうち、長期にわたる未妥結・仮納入や全品総価取引といった公的

医療保険制度下での不適切な取引慣行については、中医協からも、薬価

調査の信頼性確保の観点から是正を求められており、「医療用医薬品の

流通改善に関する懇談会（流改懇）」において、流通上の諸課題につい

てその実態の検証を行い、平成 19 年 9 月に｢医療用医薬品の流通改善に

ついて（緊急提言）｣ がとりまとめられ、取引慣行の改善に向けた取組

を行っている。  
しかしながら、昨年６月に開催された流改懇においては、「緊急提言

に掲げた課題と照らせば一定の改善はみられたかもしれないが、妥結ま

での期間が大幅に長期化している。薬価調査の信頼性を確保する観点か

らも、極めて重大な問題であり改善が必要」との評価であった。  
薬価本調査（平成 25 年 9 月）時において実施した価格妥結状況調査

結果においても、200 床以上の大病院、特に日赤・済生会や自治体系の

公的医療機関の妥結率が低く、早期妥結への取り組みが遅れている。  
また、医療機器の流通については、「医療機器の流通改善に関する懇

談会」において、医療機器の取引実態の把握と問題点の是正などの検討

を行った。引き続き、流通改善に関して医療機器関係団体と意見交換を

行うなど、流通の効率化に取り組んでいる。  
各都道府県においては、流改懇における緊急提言及び保険医療制度の

趣旨や取引の実態をご理解の上、流通改善の一層の推進にご協力いただ

くよう、管下の流通当事者、特に都道府県立病院等の公的医療機関に対

する周知とご指導をお願いする。  
なお、本年は薬価改定年であり、薬価告示がされ次第、改めて管下の

取引当事者への流通改善の周知徹底・指導を通知により要請する予定で

ある。  



１．医療分野の情報化の推進について 

 

  医療分野の情報化については、平成１８年１月に高度情報通信ネットワーク

社会推進戦略本部で示された「ＩＴ新改革戦略」などを基に、IT技術を活用し

た医療機関間等の情報共有による切れ目のない医療サービスの提供や、患者・

個人が自らの医療・健康情報を一元的、継続的に管理し利活用する仕組みを実

現するための実証事業などの施策を進めてきたところである。   

  平成２５年６月には、「日本再興戦略」「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」な

どの各種戦略が閣議決定され、「カルテ・介護情報の共有によるＩＣＴを活用

した地域医療介護連携の全国普及」「２０１８年度（平成３０年度）までの医

療情報連携ネットワークの全国普及・展開」などが求められたところであり、

今後はこれまで以上の更なる取り組みが必要となっている。 

 

○ 医療情報連携の推進【平成２６年度予算案】 

  地域における医療情報連携を推進するため、システム導入等に対する補助事

業として、平成２６年度予算案においても引き続き「ＩＣＴを活用した地域医

療ネットワーク事業」を実施することとしている。 

  なお、平成２６年度において補助対象とする事業は、異なる都道府県に所在

する医療機関間でのネットワーク構築を行う場合を予定しており、これまで補

助対象としてきた都道府県内でのネットワークの構築については、「新たな財

政支援制度」を活用していただくことを予定している。 

 

○ 遠隔医療の推進【平成２６年度予算案】 

  情報通信技術を応用した遠隔医療の実施は、医療の地域格差解消、医療の質

及び信頼性の確保に資する。平成２６年度予算案においては、遠隔医療の設備

整備に対する補助として、引き続き「地域医療の充実のための遠隔医療補助事

業」を実施することとしている。 

  また、平成２６年度からの新規補助事業として、「遠隔医療従事者研修事業

（仮称）」を予定している。本事業は、補助事業者を公募したうえで実施する

こととなるが、地方公共団体の医療担当部局の方も受講対象とする予定である

ため、積極的な参加について配慮をお願いしたい。 

  

 

 



○ 厚生労働省標準規格について 

  医療機関等における医療情報システムの構築・更新に際して、標準的な規格

の実装は、情報が必要時に利用可能であることを確保する観点から有用であ

り、地域医療連携や医療安全にも資するものである。また、医療機関等におい

て医療情報システムの導入を推進し、標準化や相互運用性を確保していく上で

必須である。 

  このため、「保健医療情報分野の標準規格として認めるべき規格について」

（平成２２年３月３１日 医政局長）を通知しているが、平成２４年３月２３

日に一部改正の通知が発出され、１種類の規格が追加されたためご留意いただ

きたい。同通知は、今後も「保健医療情報標準化会議」の提言等を踏まえ、適

宜更新していくものである。 

  医療機関等が医療情報システムを導入する際には、厚生労働省標準規格を実

装することによるメリットを十分考慮するようご留意いただきたい。 

  なお、厚生労働省において実施する医療情報システムに関する各種施策や補

助事業等においては、厚生労働省標準規格として定めた標準的な規格を実装す

ることとしている。 

 

○ 地域医療情報化の人材育成 

  地方公共団体の医療担当部局の方を対象とした、地域における医療の情報化

に必要な知識・技術等を習得するための「地域医療の情報化コーディネータ育

成研修」について、平成２６年度も引き続き国立保健医療科学院において実施

することとしているため、関係者の方々には積極的な参加について配慮をお願

いしたい。 

  

○ その他 

  電子カルテ等の医療情報システムによる医療情報の適正な取扱いやセキュ

リティの確保に関し、平成１７年３月に「医療情報システムの安全管理に関す

るガイドライン」を策定し、平成２５年１０月に改訂版（第4.2版）を公表し

ている。 

  医療機関関係者には、引き続きこのガイドラインの内容をよく理解し、遵守

していただくようご了知願いたい。 

  



２．臨床研究・治験の活性化について 

 

 現状等  

 

○ 臨床研究・治験の活性化については、平成 24 年 3 月に文部科学省と厚生労

働省で「臨床研究・治験活性化5か年計画2012」を、同年9月にその具体的な

取組計画である「臨床研究・治験活性化 5 か年計画 2012 アクションプラン」

を策定した。この計画に基づき、日本発のシーズによるイノベーションの進展、

実用化の促進等を目指し、臨床研究・治験環境の整備等を進めているところで

ある。 

○ 臨床研究・治験等の実施体制の整備については、以下に示す拠点等の整備を

実施している。 

 ・早期・探索的臨床試験拠点（5施設（平成23年度から27年度まで）） 

医療施設運営費等補助金「早期・探索的臨床試験拠点整備事業」 

日本発の革新的な医薬品・医療機器の創出を目的に、世界に先駆けてヒト

に初めて新規薬物等を使用する臨床試験の拠点を平成 23 年度から整備を図

っている。 

 

 ・臨床研究中核病院（10施設（平成24年度から28年度まで：5施設、平成25

年度から29年度まで：5施設） 医療施設運営費等補助金「臨床研究中核病院整備事

業」 

    平成24年度から、国際水準（ICH-GCP準拠）の臨床研究や医師主導治験の

中心的役割を担うとともに、他の医療機関に対する支援も行う拠点として、

平成24年 5月に5施設、平成25年4月に5施設を選定して整備を図ってい

る。 

 

・日本主導型グローバル臨床研究体制（2施設（平成24年度から28年度まで）） 

医療施設運営費等補助金「日本主導型グローバル臨床研究体制整備事業」 

平成 24 年度から国内の医療機関と海外の医療機関が共同で臨床研究を実

施する体制を日本が主導して構築し、かつ円滑に運営することを目的とし

て、グローバル臨床研究の企画・立案、研究実施機関への支援等を行う体制

の整備を図っている。 

○ その他、臨床研究コーディネーターや治験・臨床研究審査委員等の育成のた

めの研修事業を行うなど、臨床研究・治験の推進に向けた取組を実施している。 



 今後の取組  

 

○ 平成 26 年度は、「臨床研究・治験活性化 5 か年計画 2012」の中間年である

ことから、具体的な取組計画である「臨床研究・治験活性化 5 か年計画 2012

アクションプラン」の実施状況等に基づき、それぞれの項目における進捗状況

の中間評価を行い、必要な見直しを実施していく。 

○ 政府としては、国民の「健康寿命」の延伸に関する政府の取り組みとして、

司令塔の本部として、内閣に、内閣総理大臣・担当大臣・関係閣僚からなる推

進本部を設置し、一元的な研究管理の実務を担う独立行政法人について平成27

年４月の創設を目指している。これに伴い、臨床研究中核病院及び早期・探索

的臨床試験拠点については、文部科学省で整備している橋渡し研究支援拠点と

一体的に整備を進め、革新的な医薬品・医療機器の創出を加速することを図る

予定であり、平成 26 年度から先行的に評価会議や事業進捗管理等について共

同で実施することとしている。 

○ 日本発の革新的医薬品・医療機器の開発などに必要となる質の高い臨床研究

を推進するため、国際水準の臨床研究や医師主導治験の中心的役割を担う病院

を臨床研究中核病院（仮称）として医療法上位置付けるために必要な取り組み

を進める。 

○ 平成 26 年度からは、早期・探索的臨床試験拠点について、臨床研究中核病

院と同様に、他施設で実施する臨床研究・治験について支援等を実施するため

の体制整備を実施する他、臨床研究登録情報のポータルサイトを改修し、管理

・運営していくこととしている。 

 

 都道府県へのお願い  

○ 臨床研究中核病院等各整備事業を実施する上で、各都道府県を通じ、申請手

続きを実施することとなるため、円滑な手続きのため、各施設からの問い合わ

せへの対応等ご協力をお願いしたい。 

 

○ 臨床研究・治験をより効率的に実施するためには、ネットワーク化により複

数の医療機関が連携して、あたかも1医療機関のように臨床研究・治験を実施

できる体制の構築等が重要。県立病院等においても、治験ネットワークへの参

加や治験費用の実績に応じた支払い方法への見直しなど、自治体の立場からご

協力いただく機会もあり得ると考えており、都道府県におかれては臨床研究・

治験の基盤整備に引き続きご理解とご協力をお願いしたい。 



３．臨床研究に関する諸課題について 

 

１）高血圧症治療薬の臨床研究事案について 

 

 現状等  

 

○ 平成１４年以降相次いで実施されたノバルティス ファーマ株式会社(以下

「ノバルティス社」という。) の高血圧症治療薬ディオバンに係る市販後大規

模臨床研究について、平成２４年に、当該研究に関わらない他の医師の疑義等

に端を発し、世界的に権威のある医学雑誌からの関連論文の撤回、研究データ

の人為的な操作による事実と異なる結論の判明といった臨床研究の質に関す

る問題が複数の大学において明らかになった。また、ノバルティス社元社員に

よるこれら臨床研究の統計解析業務への関与及び利益相反に関する透明性が

確保されていないことなどの問題も明らかになった。 

 

〇 このような状況を踏まえ、厚生労働省は文部科学省とも協力の上、今回の事

案についてその事実関係を可能な限り明らかにするとともに、その再発防止策

について検討することとし、平成２５年８月、厚生労働大臣の下に「高血圧症

治療薬の臨床研究事案に関する検討委員会」を設置した。本検討委員会は、平

成２５年９月末までの約２ヶ月間、関係者に対するヒアリングや関係資料の精

査を含め精力的に調査・検討を重ねてきたところであり、これまでに明らかに

なった事実関係及びそれらを踏まえた対応と再発防止策をとりまとめた「中間

とりまとめ」を平成２５年１０月８日に公表した。 

 

○ なお、平成26年1月9日、ノバルティス社及び同社社員を薬事法第66条第１項

（虚偽・誇大広告の禁止）違反の疑いで、東京地方検察庁に告発状を提出した。  

 

〇 また、厚生労働省及び文部科学省は連名で、「医療機関・研究機関による臨

床研究の適切な実施に係る自主点検の実施及び報告のお願いについて（平成２

５年８月２３日）」を発出し、我が国で臨床研究を実施する主な機関１１７カ

所に対して自主点検の実施及びその結果報告を求め、その結果を検討委員会に

報告した。さらに、「医療機関・研究機関による臨床研究の適切な実施に係る

追加の自主点検の実施及び報告のお願いについて（平成２６年１月２４日）」

を発出し、追加の自主点検の実施及びその結果報告を求めている。 

 

 



 今後の取組  

 

〇 臨床研究に対する法制度の必要性に関する検討を本年秋までに実施するな

ど、中間取りまとめで指摘を受けている各種再発防止策について対応を進め

る。 

 

 

２）疫学研究・臨床研究に関する倫理指針の見直しについて 

 

 現状等  

 

○ 厚生科学審議会科学技術部会の下に、疫学研究に関する倫理指針の見直しに

係る専門委員会、臨床研究に関する倫理指針の見直しに係る専門委員会を設置

し、文部科学省の疫学研究指針の見直しに関する専門委員会と合同で、疫学研

究に関する倫理指針及び臨床研究に関する倫理指針の統合も含めた見直しの

検討を進めている。 

 

○ これまでの検討では、両指針の統合を念頭に置きつつ、指針の見直しが必要

な項目・内容について広く議論を行い、平成 25 年９月に中間取りまとめを行

った。現在、中間取りまとめを基に、指針具体化に向けた検討を進めている。 

 

 今後の取組  

 

○ 早期に専門委員会合同会議での検討を取りまとめ、今後、早い時期にパブリ

ックコメントを実施する。 

 

 都道府県へのお願い  

 

○ 見直しを行った倫理指針が公示された際に、関係各所への周知にご協力いた

だきたい。 

  



３）倫理審査委員会の認定制度について 

 

 現状等  

 

○ 臨床研究に関する倫理指針では、被験者の人権を尊重し、適正に実施する

ため、研究開始前から終了まで、倫理審査委員会による継続的な審査及び承

認を得ることを求めているが、全国で倫理審査委員会が約1300が設置されて

いる状況であり、また、審査の質にばらつきがあるとの指摘がある。 

 

 今後の取組  

 

 ○ 「臨床研究・治験活性化５カ年計画２０１２」等においても、倫理審査委員

会の認定制度の導入等により、倫理審査委員会の審査の質の向上を推進する

ことが求められていることから、委託機関を活用した上で、倫理審査委員会

の認定制度を導入する。また、認定にあたっては、認定基準等を公表した上

で、希望する倫理審査委員会について、評価し、認定を行う予定。 

 

  



４．再生医療の推進について 

 

○ 再生医療については、革新的な医療として国民の期待が高い反面、安全面や

倫理面などの課題が存在。そこで、厚生労働省としては、安全性・倫理性を確

保し、再生医療の実用化を加速するため、制度面、予算面の両方から取り組ん

でおり、引き続き取組を加速。 

○ 具体的には、平成２５年１１月に成立・公布された、「薬事法等一部改正法」

と「再生医療等安全性確保法」の円滑な施行に向けて、政省令の作成等の準備

を進めていく。 

 

（これまでの取組等） 

○ 再生医療については、政府の重要施策のひとつとして取り上げられている。 

安全性・倫理性を確保し、実用化を加速するため、以下のように、制度面、予

算面の両方からの取組を進めている。 

 

＜制度面＞ 

○ 薬事法等一部改正法（法律名を「医薬品医療機器等法」に改正）（※） 

再生医療等製品の特性を踏まえた条件・期限付きの早期承認制度を導入する

こと等を内容とする。 

※ 平成２５年１１月２０日 成立 

       １１月２７日 公布 

 

○ 再生医療等安全性確保法（※） 

再生医療のリスクに応じて適切に安全性確保を図るとともに、細胞培養加工

について、医療機関から外部への委託を可能とする。 

※ 平成２５年１１月２０日 成立 

１１月２７日 公布 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜予算面＞ 

○ 平成26年度予算案 

・ 再生医療の実用化を促進するための研究の支援     ２９．８億円 

再生医療の実用化に向け、機能不全となった組織や臓器の治療方法の探索

のための研究等を支援するとともに、iPS 細胞を利用した創薬等のための研

究を支援する。 

 

・ 再生医療の安全性の確保等に向けた取組         １．４億円 

再生医療等について、安全性を十分に確保しつつ、実用化を促進するため、

再生医療等提供計画の審査や細胞培養加工施設の調査に必要な体制等を整

備する。 

 

○ 平成25年度補正予算案 

・ 再生医療実用化研究実施拠点整備事業          ３．７億円 

再生医療等の実用化を促進するため、再生医療等の提供機関間の連携を図

り、研究成果を集約する再生医療実用化研究実施拠点を整備する。 

 

○ 医薬品医療機器総合機構における再生医療等製品の審査体制等の充実化 

開発初期から研究者が相談できる薬事戦略相談の実施、再生医療製品等審査

部の創設、研究機関等との人材交流など、（独）医薬品医療機器総合機構（Ｐ

ＭＤＡ）における再生医療等製品の審査体制等を充実させている。 

 



１． 独立行政法人国立病院機構等について 

 

（１） 独立行政法人国立病院機構について 

 
○独立行政法人国立病院機構の概要 

独立行政法人国立病院機構は、全国で143病院、51,897床を運営し、災害

時や新興・再興感染症の発生時の国の危機管理や積極的貢献が求められる医

療に、国や地方自治体と連携しながら迅速・適切に対応するとともに、結核、

重症心身障害、筋ジストロフィー等の他の設置主体では必ずしも実施されな

いセーフティーネット分野の医療を提供している。また、５疾病５事業の医

療を中心に地域の医療水準の向上、地域の医療機関との連携、強化にも取り

組んでいる。さらに、全国的な病院ネットワークを活用して、大規模臨床研

究や治験の推進、質の高い医師、看護師等の育成、教育研修等を実施してい

る。 
 
○独立行政法人改革等に関する基本的な方針について 

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決

定）」において、独立行政法人は中期目標管理型の法人、研究開発型の法人、

単年度管理型の法人の３つに分類することとされたところ。国立病院機構は、

中期目標管理型の法人と位置付けられるとともに、政策医療を確実に実施し

つつ、給与水準や短時間正職員雇用をはじめとする柔軟な労働環境の構築、

民間企業等との円滑な人事交流等を進めるためにも、役職員の身分は非公務

員とすることとされた。これらを通じて国立病院機構のより柔軟かつ弾力的

な業務運営に資することが期待できるものである。 
      －（参考：別紙１） 

独立行政法人改革に必要な制度面での措置は、平成27年４月からの改革実

施を目指すこととされており、今後、引き続き具体的な検討を進めてまいり

たい。 
 
○国立病院機構に対する補助金等について 

国からの運営費交付金は、現在では国期間分の退職給付費用や臨床研究事

業経費等のみを対象として交付されており、平成 23 年度より、救急事業を

含め診療事業には運営費交付金は充てられていない。すなわち、診療事業に

ついては、診療収入や地方公共団体からの補助金等により運営されており、

一般の医療機関と変わりがないものとなっている。 

また、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の改正により、平成



24 年度からは独立行政法人への補助金の交付が各都道府県の自主的な判断

に委ねられたところである。 

こうしたことから、小児救急医療支援事業などについては、地域医療に貢

献する国立病院機構の病院に対して補助金が交付されている例が見受けら

れる。一方、救命救急センター運営事業などで交付されていない例も見受け

られるので、国立病院機構がさらに地域医療に貢献することが可能となるよ

う、ご配慮をお願いしたい。 

また、平成26年度より創設される新たな財政支援制度の対象事業には、看

護師等養成所の運営等への財政支援などこれまで国立病院機構が交付対象

とならなかった事業も含まれているので、あわせてご配慮をお願いしたい。 

                          －（参考：別紙２） 
  補助事業の例 
  ・共同利用型病院運営事業 
  ・小児救急医療支援事業 
  ・小児救急医療拠点病院運営事業 
  ・救命救急センター運営事業 
  ・ドクターヘリ導入促進事業 
  ・救急救命士病院実習受入促進事業 
 

（２） 国立高度専門医療研究センターについて 

 

○国立高度専門医療研究センターの概要 

   国立高度専門医療研究センター（以下「ＮＣ」という。）は、平成 22 年

４月 1 日に独立行政法人へ移行する形で設置された６つの法人の総称であ

る（６ＮＣ合計 4,357 床）。 

各ＮＣは、国民の健康に重大な影響のある、がんその他の悪性新生物、

循環器病、精神・神経疾患等、感染症その他の疾患、成育に係る疾患、加

齢に伴う疾患について、高度専門的な医療の開発及び確立、これらの業務

に密接に関連する医療の提供、人材育成や政策提言等の業務を行っている

機関である。 

 

○独立行政法人改革等に関する基本的な方針について 

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決

定）」において、独立行政法人は中期目標管理型の法人、研究開発型の法人、

単年度管理型の法人の３つに分類することとされたところ。ＮＣは、国との

密接な連携の下、高度専門的な医療の研究開発・確立等を行っていることか



ら、研究開発成果の最大化を目指す研究開発型の法人と位置づけられた。 

－（参考：別紙１） 

○医療分野の研究開発に関する総合戦略について 

「医療分野の研究開発に関する総合戦略（報告書）」（平成26年１月22日医

療分野の研究開発に関する専門調査会※）において、ＮＣ等を中心とした拠

点を活用し、臨床研究の質の向上、臨床研究のための共通的な基盤の共用、

研究不正・研究費不正使用等の防止への対応等、更なる機能向上を実現する

ことで症例の集約化を図り、国際水準の質の高い臨床研究・治験実施が確実

に実施される仕組みの構築が求められている。 

※平成25年８月８日健康・医療戦略推進本部(本部長：内閣総理大臣)決定 

－（参考：別紙１） 

こうしたＮＣに期待される役割に対応すべく、平成 25 年度補正及び平成

26 年度予算において、治験・臨床研究体制整備等に取り組むことを予定し

ている。これにより、病院と研究所を併設している特長を生かし、基礎研究

から臨床研究・治験へ一気通貫に実施する体制を強化し、迅速により多くの

治験・臨床研究に対応することで、新薬、新医療機器の開発を一層促進する

こととしている。 

 
（３） 国立ハンセン病療養所について 

 
○国立ハンセン病療養所の概要 

ハンセン病の患者であった者が入所している施設で、当該入所者に対して

必要な療養を行っており、全国に13カ所設置されている。 

入所者は、平均年齢82.6歳（平成25年５月１日現在）と高齢化しており、

ハンセン病の後遺症に加え、生活習慣病等の合併症の発症や、身体機能・視

覚機能の低下等がおこり、日常生活上の不自由度が進行している。 

 
○ハンセン病問題への対応について 

「らい予防法」を中心とする国の隔離政策に起因してハンセン病の患者で

あった者等が受けた身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる

被害の回復には、未解決の問題が残されており、とりわけ、ハンセン病の患

者であった者等が、地域社会から孤立すること無く、良好かつ平穏な生活を

営むことができるようにするための基盤整備は喫緊の課題であり、適切な対

策を講ずることが急がれており、また、ハンセン病の患者であった者等に対

する偏見と差別のない社会の実現に向けて、真摯に取り組んでいかなければ

ならない。 



このような趣旨により平成21年４月に施行された「ハンセン病問題の解決

の促進に関する法律」に基づき、 

①「国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備のた

めの措置」として、医師・看護師・介護員の確保、 

②「良好な生活環境の確保のための措置」として、国立ハンセン病療養所

の土地、建物、設備等を地方公共団体又は地域住民等の利用に供するため

の取り組み、 

③「ハンセン病及びハンセン病対策の歴史に関する正しい知識の普及啓発

その他必要な措置」として、ハンセン病対策促進事業の実施、 

などに努めている。 

特に「②」の取り組みについては、これまでに、国立ハンセン病療養所

の土地等の一部を貸し付け、２園（多磨全生園及び菊池恵楓園）で保育所

の誘致が実現し、また、１園（邑久光明園）で特別養護老人ホームの誘致

が予定されているが、その他の園の構想については、まだ具体的に進捗し

ていないため、厚生労働省としても積極的に関わり、進展を図ることとし

ている。 

 

◎ 国立病院及び国立ハンセン病療養所について、関係する自治体のご支援、

ご協力をよろしくお願いする。 

 

（４） 独立行政法人地域医療機能推進機構について 

 

○ 年金福祉施設の整理合理化を図ることを目的に、平成17年10月に設置され

たＲＦＯ（（独）年金・健康保険福祉施設整理機構）は、平成26年４月、地

域医療に貢献しつつ安定的な病院運営を行う組織である（独）地域医療機能

推進機構に改組される。 

－（参考：別紙３） 

これまで社会保険病院等は、土地・建物をＲＦＯが保有し、実際の病院運

営はＲＦＯが特例民法法人等（全社連、厚生団、船保会）に委託をして行っ

てきたが、平成26年４月からは、同機構がこれらの病院（全57病院）を直営

することとなる。 

新機構は地域医療・介護の確保を目的としていることから、各自治体にお

かれてはご指導ご協力をお願いしたい。 

 

○ 新機構への改組に伴い、従来の社会保険病院等は、その設置者が委託先団

体から新機構へと変更となるが、医療法に基づく病院開設の許可等について



は、政令において許可の継承規定を設け、４月に新たな許可手続は不要とす

る方向で、現在検討中である。 
また、新機構の病院については、国立病院機構と同様に国が開設する病院

とみなし、医療法に基づく各種手続に関する事務は、厚生労働大臣（地方厚

生局）が行うこととする予定である。 
 



別紙１ 

 

独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）（抄） 

 

【国立病院機構】 

 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 政策医療を確実に実施しつつ、より柔軟かつ弾力的な業務運営に資するよう、本法人の

役職員身分は非公務員化するが、職務上の公益性・公共性が極めて高いことから、みな

し公務員に係る所要の措置を講じる。 

○ 診療事業は全て自己収入で行っていることにかんがみ、積立金は、次期の中期目標期間

中に必要な施設整備等の財源に充てられるよう配慮する。 

 

【国立高度専門医療研究センター （国立がん研究センター、国立循環器病研究センター、

国立精神・神経医療研究センター、国立国際医療研究センター、国立成育医療研究センタ

ー及び国立長寿医療研究センター）】 

 

○ 研究開発型の法人とする。 

○ 上記６法人間において、共同して実施した方が効果的・効率的な業務の共同化や人事

交流を更に推進する。 

○ 分野横断的な疾患や未知の疾患などその時々の政策課題により柔軟に対応し、研究開

発力の一層の向上を図る観点から、将来的には、上記６法人の統合など国立高度専門医

療研究センター全体としての組織の在り方について検討を行う。 

 

 

「医療分野の研究開発に関する総合戦略（報告書）」（平成 26 年 1 月 22 日 医療分野の研

究開発に関する専門調査会）（抄） 

※平成 25年 8月 8日健康・医療戦略推進本部（本部長：内閣総理大臣）決定による専門調

査会 

 

○臨床研究の抱える課題 

我が国の臨床研究については、国際的にみていまだに課題が多く、そのため、製薬企

業の治験を海外機関で実施する傾向のあることは否めない。これは、治験や臨床研究に

おける倫理規定、データマネージメント、安全性、品質保証などに関する国際基準がよ

り厳格化されるなかで、我が国の対応が遅れたことが一因となっている。治験や臨床研

究においては厳密なデータ管理や各種規制への対応を行わなければならないこと、さら

に、医薬品や医療機器の有効性が生命予後や心臓発作、脳卒中などの低い頻度ながらも

重大な事象を指標とされるようになったことが、臨床研究の大規模化と長期化に拍車を

かけた。その結果、多くの研究費と強力な研究支援体制なしに治験や臨床研究を行うこ

とがきわめて困難となった。 



大学病院では疾患の病態研究については多くの国際的実績を挙げてきたが、研究体制

の不備や人材不足等により、臨床研究や臨床試験等は十分に行われてこなかった。国立

高度専門医療研究センター（以下、「ナショナルセンター」と記載）においては、特定

の疾患群の治療を対象とした病院と治療技術の実用化に軸足をおいた研究所を併設して

いるという特長を活かして治験・臨床研究を実施し、一定の成果を挙げてきたが、企業

との連携による創薬及び医療機器開発において貢献してきたとは必ずしもいえない。  

このため、症例集積性の向上、治験・臨床研究手続きの効率化、研究者・専門家の育

成・確保、治験・臨床研究の情報公開、治験にかかるコスト・スピード・質の適正化に

関して、より一層の強化が求められる。 

 

○臨床研究・治験実施環境の抜本的向上の必要性  

諸外国においては、臨床研究のために数千床規模の一か所集中型の臨床研究拠点を創

設する例も見られる。一方、我が国においては、複数拠点のネットワークの構築を推進

してきたところであり、ナショナルセンターや大学病院を中心とした橋渡し研究拠点、

臨床研究中核病院及び早期・探索型臨床試験拠点等の分散型の拠点を活用し、それらを

中心としたＡＲＯ(Academic Research Organization)機能の構築による臨床研究が推進

されている。臨床研究及び治験を進めるため、各施設で症例の集約化を図るとともに、

今後も、これらの資源を有効に活用しつつ、以下のような更なる機能の向上を図り、国

際水準の質の高い臨床研究・治験実施が確実に実施される仕組みの構築が求められる。

なお、我が国の医療研究開発におけるナショナルセンターのあり方の検討を更に深めて

ゆくべきである。  

①臨床研究の室の向上等 

②研究者・専門家の育成・人材確保 

③臨床研究のための共通的な基盤の共用 

④研究不正・研究費不正使用等の防止への対応 

⑤患者との連携及び国民への啓発活動等への取組 

臨床研究の実施に当たっては、被験者や患者との連携を図るとともに、患者・国民へ

の臨床研究の意義やそれが国民にもたらすメリットなどについての啓発活動を積極的に

推進すべきである。特に、教育・研究を旨とする大学病院やナショナルセンターにおけ

る取組の検討が必要である。 

 

○医薬品・医療機器開発の新たな仕組みの構築 

新薬開発のための First in Human 試験（医薬品の第 I相臨床試験において人に初めて

投与すること）をはじめ、あらゆる治験の迅速な実施に向け、短期間で効率的な治験を

行うため、ナショナルセンター、早期・探索的臨床試験拠点、臨床研究中核病院、橋渡

し研究拠点等のネットワークを強化し、世界に通用する臨床研究を遂行すべく症例を集

積しやすい環境を整備する必要がある。 

 



過去債務清算事業：１５９億円
【８０．２％】

国立病院機構への運営費交付金について

運営費交付金の８０．２％が、過去債務精算事業で占められている。

診療事業への運営費交付金は措置されていない。

※「その他事業」は、災害備蓄等に係る経費

※「過去債務精算事業」は、国期間分退職

手当や恩給負担金、廃棄物処理費用等

その他事業
：２億円

政策的経費：３９億円
【１９．８％】

平成２６年度予算額
：１９８億円

臨床研究事業
：３１億円

教育研修事業
：６億円

別紙２

【旧規定】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律附則第５条

地方公共団体は、当分の間、国、独立行政法人（国立病院機構等）、国立大学法

人等及び会社等（日本郵政株式会社、東日本高速道路株式会社等）に対し、寄附

金等（注：補助金を含む）を原則支出してはならない。ただし、施設の移管その他政

令で定めるやむを得ないと認められる以下の場合については、総務大臣と協議をし、

その同意を得たものは寄附金等の支出が可能。

①～⑦ （略）

⑧住民への特別な医療の提供※

※住民への特別な医療の提供とは、地方公共団体の要請に基づき、住民に対して新たに実施
される医療の提供、または、従来の医療の提供の拡充が行われた場合における当該拡充され
た部分を指す（平成20年3月19日総務省自治財政局財務調査課長通知より）

【改正後】 当該規定を削除

地域の自主性及び自立性を高めていくため、国等への寄附金等（注：補助
金を含む）の支出については、法律による原則禁止から、地方公共団体
の自主的な判断に委ねることにする。

地方公共団体の国等に対する寄付を原則制限していた
規定の廃止について

※総務省ホームページを元に作成

（平成２４年度～）



RFO

全社連
（全国社会保険協会

連合会）

厚生団
（厚生年金事業振興団）

船保会
（船員保険会）

病院

６０病院
（H25.4時点）

地域医療
機能推進
機構

病院

５７病院
（予定）

病院
経営
委託

運営

運営
（直営）

社会保険病院等の運営のスキーム

現在

H２６．４以降

改組

国 出資

病院の
土地・建物を所有

病院の
土地・建物を所有

病院の
土地・建物を所有

病院の
土地・建物を所有

別紙３

改
組

年金・健康保険福祉施設整理機構

＜目的＞
年金福祉施設等の整理を図り、もって厚生

年金保険事業、健康保険事業等の適切な財政
運営に資すること

＜業務＞
年金福祉施設等の譲渡、それまでの間の施

設の管理・運営
病院等の運営は特例民法法人等に委託（病

院職員は特例民法法人等の職員）

＜役職員＞
理事長、監事２名（非常勤）、理事１名

（非常勤）、職員２３名（Ｈ２５．７時点）

、

地域医療機能推進機構

＜目的＞
救急医療等の５事業、リハビリ等地域医療

を提供する機能の確保を図り、もって公衆衛
生の向上、住民福祉の増進等に寄与すること

＜業務＞
病院、介護老人保健施設、看護師養成施設

の設置及び運営等
病院等の運営は直営（病院職員は独立行政

法人の職員）

＜役職員＞
理事長、監事２名、常勤理事５名、非常勤

理事５名、職員は約２万人前後

※ 政令で、医療法に基づく病院開設の許可
等については許可の継承規定を設け、新た
な許可手続は不要とする方向で検討中
※ また、新機構の病院については、国立病
院機構と同様に国が開設する病院とみなし、
医療法に基づく各種手続に関する事務につ
いては、厚生労働大臣（地方厚生局）が行
うこととする予定
※ なお、新機構の所管は医政局となる予定

年金・健康保険福祉施設整理機構を地域医療機能推進機構に改組するときのイメージ



１．平成２５年度予算及び平成２６年度予算の執行について 

 
（１）平成２５年度本予算の執行について 

    平成２５年度本予算については交付決定に係る作業を終了し、今後、確定（精

算払い）に関する作業を実施していくこととなる。 
    精算払いが必要な事業の確定の手続きは、平成２６年４月中旬までに行うこ

ととなっているので、各都道府県におかれては、４月１０日（木）までに国へ

報告書が提出できるよう、事業実績報告書の作成について補助事業者に周知し、

早期の提出を促す等、準備をお願いする。 
    また、運営費等補助金や統合補助金・施設整備交付金など大部分の補助金は

概算払いであるため、３月末までに必要な額を確実に国庫から都道府県の口座

へ受入れていただくとともに、「受入れ漏れ」のないよう、内部の関係各課へ

ご周知いただきたい。 
    なお、決算関係作業に伴い、不用・繰越の理由等に関して調査をさせていた

だくので、その際はご協力をお願いする。 
 
（２）平成２５年度補正予算の執行について 

    平成２５年度補正予算については２月６日に成立したこともあり、執行に係

る作業期間が短い中でご協力いただいていることに感謝申し上げる。 
    都道府県に関係する補正予算事業としては、医療提供体制施設整備交付金

（医療施設の耐震化）及び医療施設等施設整備費補助金（医療施設の防火対策）

があるが、予算の効果的かつ適正な執行の観点から、平成２６年度へ繰越しを

行う方向で厚生労働大臣より財務大臣へ協議を行っているところであり、平成

２６年度に交付決定を行う見込みとなっている。 
各都道府県には受け入れのための予算措置に関すること、補助事業者への指

導・必要書類の取りまとめ等について引き続きご協力方お願いする。 
 
（３）独立行政法人等への補助金交付について（平成２４年度～） 

地域自主戦略大綱（H22.6.22 閣議決定）を踏まえ、自治体の国、独立行政

法人等への寄付に係る関与に関する規定を廃止することとし、平成 23 年 11 月

30 日の整備一括法により、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成

19 年法律第 94 号）が改正され、事前の総務大臣協議・同意に関する手続きが

不要になった。このため、国が交付要綱等で特に独立行政法人等を補助金等の

補助対象から除外した場合を除き、地方公共団体が独立行政法人等を補助対象

として採択することが可能となっている。 
このため、医政局所管の補助金等についても、平成 24 年度より法改正に沿っ

て補助の制限に関する記述を削除するなど、交付要綱等においても所要の改正

を実施したところである。（一部、引き続き独立行政法人等を対象外とする事業

もある。） 



各都道府県は本改正を踏まえ補助事業を有効に活用いただきたい。ただし、

予算上の制約から要望どおりの補助とならない場合もあるので、予めご了知願

いたい。 
 
（４）平成２６年度予算の執行について 

    各補助事業において、要望額が予算額を超過した場合は、平成２５年度と同

様に限られた財源の中で調整を行いながら執行することとなるので、予めご了

知願いたい。 
    補助事業者からの交付申請書や事業計画書において、単純な計算ミスや基準

額を間違えるなどが多発しており、修正や差し替えで非常に多くの時間を要し

ていることから、各都道府県におかれても補助事業者から提出された書類等の

十分な審査・点検をお願いする。 
    なお、一部の都道府県において書類の提出が遅延すると、結果として全体の

作業スケジュールが遅れることとなるので、各都道府県におかれては作業の進

捗状況を適切に管理し、事業計画書等の早期提出について御協力いただけるよ

うよろしくお願いする。  
 
（５）平成２６年度医療提供体制施設整備交付金（ハード交付金）の執行について 

    本交付金については、近年要望額が予算額を超過していることから交付額の

調整を行ってきたところであり平成２６年度も引き続き調整を行う必要が見

込まれるところである。 
    一方、例年の執行状況を精査すると、内示後、交付申請の段階で事業の取り

下げを行ったり、大幅な事業計画の変更を行う補助事業者が見受けられ、予算

が不足しているにも関わらず不用額が生じる事態となっており、交付金の効果

的な執行という観点から問題があると考えている。 
    各都道府県から事業計画を提出いただく際には、医療計画等に基づく優先順

位付けをしていただいているところであるが、加えて、当該事業者が適切に事

業を実施できる状況にあるかについても十分精査して優先順位づけをしてい

ただくようお願いする。 
なお、やむを得ない事情により事業の取り下げ等を行う事案が発生した場合

は、速やかに医政局医療経理室あて連絡いただきたい。 
 

（６）平成２６年度医療提供体制推進事業費補助金（統合補助金）の執行について 

①事業区分の見直し 

当該補助金については、平成２４年度より従来の事業種別ごとの区分を撤廃

し、メニュー予算に純化したところから予算案に即した交付要綱の改正を行っ

たところである。各都道府県におかれては、限られた財源の中で事業費が有効

に活用されるよう調整をお願いする。 
 



（平成２３年度までの要綱における事業区分） 
Ａ：救急医療対策（運営費） 
Ｂ：看護職員確保対策（運営費） 
Ｃ：地域医療確保等対策（運営費） 
Ｄ：地域医療確保等対策（設備費） 
Ｅ：看護職員等確保対策（設備費） 

 
（平成２４年度以降の要綱における事業区分） 

Ａ～Ｅまで事業区分を廃止し、全て一本化（事業計画の作成から交

付決定まで事業区分のごとに行い、予算額の配分を各区分の範囲内で

行うなどの制約を廃止）。これにより、都道府県ごとの課題に応じた

事業を採択することが可能。 
 

②要望額が予算額を超過した場合について 

本補助金については、医療提供体制施設整備交付金と同様に要望額が予算額

を超過していることから交付額の調整を行ってきたところであり、平成２６年

度も引き続き調整を行う必要が見込まれるところである。 
各都道府県からの要望額が予算額を超過した場合は、今年度と同様に予算の

範囲内に要望額を圧縮することとするが、事業計画を提出いただく際には、要

望額を十分に精査し、事業費の過大な見積もり等により補助事業の効率的な執

行が妨げられることのないよう、真に必要な事業に特化して要望するようお願

いする。 
 

（７）医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度による基金

の執行について 

医療・介護サービスの提供改革のための新たな財政支援制度については、

基金により、各都道府県が作成した整備計画に基づき実施するものであり、

消費税増収分を活用することから、今国会で審議いただく予定の医療法等の

改正において、制度として位置付けることとしている。 
現在、交付要綱等の制定作業を進めており、改正法案の成立後、速やか

に都道府県に発出したい。 



２．補助金等の適正な執行について 

 

 補助事業の執行に当たっては、大部分の補助事業者・間接補助事業者等は、関係法

令、実施要綱、交付要綱、交付決定の際に付された条件等に従って執行していただい

ているものと考えているが、会計検査院等から不適切な補助金の執行などについて指

摘を受けている例がある。また、会計検査院による指摘以外にも補助金の執行につい

て問題のある事例が発生しており、一部取り消しや減額、加算金を付しての返還命令

等の処分が実施されているところである。 

 

これまでも、会計検査院等から指摘があった場合はその都度、不適切な事例や補助

金の適正な執行について周知を図ってきたところであるが、改めて、会計検査院や総

務省から過去に指摘のあった主な事例や留意事項について以下に挙げたので、各都道

府県では、これらの点に留意し、補助金の審査体制を整えるとともに、必要に応じ過

去の補助金の総点検や補助事業者等に対する現地調査を行うなど、補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律第３条第２項に定める趣旨を踏まえて補助事業等の適

正な執行に努められたい。 

 

なお、これらの補助金の適正な執行については、補助事業者・間接補助事業者等に

対し、必ず周知されるようお願いする。 

 

  厚生労働省としても今後とも補助事業等の執行状況について、必要に応じて現地調

査等を実施する予定なので、ご了知願いたい。 

 

（１）都道府県等における留意事項 

①交付申請時における十分な審査 

（適正な対象経費の計上、適正な費用算定方法、事業の利用見込又は過去の実績等を

踏まえた実効性 等） 

 

②実績報告時における審査 

（事業実施状況の確認、交付申請時に審査した事項の再確認、契約書等証拠書類との

整合性 等） 

 

③定期的な監査等による点検 

（補助事業者における書類等の整備、事業目的にあった効率的な活用状況 等） 

 

④補助事業者等に対する指導 

（補助事業者等として遵守すべき事項の周知 等） 

 

（２）過去に会計検査院や総務省から指摘のあった主な事例 

①救急医療情報センター運営事業 

ア．情報システムや専用端末の利用が低調であり、センターの目的である救急医療・

災害医療に係る総合的な情報収集及び提供機能が十分果たされていないことから、

利用率向上の取り組みが必要と指摘された。 



イ．兼務者の人件費を按分せずに全額補助対象経費として計上したため、一部が補助

対象外となった。 

 

②小児救急医療支援事業 

診療日数の算定方法に誤りがあったため、交付決定の変更（減額）が必要になった。 

 

③第二次救急医療施設勤務医師研修事業 

ア．補助対象外の経費を補助対象経費として計上したため、交付決定の変更（減額）

が必要になった。 

イ．県が実施主体であるにもかかわらず県職員に謝金を支払ったため、交付決定額の

変更（減額）が必要になった。 

ウ．委託先の講師謝金単価が県よりも高額の事例があり、調整が必要となった。 

 

④救急救命士養成所初度設備整備事業 

臨床実習用の救急車を購入しているが、その利用状況が低調であり、利用率の向上

を求められた。 

 

⑤救命救急センター運営事業 

ア．ドクターカーの運転手の確保に係る経費の算定が不適切であり、交付決定の変更

（減額）が必要になった。 

イ．補助対象経費の算出が過大（減価償却費の計上に当たり国庫補助を受けた財産に

係る分を計上、給与費から控除すべき手当を控除しない等）であり、交付決定の変

更（減額）が必要になった。 

ウ．選定額の算出方法に誤り（基準額と差引事業費の多い方を選定）があり、交付決

定の変更（減額）が必要になった。 

エ．補助対象経費の積算が過大（借入利息を計上等）であり、交付決定の変更（減額）

が必要になった。 

オ．収入額に手術料、麻酔料等の診療収入を計上していないため、交付決定の変更（減

額）が必要になった。 

 

⑥小児救急地域医師研修事業 

補助対象経費の支出を裏付ける証拠書類が残されていなかったため、実績報告の担

保が取れなかった。 

 

⑦休日夜間急患センター設備整備事業 

管理台帳を作成していなかったため、実績報告の担保が取れなかった。 

 

⑧医療施設近代化施設整備事業 

事業の一部（電子カルテ等の整備）が未実施であり、補助要件を満たしていなかっ

た。 

 

 ⑨看護師等養成所運営事業 

   補助金の経理において、補助の対象とならない経費を補助対象経費に含めるなどし



ていたため、補助対象事業費の精算が課題となった。 

 

⑩共同利用施設設備整備事業及び救命救急センター設備整備事業 

内示通知前に購入した医療機器について、契約日を内示日以降の日付に改ざんする

等した事業実績報告書等を提出することにより補助金の交付を受けていたため、交付

決定の取消し、及び補助金の返還が必要となった。 

 

（３）その他、問題になった事例 

 ①へき地歯科巡回診療班運営事業 

   補助事業において県職員による横領、不適切経理が行われた。（本省による立ち入

り検査実施） 

 

 ②へき地診療所運営事業 

   診療所職員（市非常勤職員）による診療費の横領が行われた。 

 

 ③看護師等養成所運営事業 

   養成所の合併に起因する混乱から、補助金事務に必要な経理関係の書類が一部紛失

した。（厚生局による立ち入り検査実施） 

 

 

【参考】補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（抄） 

（昭和三十年八月二十七日法律第百七十九号） 

 

（関係者の責務）  

第３条 各省各庁の長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当つては、補助金等が

国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留

意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従つて公正かつ効率的に使用される

ように努めなければならない。  

 

２ 補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が国民から徴収された税金その他の

貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定及び補助金等の交付の目

的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従つて誠実に補助事業等又は間接補助

事業等を行うように努めなければならない。 



３．消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の処理について 

 
 医政局が所管する補助金等に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）

の仕入控除税額については、各交付要綱の定めるところにより補助事業者（間接補助

の場合は間接補助事業者をいう。以下同じ。）から報告書を提出いただき、その全部

又は一部を国庫又は都道府県に納付としているところである。 
 当該事務については各都道府県の御協力をいただき、提出された報告書に係る作業

を順次進めてきたところであるが、以下のような課題も発生しているところであるの

で、各都道府県におかれてはご留意の上作業を行っていただくようお願いする。 
 
（１）報告書の確認等について 

    仕入控除税額報告書の必要書類及び返還金の計算方法については、平成１７

年９月２０日医政発第 0900006 号「医療施設等施設整備費補助金、医療施設

等設備整備費補助金等の消費税及び地方消費税に係る事務処理の適正化につ

いて」によりお示ししているところであるが、書類の不備や計算方法の誤り等

が少なからず発生しているところである。 
    各都道府県においては、当該医政局長通知を再度ご確認いただいて作業を行

っていただくとともに、ご不明な点があれば、随時医療経理室決算第一係まで

お問い合わせいただくようお願いする。 
 
（２）予算措置について 

    国庫への返還金については都道府県において予算措置を行う必要があるが、

平成２５年度において、補正予算への計上がされていない都道府県におかれて

は、平成２６年度に速やかに予算措置を講じていただき、医療経理室決算第一

係までご連絡をお願いする。 
    平成２６年度以降、返還金が生じる報告書を提出いただいた場合は、審査後

に国から返還命令を発出することとなるので、予算措置については報告書の提

出と併せて準備いただくようお願いする。 
 
（３）補助事業者への周知について 

    医政局所管の補助金については仕入控除税額に係る返還の規定が全ての交

付要綱に定められているところである。ただし、補助事業者が報告を失念して

いる場合、厚生労働省においてこれを捕捉することは困難であるため、各都道

府県におかれては適宜注意喚起等を行っていただき、報告書の提出促進に努め

ていただくようお願いする。   
  
（４）会計検査院の検査について 

    本件については、従前より会計検査院の検査の対象となっており、例年決算



検査報告に「不当事項」として記載されているところである。 
   （参考） 

平成２３年度：農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 
    平成２２年度：農林水産省、国土交通省、環境省 
    平成２１年度：経済産業省 
    平成２０年度：農林水産省、水産庁、内閣府沖縄総合事務局、経済産業省、

国土交通省 
    平成１９年度：農林水産省 
    これらについては、補助事業者である都道府県や市町村に対しても不当と認

められた補助金の返還命令が発せられていることから、本作業については国と

地方公共団体が連携して適切に処理をしていく必要がある。 
    各都道府県におかれては引き続き本件に係る作業について御協力をお願い

する。 



１．独立行政法人福祉医療機構（医療貸付事業）について

独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）は、福祉の増進

並びに医療の普及及び向上を目的として、病院、診療所及び介護老人保

健施設等の医療関係施設等に対して、その設置・整備又は経営に必要な

資金を長期・固定・低利な条件で融資する事業等を行っているところで

ある。

平成２６年度医療貸付事業においては、需要動向を踏まえた融資枠と

し、国の政策推進に合わせて所要の貸付条件等の設定等を行うこととし

たので、管下の医療機関等に対する周知方よろしくお願いしたい。

なお、機構の借入申込みについては、従来より、整備を行う施設等を

所管する都道府県知事からの証明書・意見書の提出をお願いしていると

ころであるが、平成２６年度においても引き続きご協力をお願いしたい。

また、機構からの融資を予定しているものについては、予め機構の融

資相談を受け、適切な事業計画を策定するようご指導願いたい。

（１）事業計画

区 分 平成25年度予算 平成26年度予定 対前年度伸率

貸付契約額 ２，１４０億円 １，５３６億円 △２８．２％

資金交付額 ２，０５８億円 １，５７５億円 △２３．５％

（２）平成２５年度補正予算からの改正事項

○ 病院等のスプリンクラー等の設置整備に係る融資条件の優遇措置

病院、介護老人保健施設、診療所及び助産所のスプリンクラー等

の設置整備について融資率等の優遇を行う。

＜融 資 率＞ ９０％（介護老人保健施設）

貸し付けの最低額を５０万円へ引き下げ

＜貸付利率＞ 財政融資資金借入金利▲０．５％（当初５年間）、６

年目以降＋０．０～０．１％

＜償 還 期 間＞ ８年以内（うち据置期間１年以内）

（３）平成２６年度からの主な改正事項

○ 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に

基づく医療施設等の津波対策としての高台移転整備に係る融資条件

の優遇措置

病院及び診療所が標記の事業を実施する場合、融資率等の優遇を

行う。



＜融 資 率＞ 所要額の９５％

＜貸付利率＞ 当初５年間 無利子

（７．２億円を超える部分は財政融資資金借入金利

▲０．９％）

６、７年目 財政融資資金借入金利▲０．９％

８年目以降 財政融資資金借入金利同率

○ 持分なし医療法人へ移行する病院等の経営安定化資金に係る融資

制度の新設

持分なし医療法人へ移行する病院、診療所又は介護老人保険施設

に係る経営安定化資金について、融資制度を創設する。

＜貸付限度額＞ ２．５億円（病院）

＜償 還 期 間＞ ８年以内（うち据置期間１年以内）

【平成２６年度末まで】

（３）貸付条件の優遇措置

国の政策推進に合わせて所要の貸付条件等の優遇措置を行っており、

事業の詳細・貸付限度額、償還期間、貸付金利等については独立行政

法人福祉医療機構において公表しているので参考にされたい。

（４）東日本大震災に係る優遇措置

東日本大震災に係る災害復旧資金については、貸付利率を一定期

間無利子とし、融資率を１００％とするなどの優遇を行っていると

ころであるが、平成２６年度においても引き続きこれらの優遇措置

を実施するので管下の医療機関等に対する周知方よろしくお願いし

たい。

◎医療施設の融資のご相談先
東日本地域
医療貸付部医療審査課

℡：０３－３４３８－９９３７
西日本地域
大阪支店医療審査課

℡：０６－６２５２－０２１９


